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≪概要≫

＊厚生労働省

・平成26年(2014)人口動態統計の年間推計（1月1日）
・児童養護施設入所児童等調査（1月16日）

・児童養護施設入所児童等調査の結果（平成25年2月1日現在）（1月16日）

＊朝日新聞

・（弱さの強さ　成熟社会を生きる：２）妖怪と友だちと同調圧力　異質なもの、受け入れる心（1月6日）
・神奈川）仕事の選択肢増やそう　施設出身者の就職を支援（1月7日）
・誰も少年を助けなかった　祖父母殺害し強盗、懲役１５年(1月8日)
・貧しくても中退させない　家庭訪問・食料手渡し、特命先生奮闘（1月8日）
・格差社会で育った子どもたち　上と下、２人の人生（1月13日）
・（子どもたちの世界：９）性別を変えた元少女　男の子になれてよかった（1月13日）
・虐待被害児、聴取を一度だけに　神奈川のＮＰＯが面接室（1月14日）
・報告書WEB公開：東日本大震災の知られざる被害　～災害・復興時、女性と子どもへの暴力～（1月14日）
・叩かない子育ての浸透度は？しつけで叩くことが必用と不要がほぼ拮抗-miku読者アンケート（1月15日）
・保育士が女児に激しい暴行　韓国、児童虐待が社会問題に（1月16日）
・児童養護施設の子、６割が親からの虐待経験　厚労省調査（1月17日）
・女子高生という価値の喪失後に　夜のオネエサンの受験論（1月17日）
・愛媛）スマホ利用、夜９時まで　大洲の小中生に統一規制（1月18日）
・東京）シェアハウスは事実婚？　ひとり親の手当打ち切り（1月19日）
・人類の攻撃性、起源はどこに？　山極・京大総長に聞く（1月19日）
・佐世保同級生殺害、被害者の父「厳罰と公開の裁判を」（1月２０日）
・（ともに　災害弱者の２０年：５）要援護者、命どう守る　厳しさ増す支援者確保

（1月21日）
・（天声人語）学校給食と貧困（1月23日）
・（葦）ＬＩＮＥとルール　西見誠一（1月23日）
・広島）防げ児童虐待　県警や児童相談所が合同訓練（1月24日）
・（私の視点）スポーツと暴力　指導者が本音語れる場を　島沢優子（1月25日）
・どう守る？　子どものオンライン・プライバシー（1月29日）
・体罰、教員処分３９５３人　１３年度、過去最多　文科省発表（1月31日）
＊毎日新聞

・人口動態統計:１４年推計　出生数１００万割れ寸前　死亡数、戦後最多１２６．９万人（1月1日）
・経済観測:子育て支援員制度＝第一生命経済研究所特別顧問・松元崇（1月8日）
・記者の目:ストーカー事件、再犯どう防ぐ＝林奈緒美（東京社会部）（1月9日）
・毎日フォーラム・ファイル:教育　学習指導要領の改定作業始まる（1月9日）
・君の笑顔が見たい:「子どもの村」の挑戦／３８　揺れる心を支えて／１　／福岡（1月9日）
・ＭＥＭＯ:勉強中にＬＩＮＥやメール、高校生の４割　友達に質問も（1月12日）
・クローズアップ２０１５:着床前スクリーニング臨床研究　不妊治療か、命の選別か（1月13日）
・Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ:＜質問なるほドリ＞リベンジポルノ法って？＝回答・松本惇（1月16日）
・長崎・佐世保の高１同級生殺害:「公開の裁判開いて」　被害者父が手記（1月21日）
・ＪＫリフレ:警視庁、１８歳初補導　労基法違反容疑、経営者ら逮捕　／東京（1月22日）
・長崎・佐世保の高１同級生殺害:父殺人未遂で再逮捕　加害少女を送検（1月22日）
・北海道・南幌の家族殺害:祖母・母刺殺、少女を医療少年院送致　札幌家裁「２人の虐待が影響」（1月22日）
・ニュース解説:性犯罪の罰則、進む議論　識者に聞く（1月29日）
・Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ:＜ニュース解説＞性犯罪の罰則、進む議論（1月29日）

＊産経新聞

・ネグレクトに耐え、手にした「宝物」　身勝手な父…死の間際、家族の縁感じる「別れの夢」（1月2日）
・母との生活…放置、束縛、そして葛藤「人生に卑下するところない」（1月3日）
・１９県市の児相、警官・ＯＢ配置せず　厚労省通知から２年半、岡山、奈良など（1月3日）
・隠し続けた兄の存在…「最期をみとる」覚悟を持てた心の変化（1月4日）
・「生きづらい」世の中を変えよう　「どんなふうに」　これからも考え続ける(1月7日)
・「狭い世界…許す以外なかった」　２０年前の光景　今もフラッシュバック（1月11日）
・「１０代少女と遊びたいなら長野。捕まらないから」建前論では性被害食い止められぬ…“淫行処罰規定”なし、長野県が上げた重い腰（1月12日）
・母という「他人」…原罪意識と自傷行為「私の代で絶たなきゃ」（１月12日）
・全国唯一、青少年健全育成条例ない長野　２５・２６年の淫行被害１６件１９人（1月14日）
・校長がいじめ問題に関わるのは「人が死んだとき」　被害保護者に衝撃発言　守口市教委が厳重注意（1月16日）
・佐世保高１殺害事件、刑事処分相当で家裁送致へ　責任能力問題なし　長崎地検(1月16日)
・「殺すつもりだった」父親殺害未遂容疑で１６歳少女再逮捕へ（1月17日）
・「親から虐待」半数超　里子・養護施設の子供４万８千人　厚労省調査（1月17日）
・母と向き合う…「小さい頃の私が報われるように」（1月17日）
・佐世保「高１女子生徒」殺害事件の弁護人「再逮捕なら勾留請求却下を」（1月19日）
・1月23日より、LGBTが自分らしく暮らせる社会の実現を目指し「WE BELIEVE IN LOVEキャンペーン -LGBT支援宣言-」いよいよ開始（1月23日）
・生徒の頬を平手でたたく　体罰で中学教諭戒告　宮崎県教委
・大韓航空「ナッツ・リターン事件」で注目される「アンガー・マネジメント＝怒りの制御」　適切に怒るためにはどうするか
・小学校の男性講師、男児８人にセクハラ　堺市教委が懲戒免職処分（1月24日）
・スマホ利用のルール決めよう　南あわじ市など小中学生に６カ条　兵庫（1月30日）
＊読売新聞

・（１１）不登校の子　受け皿増える（1月1日）
・ネット利用で三つのルール…深谷市教委（1月1日）
・長男暴行で父を一転起訴…次女傷害容疑事件受け（1月8日）
・虐待通報８割夜間集中…警察と児相の連携強化へ（1月9日）
・「お前が踊れんとが悪かろがー」…女子生徒自殺（1月15日）
・（２）はじめに子どもありき…１５年目の転機（1月16日）
・「ヘイトスピーチ、許さない。」ポスターで訴え（1月17日）
・（４）院内学級、先生は道化師「笑顔取り戻して」（1月21日）
・母と祖母殺害少女「虐待動機に」…医療少年院へ（1月21日）
・親から虐待…子どもシェルター次々開設（1月21日）
・心に傷　学校へ行けない（1月23日）
・安易なネット利用危険（1月25日）
・親同士悩み共有　孤立防ぐ（1月26日）
＊日本経済新聞

・子どもは社会の宝　少子化対策、意識改革がカギ （1月1日）
・児童養護施設の子供、59.5％が親などから虐待　厚労省調査 (1月16日)
・働きやすい保育の職場に（1月19日）
・父子家庭のパパは最後の最後までＳＯＳを出さない（1月22日）
・「いじめ防げ」小中学生がサミット　全国から150人参加（1月24日）
・体罰で処分の教員、最多3953人　文科省の13年度公立校調査 （1月31日）
フォームの終わり

＊共同通信

・中高生の７割強 ネットでトラブル　１４年本紙スマホ・携帯利用調査（1月9日）
＊Wedge

・「子どもの貧困」を 社会的投資の観点から考える（1月18日）
＊サンデー毎日

・SUNDAY LIBRARY:ＩＮＴＥＲＶＩＥＷ　東田直樹＜サンデー毎日 2014年1月25日号より＞

＊北海道新聞

・「彼女は被害者でもある」　南幌の刺殺事件、付添人弁護士ら指摘（1月21日）
＊沖縄タイムス

・社説[教師のいじめ]人権意識が欠けている（1月23日）
＊厚生労働省

・平成26年(2014)人口動態統計の年間推計（1月1日）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suikei14/index.html
・児童養護施設入所児童等調査（1月16日）
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/69-19.html
・児童養護施設入所児童等調査の結果（平成25年2月1日現在）（1月16日）

厚生労働省が行った「児童養護施設入所児童等調査」の結果。
この調査は、児童福祉法に基づいて、里親等に委託されている児童、児童養護施設等に措置されている児童等の実態を明らかにして、要保護児童の福祉増進のための基礎資料を得ることを目的として、おおむね５年ごとに実施されている。（前回調査は平成20年2月1日に実施）。

　今回公表されたのは、平成25年2月1日時点について、全国の里親委託児童、児童養護施設の入所児童、情緒 障害児短期治療施設の入所児童、児童自立支援施設の入所児童、乳児院の入所児童、母子生活支援施設の児童及び保護者、ファミリーホーム委託児童並びに自立援助ホーム入居児童の全員を対象とした調査。

　調査の結果 、里親委託児童数は4,534人（前回3,611人）、児童養護施設入所児童数は29,979人（同31,593人）であり、このうち虐待を受けた経験のある児童の割合はそれぞれ31.1％（同31.5％）、59.5％（同53.4％）。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000071187.html
＊朝日新聞
・（弱さの強さ　成熟社会を生きる：２）妖怪と友だちと同調圧力　異質なもの、受け入れる心（1月6日）
　ゲラゲラポー　ゲラゲラポー♪

　おなじみの歌を口ずさみながら、客席の子どもたちが人さし指を立てて踊る。公開中の映画「妖怪ウォッチ」の一幕だ。東京・新宿の劇場にきた男の子たちは、友だちを妖怪に重ねていた。「お前は『女郎蜘蛛（じょろうぐも）』だよな」「『ねちがえる』に似てる子がいる」

　映画の主人公はさくらニュータウンに住む小学５年生、天野景太。彼は妖怪が見える腕時計「妖怪ウォッチ」を持っている。

　妖怪は身近なトラブルを引き起こす。「ドンヨリーヌ」は空気をどんよりさせて夫婦げんかの原因に。「バクロ婆（ばあ）」に憑（つ）かれた子は、景太がトイレの「大」に入った秘密を暴露してしまう。その妖怪たちと、景太は友だちになる。

　「忘れ物も何でも、妖怪のせいにして困る」と嘆く親も多い。けれど教育評論家の尾木ママこと尾木直樹さん（６８）は、ヒーローのようには強くない妖怪に好意的だ。「人間の弱さを妖怪として描いてる。身近で弱い、ありのままの妖怪。子どもたちは、ありのままを受け止めてほしいのよ」

　そう、妖怪は弱い。「ゲゲゲの鬼太郎」の主題歌は「朝は寝床でグーグーグー」。江戸期の鳥山石燕「画図百鬼夜行」（１７７６年）でも、３頭身の「ぬらりひょん」は「ゆるキャラ」すら連想させるユーモラスなたたずまいだ。

　民俗学者の柳田国男が「零落した神々の姿」と定義したほど情けない妖怪たち。文芸評論家の東雅夫さん（５６）は「人を取り巻く自然の不可思議を形象化したものが妖怪。だから人が出会っても、回避策や対処法があった。人と共存するのが本来の姿」と話す。

　　　　　＊

　だが高度経済成長期やバブル期には、別種の妖怪も現れた。「妖怪人間ベム」（１９６８～６９年）の妖怪は、とがった耳や牙が恐ろしい。漫画「うしおととら」（１９９０～９６年）では強大な超能力を持っていて、人間と対決する。

　それは「西洋の怪物に近い妖怪」だと東さんは考える。西洋は神と悪魔が対峙（たいじ）する一神教だ。絶対悪を定め、人間と容赦なく戦う、と。「経済成長や科学万能主義が背景にある。作者は批判を込めて描いているが、ひたすら強さを追求し、人間の力で自然が思い通りになるとする土壌があった」

　バブルは崩壊。東日本大震災では大堤防が津波にのまれ、人為的な想定の限界が露見した。いま、子どもたちは妖怪と友だちになることで「不可思議な自然に親しみを持ち、折り合いをつける感覚をよみがえらせている」と感じる。

　実はそもそも子どもには、「見えないもの」が見える力がある。

　「子どもが、誰もいないところに話しかけているのを見たことがあるでしょうか」。上越教育大の森口佑介准教授（発達心理学）は著書『おさなごころを科学する』（新曜社）で問いかけた。そこにいるのは実在しない「空想の友だち」。日本人の１０～１５％、欧米は半数の子が持つとも言われる。

　空想の友だちは物語世界を彩ってきた。「となりのトトロ」はサツキとメイの空想の友だち。「Ｅ．Ｔ．」は、スティーブン・スピルバーグ監督が子どもの頃の空想の友だち。妖怪の座敷童（わらし）も、昔から子どもの空想の友だち――。

　なぜ実在しない友だちをつくるのか。森口さんは「他者と交わる大事な訓練」と分析した。「親から離れ、自分の社会を持つときに生まれやすいようです」

　空想の友だちは、現実の友だちと遊ぶようになると消える。だが日本ではその前に「普通と違う」とやめさせることも多いという。

　　　　　＊

　同質性を重んじる国、日本。東日本大震災後の「自粛」のように空気を読む「同調圧力」が強い力を持つ。『友だち幻想』（ちくまプリマー新書）を書いた宮城教育大の菅野仁教授（社会学）は、学校でも異質性と折り合いを付けるのは課題だと言う。仲間と違うことが「うざい」「むかつく」につながり、いじめの原因になる。「田植えの時期に、一人だけ『オラやらない』と言ったら成り立たない農耕文化の名残でしょう」

　ただ「みんなと同じなら幸せ」という時代は終わった。少子高齢化が進み、右肩上がりは望めない。それでも良い大学から良い会社に、といった強固なモデルに幻想を抱く大人は多い。「同調圧力が限界まで高まって息苦しいから、子どもたちは妖怪との触れあいを喜ぶのかもしれない。多様性を受け入れる子どもたちから、大人が学ぶこともあると思います」

　（高津祐典）

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11536438.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11536438
・神奈川）仕事の選択肢増やそう　施設出身者の就職を支援（1月7日）
　児童養護施設の入所者や出身者の就職活動を支援するユニークな企業がある。横浜市中区の「フェアスタート」。施設出身者の就職の選択肢が限られていることに疑問を抱き、「もっと個性を生かせないか」と起業、多くの人材を企業に送り込んでいる。

　東京都港区にあるＩＴ関連企業のデータセンター。中島希望さん（２３）＝川崎市＝はいくつものパソコンと向き合う。仕事はサーバーの運用や保守管理。不具合が出たらメールや電話などで報告する。２４時間の交代制。夜勤だと夜９時過ぎから翌朝までの勤務だ。

　「神経がすり減る仕事ですが充実してる。心地よい疲れというんですかね」

　２０１２年１０月に入社、正社員の中島さんは端正な顔をほころばせた。

　中島さんは家庭の事情で小学生の時から児童養護施設で暮らし、横浜市内の高校まで進んだ。卒業する際に選んだのは建設関係の仕事。単純作業の繰り返しに意欲が持てず、半年ほどで辞めた。以来、アルバイトで生活費を稼ぐ日々を続けていた。

　そんな時、出身の施設を通じて連絡があった。「フェアスタートという会社の人に会ってみないか」

　同社社長の永岡鉄平さん（３３）と面談した。中島さんの仕事への考えを社長はじっくり聞いてくれた。「きちんとした仕事につき、もっと勉強したい」「スキルを身につけたい」。熱っぽく語る中島さんの話に永岡社長はうなずいた。フェアスタートが紹介する今の会社の採用試験を受け、内定を得た。

　「自分のことを初めて評価してくれる会社に出会えた。フェアスタートとかかわってよかったと思う」

　永岡社長がフェアスタートを起業したのは１１年８月。勤務していた就職情報会社での求人関係の営業経験を生かし独立した。児童養護施設や自立援助ホーム出身者を対象にしたのは、施設でのボランティア経験がきっかけという。

　県内の施設を訪問して、遊び相手になったり、施設職員と話したりしているうち、「うちの子たちは就職しても長続きしない」という施設側の悩みを聞いた。高校などを卒業後は、進学せずに社会人として自立を求められる施設出身者が多いなか、就職支援は施設側ではなく、基本的に学校側。実態として、販売や建設関係などの単純な労働や事務作業への就労が多い傾向があったという。

　「限られた選択肢しか示されず、その結果、すぐ辞めてフリーターではもったいない」と永岡社長。経験上、施設入所の若者にもパソコン好きや計算が得意という子どもたちが多くいた。求人のあった単純労働の仕事にすんなりつくのではなく、個性を生かしたマッチングをうまくできないか。起業はそんな考えからだった。

　現在、同社に依頼する施設は神奈川、東京など関東一円に５０カ所以上。求人企業もＩＴ系や不動産、商社、メーカーなど、常時４０～５０社を維持している。これまで３０人以上がフェアスタート経由で就職を決め、定着率も８割近いという。

　永岡社長は「ハローワークが担いきれていない領域を担っていければいい。（就職担当の）高校の先生たちと情報交換でつながりが生まれることも歓迎したい」と話している。（杉山高志）

http://digital.asahi.com/articles/ASGDT52WBGDTULOB00L.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASGDT52WBGDTULOB00L
・誰も少年を助けなかった　祖父母殺害し強盗、懲役１５年(1月8日)
　祖父母を殺害し金品を奪ったとして、強盗殺人などの罪に問われた少年（１８）が昨年暮れ、さいたま地裁で懲役１５年の判決を受けた。法廷で明らかにされたのは、少年の「無援の日々」だった。裁判長は問うた。大人は救いの手を差し伸べられなかったのですか。

　事件があったのは、昨年３月２６日正午ごろ。少年は埼玉県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E5%B7%9D%E5%8F%A3%E5%B8%82.html" \o "川口市のトピックスを開く" 川口市のアパートに暮らす祖父母の背中を包丁で刺すなどして殺害し、母親（４２）＝強盗罪などで服役中＝と共謀して現金約８万円やキャッシュカードなどを奪った――とされる。

　昨年１２月に６回開かれた裁判員裁判で、検察と弁護側の冒頭陳述や少年、母親の証言で明らかにされた事件までの経緯はこうだ。

　小学４年。

　生活が大きく変わった。別居を続けていた母親と父親が離婚。少年を引き取った母親は知人男性から金銭的な支援を受けるかたわら、ホストクラブ通いを続けた。１カ月帰宅しないこともあった。「捨てられたかと思った」。少年は弁護人から問われて答えた。

　５年生になると、母親が交際する別の男性と３人で静岡県内へ。学校に通ったのは２カ月間。その後、住民票を静岡に残したまま埼玉県内などを転々とし、自治体も居場所を把握できなくなった。

　金があるときはホテルに泊まり、ないときは公園で野宿をする生活。男性からは理由もわからないまま、暴行を受けた。「（母親は）様子を見て笑っていた」と少年は言った。

　中学校にも行かなかった。この間に１３歳年下の妹ができた。母親は少年に親戚に金を無心するよう強く求めるようになった。「中学で野球部に入って道具が必要なんだ」。少年は、うそを重ね、実父のおばから現金４００万～５００万円を借りた。

　男性が失踪すると、母親は少年への依存を強めた。

　１６歳だった少年は母親と２歳の妹を養うために塗装会社に就職し、会社の寮に家族で住み込んだ。ゲームセンターなどで浪費する母親からせがまれて給料の前借りを始めると、「（相手を）殺してでも金を持ってこい」と母親にたびたび言われるようになった。給料の全てが前借りの穴埋めに充てられるようになった。

　そして事件当日。

　「殺してでも金を持ってこい」。母親はこの日も自身の父母から金を借りてくるように迫った。１人で祖父母宅に行ったが、祖父に強い口調で断られた。「母親から言われた言葉を思い出した」。法廷で少年はそう振り返った。証人として出廷した母親は「殺害は指示していません」と言った。

　殺害以外に方法があったのではないか。

　検察側に問われた少年は「それ以外、考えられなかった」と言った。弁護人が「昔から母親の指示に従って生活しており、自ら考えて行動することができなかった」と言葉を継いだ。少年は母親と目を合わせようとしなかった。

　一番の味方であるはずの母親に追い詰められ、肉親から嫌がられながら借金を重ねた。少年の親族に裁判長は言った。「あなただけではないが、周りに大人がいて、誰かが少年を助けられなかったのですか」。少年の情状証人に立ったのは１０年以上前に別れた実父だった。

　懲役１５年――。

　判決を言い渡した裁判長は前を向く少年に「君のことを思う人と一緒に、社会に帰ってくるのを我々も待っていようと思う」と語りかけた。少年は「はい」と、小さな声で答えた。この日、判決を不服として東京高裁に控訴した。

　正月、少年に年賀状が１通届いた。事件の弁護人からだった。「年賀状をもらうのは小学校以来。うれしかった」。少年は差出人の弁護士に笑顔を見せたという。（高橋克典）

http://digital.asahi.com/articles/ASH16778VH16UTNB01F.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH16778VH16UTNB01F
・貧しくても中退させない　家庭訪問・食料手渡し、特命先生奮闘（1月8日）
　ご飯が十分食べられない。交通費がなくて学校に行けない――。子どもの貧困が進むなか、貧しさに苦しむ高校生たちに向き合い、何とか卒業させようと奮闘する先生がいる。貧困の連鎖を防ぐためにも、「中退させない」という特命を背負う。

　カレー、ご飯、そうめん、パスタ……。九州北部の高校の一室に置かれた段ボール箱にはレトルト食品が詰まっている。「ご飯が食べられない生徒に渡しているんです」。男性教諭によると食品は市民団体から寄贈された。生徒４人が食品を受け取っている。「教師に言えた生徒が４人だったということ。同じ状況の生徒はもっといると思います」

　教諭は、授業を持たない。仕事は中退の防止だ。経済的に苦しい家庭で暮らす生徒の生活環境を整えるのが重要な業務。保護者の生活保護申請に付き添うこともある。

　教諭は頻繁に教え子の自宅を訪れる。欠席が続いたり、学校に納めるお金が滞ったりした生徒の様子を見るためだ。

　この高校では今年度、生徒全員が担任と面談する特別週間を設けた。「ガスが止められて水風呂に入っている」。そんな深刻な話もあがってきた。

　昨年夏、ある生徒が欠席した。「ＬＩＮＥ（ライン）」で、友人に「交通費がなくて（学校に）行けない」との連絡があった。奨学金を受けている生徒なのに、なぜ――。教諭はすぐにわかった。「生活が苦しくて親が使ったのでしょう。そういう例は多いんです」。このケースでは、担任に状況を伝えて親とも話し合いを重ね、奨学金はきちんと生徒のために使われる形になったという。

　教諭の学校の昨年度の転学・退学者は２０人。年度によって上下はあるが、２倍近くいた２０１０年度からは減少傾向にある。「高校を中退して、いい就職先が見つからなければ貧困につながる。だから、絶対に卒業させたいんです」。教諭は力を込める。

　厚生労働省によると、２０１２年の１７歳以下の子どもの貧困率は過去最悪の１６・３％。貧困率は各世帯の可処分所得などを踏まえて算出するもので、データがある１９８５年以降、悪化が続いている。小中学生を対象に学用品や給食の費用を補助する就学援助も受給者が増えている。９５年度は約７７万人で全小中学生の約６％だったが、１２年度は約１５５万人（約１６％）だった。高校中退者の就労状況も厳しい実態が浮かぶ。東京都教育委員会が１２年、都立高の中退者の追跡調査をしたところ、回答した９８８人のうち４１１人（約４２％）が非正規就労だった。（山下知子）

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11541328.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11541328
・格差社会で育った子どもたち　上と下、２人の人生（1月13日）
　格差社会には、上と下がある。ふたつの世界で育った子どもは、何がどう違うのだろう。お金、教育、考え方……。同じ東京に住みながら、互いの存在をほとんど知らない。専門家がふたつの世界の「分断が進んでいる」と警鐘を鳴らすなか、もうひとつの世界に足を踏み入れた、２人の大学生に会った。

■「日本の貧困、知らなかった」ユミさんの場合

　「貧困は、海外の話だと思ってました。日本にもあるって知らなかった」。慶応大４年のユミさん（２３）は言う。父は大学の教員で、母は小中学校の教師。東京都

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/世田谷区.html" \o "世田谷区のトピックスを開く" 世田谷区の一軒家で育った。小学校は区立に通い、中高は都内で名の知れた私立の一貫校に進んだ。

　小学生の頃、近所の団地に住む子の家に遊びに行った。「うちより狭いな」と思った。団地より一軒家の方が「ランクが上」らしい。そもそも世田谷は、お金持ちが多いみたい。大きくなるにつれて、なんとなく理解していった。ただ、それ以上、何かを考えることはなかった。

　大学１年と２年の冬、フィリピンの貧困地域を訪ねるツアーに参加した。小学生の時に母から教わったユニセフの活動に興味があった。「貧困の子どもたちを助けたい」と、あの時は純粋に思っていた。でも「かわいそうな子を助ける」という「上から目線」だったなと、今は思う。

　人を助けるだけでは、彼らの生活は変わらない。変えるべきなのは、社会の仕組み。現地で暮らす子に会い、話し、初めて気付いた。そして、「日本にもこういう子がいるんじゃない？」と、疑問が湧いた。帰国後、検索サイトに「低所得　ボランティア」と打ち込み、調べ始めた。

　ちょうど同じ頃、母の勤務先が、貧困家庭が多い地域の小学校に変わった。低所得家庭には、学力が低い子が多いこと。風呂に毎日入れない子がいること。「やっぱり日本にも貧困はあるんだ」。同じ東京でも、地域が違えば世界が違うと、母の話で実感した。

　自分とまるで違う環境で育った子がいる。そう理解した時、ユミさんは、「見たい」ではなく「解決したい」と思った。

　すぐに、貧困家庭の子どもに勉強を教えるボランティアを始めた。都内で低所得家庭の中学生向けに開かれている無料学習教室だ。

　なぜ、近くにある貧困に気付かなかったのか。ユミさんは答える。「自分の周りは似た環境の子が多くて、貧困の子はいなかった」。友人の多くは今も、身近な貧困を知らない。

■母からの虐待、施設を経て…孝典さんの場合

　「僕たちは、すごく狭い世界にいた。今になって、よくわかります」。東洋大２年の久波（くば）孝典さん（２１）は言う。

　幼い頃、両親は互いに暴力をふるっていた。小２の時、父はマンションから飛び降りた。母は働かず、久波さんへの態度は、激しさを増す。何時までにドリルを終わらせないと食事抜き。できるわけのない課題を出され、できないと殴られ、首を絞められ、下着姿で家から出される。家出を繰り返すようになった。

　小５の冬、母はビニールテープで輪を作り、天井からつるして言った。「死ねよ」。死んでもいいかと、ぶら下がった。気が付いたら、テープは切れていた。

　それからすぐ、小平市の児童養護施設「二葉むさしが丘学園」に入った。天国だと思った。だって、自由に遊べる。ご飯も出る。

　「俺ら税金で暮らしてるからなあ」。自分や施設の他の子が時々口にした言葉だ。学校の同級生を見て、普通は両親がいて、欲しい物をねだると買ってもらえるらしい、と知った。うらやましくはなかった。

　できるわけがないから、最初から望むこともない。目の前にあるものを受け取るだけ。他の世界を知ろうとも思わない。受け身の姿勢が、自分と周りの子には共通していたように思う。「大学に行きたい」と言いつつ、何もしないまま高校を卒業し、１８歳で施設を出た。

　施設出身者を支援する「自立援助ホーム」に移って１年。コンビニのバイトで月収１０万円の生活の中、知人から、あるコンテストを見に行こうと誘われた。「私はこんな夢に取り組んでいる」と発表し、魅力を競うというもの。新しい乗り物の開発、途上国の支援……。壇上の人々は、目を輝かせて熱く語っていた。

　ふと「自分に足りないのは、これだ」と感じた。この人たちは「できるわけない」なんて考えていない。「できる」と信じている。

　自分にも「できる」ことを探そうと、大学に行くことを決めた。働きながら通える夜間の学部に合格。施設出身者が受けられる給付型の奨学金を三つ受け、巣鴨で１人で暮らす。

　久波さんは、お金の心配なく大学で学ぶ今を「恵まれている」と言う。友人の多くは、今も「恵まれない」まま。「恵まれた」世界を知らないまま。その差はなんだったのか。「運です」。短い答えだった。（原田朱美）

■６人に１人の子どもが貧困

　日本の子どもの貧困率（１７歳以下）は、上がり続けている。

　厚生労働省の調査では、２０１２年の子どもの貧困率は１６・３％で、６人に１人。ひとり親世帯に限ると２人に１人だ。

　子どもの教育格差の解消に取り組む公益社団法人「チャンス・フォー・チルドレン」（本部・兵庫県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/西宮市.html" \o "西宮市のトピックスを開く" 西宮市　http://cfc.or.jp/）の今井悠介代表（２８）は「多くの人は『本当に６人に１人もいるのか』と実感を持てずにいる。子どもの貧困は見えにくい」と語る。

　「百円均一」店や低価格ファッションがあるため、外見では経済的な差がわかりにくい。今井さんは「貧困層と富裕層で住む地域やコミュニティの分断が進んでいて、違う境遇の子に出会う機会が減っている。特に都市部は格差が大きいと感じる。東京は、地域ごとに貧困家庭と裕福な家庭が分かれて集中している印象だ」と指摘する。

　貧困によって、子どもたちは、進学など多くの人には当たり前にある機会を奪われている。

　ただ、時代によって多くの人にとって「当たり前にあるべきもの」は変わる。例えば、第２次世界大戦時は、多くの人が衣食住に困った。しかし今は、塾に通うのが当たり前で、都内の大学進学率は７割にもなる。その中で、自分の努力ではどうしようもない理由で進学や夢をあきらめるのは、子どもにとって精神的なストレスが大きい。

　国立社会保障・人口問題研究所の阿部彩・社会保障応用分析研究部長らのチームは、２００８年、市民１８００人を対象に「現在の日本社会ですべての子どもに与えられるべきもの」に関する意識調査を実施した。

　半数以上が「全ての子どもに絶対に与えられるべきである」と答えた項目は、全２６項目のうち「朝ご飯」「医者に行く」「手作りの夕食」など８項目のみ。このほかは、半数以下だった。例えば、「短大・大学までの教育」４２・８％、「誕生日のお祝い」３５・８％、「子ども用の勉強机」２１・４％、「親が必要と思った場合塾に行く」１３・７％など。

　１９９９年の英国の同様の調査では、「趣味やレジャー活動（９０％）」「おもちゃ（８４％）」といった教育に直接結びつかない項目でも、「必要である」との回答が多い。

http://digital.asahi.com/articles/ASGDY1R41GDYUTIL00B.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASGDY1R41GDYUTIL00B
・（子どもたちの世界：９）性別を変えた元少女　男の子になれてよかった（1月13日）
　ずっと苦しかった。だから、思い切って家族に悩みを打ち明けることにした。昨年のある日、ブエノスアイレスに住む１０歳の少女は母親と姉に話しかけた。

　「コウノトリが間違ったんだと思う。自分は女の子じゃない。男の子だよ」

　後日、同じ内容の言葉をまた口にしたとき、呼んでほしい新しい名前まで考えていた。男性に使う「マウロ」という名だった。

　生まれた体は女でも、心は男。心と体の性別が一致しないトランスジェンダーだ。昨年１０月、両親に付き添われ、役所で出生登録の内容を正式に変更した。「女」だった性別は「男」へ。名前は、望み通り「マウロ」と登録された。

　「長い髪もスカートも大嫌い。自分には似合わない」とマウロ君は言う。背中の中ほどもあった髪はスポーツ刈りに。短パンとＴシャツで登校し、日が暮れるまでサッカーに夢中だ。

　■手術しなくても自覚のみで変更

　アルゼンチンでは２０１２年、少数者の権利保護に手厚い中道左派政権のもと、性別適合手術や裁判手続きを経ずに、本人の自覚のみに基づいて性別を変更できる法律が施行された。

　日本では「２０歳以上で性別適合手術を受けている」などの条件がある。アルゼンチンでは世界でも珍しく、未成年でも親の同意と弁護士の立ち会いがあれば、性別を変えられる。

　この法律で性別を変更した子どもはマウロ君が２人目。１３年には６歳の男の子が女の子に性別を変えた。

　マウロ君は「今は解放されて気分がいい」。身分証明書の写真は、以前はピンクの服を着て無表情だったが、今はバットマンが描かれた緑色の服で笑顔があふれる。

　母のバルバラさん（４６）も、２、３歳の頃から少し様子が違うことに気付いていた。髪をとかすのもスカートも嫌い。赤ちゃんの人形の頭を取って、ボール代わりにして遊んでいた。

　「マウロの告白を聞いて、すべてを受け入れようと決めた。息子が幸せに生きられるように応援していく」と力を込める。２１歳と１９歳の姉２人も、「大切な弟」とかわいがる。

　事情を理解した学校は、経緯を説明する手紙を保護者に配布。クラスメートからの嫌がらせはなかった。

　だが、父は性別変更に同意こそしたものの、現実を受け入れられずに冷たくあたることがある。父方の祖母は「おかしい」「病院で診てもらえ」と繰り返し、家に来なくなった。

　トランスジェンダーの人たちでつくる市民グループ「ＲＩＴＴＡ」の中心メンバー、カリム・アドリアン・ソリアさん（４９）はマウロ君が初めて来た時の言葉を忘れない。「僕、１人じゃないんだ」と、ほっとした表情を浮かべたという。

　カリムさんも、１２年に女から男に性別を変えた。自分が男と気づいたのは、４歳の時だった。「幼い時期に自分の性別に気付く例は多い。トランスジェンダーは周囲に理解されず、自分を偽ったり、家や社会から追い出されたりしてきた」

　■補助金の新設や病院整備を議論

　体の特徴を心と同じ性別に近づけようと、無理な手術で命を危険にさらす例もある。差別で仕事を得られず、路上生活者になる人もいる。アルゼンチンでは、専門病院の整備や補助金の新設も議論されている。カリムさんは「差別は根強いが、社会が変わる扉は少しずつ開きつつある」。

　バルバラさんは、マウロ君が思春期に「女性」としての体の成長に悩まないかも心配だ。「どうか自分らしく生きていってほしい」

　でも、マウロ君が夢を語る表情は明るい。「サッカー選手として活躍したい。一流のシェフにもなってみたいな」。いたずらっぽく笑う息子をバルバラさんが力いっぱい抱きしめた。（ブエノスアイレス＝田村剛）

　■マウロ君

　＜Ｑ１　将来の夢は何？＞

　サッカー選手。フォワードとして活躍するんだ。シェフもいいな

　＜Ｑ２　５年後の２０２０年には何をしていたい？＞

　中学生になっている。だけど、特に算数の勉強は嫌い。体育は大好き

　＜Ｑ３　今ほしいものは何？＞

　新しいサッカーボール。ゲーム機の「プレイステーション」も

　■理解広がっている流れ、大切に　サンパウロ支局長・田村剛

　タマネギ畑が広がる北海道

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E5%8C%97%E8%A6%8B%E5%B8%82.html" \o "北見市のトピックスを開く" 北見市で過ごした小学生時代。性別に疑問を持ったり、悩んだりする人がいるなんて夢にも思わなかった。元気のいい女子は「オトコ女」、おとなしい男子は「オカマ」。教室ではそんな差別的な言葉も聞かれた。恥ずかしながら今になって、誰かを深く傷つけていたかもしれないと思う。マウロ君のような人たちへの理解が広がってきた最近の流れを大切にしたい。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11547821.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11547821
・虐待被害児、聴取を一度だけに　神奈川のＮＰＯが面接室（1月14日）
　虐待を受けたうえ、児童相談所（児相）や警察、検察からバラバラに話を聞かれて心の傷を深める子どもがいる。聞き取り調査が一度で済むようにできないか――。そんな思いから米国の方式を採り入れた「子どもの権利擁護センターかながわ」が２月上旬、神奈川県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E4%BC%8A%E5%8B%A2%E5%8E%9F%E5%B8%82.html" \o "伊勢原市のトピックスを開く" 伊勢原市にできる。
　ＮＰＯ法人「子ども虐待ネグレクト防止ネットワーク」（事務局・伊勢原市）が小田急伊勢原駅南口近くのビル１階につくる。面接室のほか、面接の様子を観察できるモニタールーム、子どもの診察室を設置。診察室は、できるだけ子どもの負担なく性被害の有無などを検査できる機能を備える。待合室にはカーペットを敷いて遊べるスペースを設け、面接室にも人形を並べるなど子どもの緊張を和らげる工夫や配慮をする。

　「子どもに優しい環境づくりという意味で、これだけの施設は全国的に例がないと思う」と同ネットワーク理事長で医師の山田不二子さんは言う。

　開業する伊勢原市の病院に治療に来ていた母親が数年後に転居先で自分の赤ちゃんを死なせた事件がきっかけで、山田さんは１９９８年に同ネットワークを設立。子どもに関わる相談を電話で受け付けるほか、自治体の虐待防止の取り組みにも関与し、「虐待を防ぐには社会全体が取り組むべきだ」と発言し続けてきた。

　その中で、子どもが児相、警察、検察から繰り返し聞き取りを受け、大きな負担になっていることを実感した。特に性虐待の子どもは何度も聴取されて被害を「再体験」し、深いトラウマを抱える。しかも子どもは相手次第で話を変える傾向がある。

　そこで目を向けたのが、米国などが８０年代から導入している司法面接制度だ。専門訓練を受けた面接者が子どもから話を聞き、別室の児相、警察、検察の関係者がモニターテレビで確認する。子どもの負担が一度で済み、証言も変わらない。このシステムを根付かせようと、同ネットワークは研修会を各地で開催。講義や模擬面接で効果的な面接の仕方を伝えてきた。

　山田さんによると、訓練を積んだ面接者が子どもから確かな話を聞き出す技法の有効性を児相や警察、検察も認め、実際にこうした技法を利用し始めている。

　面接者への子どもの証言は警察や検察にとって「伝聞」となり、日本の刑事裁判では原則、証拠とされない。そこで、しゃべろうとしない子どもの聞き取りを検察から頼まれてネットワークが「出前面接」し、終了後に検察官が子どもに短時間残ってもらい、確認の質問をして調書づくりに役立てることもあるという。

　２月７日に新設されるセンターでは、警察や検察がモニタールームに据え付けた電話で、面接者に追加の質問を頼めるようにする。

　「事件性を早く見極める意味でも捜査側は積極的に加わってほしい。一日も早く司法面接が制度化されるよう一石を投じたい」と山田さん。センターの維持運営のため寄付を呼びかけている。問い合わせは同ネットワーク（０４６３・９０・２７１５）。（小北清人）

■司法面接制度、日弁連「必要性強い」

　虐待や犯罪被害を受けた子どもへの聞き取り調査をめぐっては、日本弁護士連合会が２０１１年８月、法務省や警察庁などに司法面接制度の導入を求める意見書を出している。誘導・暗示に陥りやすい特性に配慮し、訓練を受けた人が面接する▽関係機関が別室で見守るなかで原則１回限り面接する▽全過程を録画する、といった内容だ。

　日弁連子どもの権利委員会委員の一場順子弁護士は「児相、警察、検察、裁判所で同じ話を聞かれ、話すたびに子どもは精神的な傷が深くなる恐れがある」と指摘する。司法面接制度は米英や韓国などで導入されており、「必要性を強く感じる」という。

　一方、ある警察関係者は「司法面接をやりたい思いは分かるが、証言を証拠上どうするかが決まっていない。子どもの負担軽減や心を開きにくい子への対応には配慮している」と話す。

　法務省幹部も「制度化には様々なハードルがあり、検討予定はない」。この幹部によると、証言内容と捜査で浮かんだ事実関係にずれが生じると一度の聞き取りでは立証が難しい。裁判で被告の弁護人が子どもへの尋問を求める可能性も高いという。ただ、二次被害防止の必要性は認めており、「この制度の手法を運用面で採り入れることは十分できる」と話す。

http://digital.asahi.com/articles/ASGDS5DJWGDSULOB00Z.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASGDS5DJWGDSULOB00Z
・報告書WEB公開：東日本大震災の知られざる被害　～災害・復興時、女性と子どもへの暴力～（1月14日）
（PR TIMES） - リリース発行企業：オックスファム・ジャパン

加害者は「信頼していた人」

オックスファム・ジャパンの支援で、2013年12月に東日本大震災女性支援ネットワークが発表した「東日本大震災　災害・復興時における女性と子どもへの暴力」を2015年1月に改訂し、この度オックスファム・ジャパンのWEBサイトで公開されました(http://oxfam.jp/gbvreport.pdf)。

NHK Eテレで1月15日に「明らかになったDV被害 ─東日本大震災後の女性たち─」(1/15 20:00～)が放映される折、ぜひ本報告書をご覧ください。
*番組紹介ページ　http://www.nhk.or.jp/heart-net/tv/calendar/2015-01/15.html

本調査は「東日本大震災に関連して発生したと思われる女性と子どもへの暴力」に関するものです。女性に対する暴力問題に取り組んできた国内外の研究者が手がけたものです。調査は2011年10月から2012年12月までの間に行われ、有効回答82を得ました。被害と加害が報告されたのは岩手県、宮城県、福島県に加えて、被災した女性が避難した先も含まれました。女性や女児だけでなく男児からも被害が報告されました。DV（夫・交際相手による暴力）の場合、加害者のほとんどは夫や元夫ですが、DV以外の性暴力は、加害者が避難所住人やリーダー、ボランティアということも。暴力がふるわれた場所は、自宅や避難所という回答が多く、避難所で起きた強姦未遂の事例も報告されています。

1995年の阪神・淡路大震災直後にも、避難所や仮設住宅で女性や子どもへの性暴力がありました。震災から1年経った頃、被害体験を語ったある女性に、別の女性が「警察に訴えたの？」と尋ねたると被害者は「そこでしか生きていけない時に、誰にそれを語れと言うのですか？」と答えたそうです。20年前と何が変わって何が変わっていないのか。被害を少しでも減らすため、まずは実態を知るため、本報告書をお読みください。

記
1. 報告書名：「東日本大震災　災害・復興時における女性と子どもへの暴力」(2013年12月発行、2015年1月改訂)
2. 執筆：東日本大震災女性支援ネットワーク　調査チーム
3. 協力：特定非営利活動法人　オックスファム・ジャパン
4. ダウンロードURL
http://oxfam.jp/gbvreport.pdf
5. オックスファムの東日本大震災の取り組み及び各種報告書の紹介
http://oxfam.jp/whatwedo/area/Japan/
http://www.asahi.com/and_M/information/pressrelease/CPRT20150848.html
・叩かない子育ての浸透度は？しつけで叩くことが必用と不要がほぼ拮抗-miku読者アンケート（1月15日）
ニュース　プレスリリース） - 株式会社ブライト・ウェイ（本社東京　代表取締役 高祖 智明）が発行する育児情報誌mikuでは、子育て家族の意識や生活状況を知るために毎号さまざまな視点でアンケ－トを実施しています。
児童虐待の多くは、子どもの頃に叩かれた経験がある親によって引き起こされているとのデータもあります。2014年秋号では、子どものしつけ、叩くことについてについて尋ねてみました。

■結果のポイント
●約6割が自分の子を叩いた経験有り。
●叩いた理由は、しつけよりも自分の感情が抑えられずカッとなってが6割以上。
●4人に3人は自分も子どもの頃に叩かれた経験がある。
●しつけのためには叩く事も必用と不要がほぼ拮抗して、不要が僅かに上まわる51.1％

回答者プロフィール 
集計総数 1394人 男女比 75:925（男性104人　女性1290人）中心年齢 30代前半 
集計期間　2014年 9月25日～ 2014年 12月5日

■育児情報誌「miku」　季刊（3.6.9.12月発行）
全国約2600箇所以上の小児科・産科医院、保育園・託児施設などにラックを設置して無料配布
発行部数：13万部　 
WEBサイト　http://www.kosodate.co.jp/miku/

アンケート結果

●あなたはお子さんを叩くことがありますか？
1位 叩いたことはあるが、今までで１～２度程度…………………………42.2%
2位 叩いたことはない…………………………………………………………38.5%
3位 週に何度かは叩いている…………………………………………………16.8%
4位 止められなくなるほど、叩いたことがある…………………………… 2.6%

●叩いたことがある方、叩くのはなぜですか？
1位 自分自身がカッとして、思わず叩いてしまう…………………………64.9%
2位 自分は冷静だが、しつけるために叩いている…………………………19.3%
　　その他（危ないことをした、噛まれたなど）…………………………15.7%

●叩くことは体罰であると思いますか？
1位 回数を多く叩いたり、毎日叩いている場合は体罰である……………32.6%
2位 回数や叩く場所によらず、体罰である…………………………………24.4%
3位 お尻を１～２回程度叩くのは、体罰ではない…………………………23.6%
4位 手を１～２回程度叩くのは、体罰ではない……………………………15.9%
5位 頭を１～２回程度叩くのは、体罰ではない…………………………… 3.5%

●叩く以外で、以下のようなことをしつけのために行ったことがありますか？
1位 大声で叱る…………………………………………………………………51.1%
2位 外やベランダに出す……………………………………………………… 7.2%
3位 押し入れやトイレなど、１室に閉じこめる…………………………… 3.4%
4位 子どもを否定する言葉を浴びせる……………………………………… 2.0%
　　（「産まなきゃよかった」「うちの子じゃない」など）
5位 子どもだけを置いて、外出する………………………………………… 0.6%
6位 食事を１食抜く…………………………………………………………… 0.5%
　　その他（返事をしない、つねる、しっかり話すなど）………………35.2%

●あなた自身は、親から叩かれたことがありますか？
1位 時々叩かれた………………………………………………………………40.9%
2位 叩かれたが１～２回………………………………………………………29.8%
3位 叩かれた記憶はない………………………………………………………24.2%
4位 日常的に叩かれていた…………………………………………………… 5.1%

●あなた自身は、叩かれたことをどう思っていますか？（複数選択）
1位 悪い行動をしたので仕方ない……………………………………………53.3%
2位 叩かれるのは、怖かった…………………………………………………27.3%
3位 叩かれないように振る舞った……………………………………………13.1%
4位 そのたびに、受け入れられて（愛されて）いない気がした………… 5.7%
5位 自分は叩かれても仕方ない子であった………………………………… 4.0%
6位 どうせ叩かれるので、特に気にしない………………………………… 1.8%
　　その他（ショック、愛情だと思った、腹が立ったなど）……………19.4%

●しつけのために叩くことは必要と思いますか？
1位 不要…………………………………………………………………………51.1%
2位 必要…………………………………………………………………………48.9%

●叩かないでしつけることについて、どう思いますか？（複数選択）
1位 叩いてその場は一旦収まっても、また同じことの繰り返しになる…42.4%
2位 しつけるためには、叩くことも必要……………………………………34.7%
3位 叩かないでしつける方法がわからない…………………………………10.3%
4位 叩かないしつけは子どもへの育児放棄、愛情が不足している……… 1.7%
　　その他（叩かないでしつけられるならそれが良い　など）…………22.0%


回答者プロフィール 
集計総数 1394人 男女比 75:925（男性104人　女性1290人）中心年齢 30代前半 
集計期間　2014年 9月25日～ 2014年 12月5日

http://www.asahi.com/and_M/information/pressrelease/Cdpress000105871.html
・保育士が女児に激しい暴行　韓国、児童虐待が社会問題に（1月16日）
　韓国・仁川市内にある保育園で、保育士が４歳の女児に激しい暴行を加える映像が報道され、「ひどい児童虐待」と社会に衝撃を与えている。警察が保育士の身柄を確保して捜査に乗り出し、保健福祉省も保育士の資格基準の強化など、児童への暴力根絶に向けた対応に追われている。

　同省によると女児が８日の昼食でキムチを残し、女性の保育士が食べさせようとしたが、女児が吐き出した。すると、保育士が平手で女児の頭をたたいた。報道された監視カメラの映像を見ると、女児はたたかれた勢いで体が飛ばされるように倒れ込み、しばらく立ち上がれないほどの激しさだった。

　その様子を他の児童らも見ており、保健福祉省は被害にあった女児や、他の児童らに心理治療をほどこす予定だ。

　事件の発覚後、同園に子供を通わせている保護者らから抗議が殺到。園は事実上、閉鎖状態に追い込まれているが、同省は園の運営停止や閉鎖を含めた行政処分を検討している。

　韓国メディアは事件を大きく取り上げ、児童虐待が社会問題としてクローズアップされている。政府の統計によると、全国で３～５歳児への虐待は２００１年の２８４件から、１３年には９３１件に増えている。

　保健福祉省は１４日、優秀な保育士を確保するために養成体系や資格基準を強化する方針を発表。監視カメラの設置義務化も積極的に検討するとしている。（ソウル＝貝瀬秋彦）

http://digital.asahi.com/articles/ASH1H53PGH1HUHBI014.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH1H53PGH1HUHBI014
・児童養護施設の子、６割が親からの虐待経験　厚労省調査（1月17日）
　親と離れて児童養護施設で暮らす子どもの５９・５％が父母らから虐待を受けた経験がある。そんな実態が厚生労働省が１６日に公表した施設入所児童らの調査（２０１３年）でわかった。調査は５年ごとに実施しているが、虐待経験のある子の割合は前回調査（０８年）から約６ポイント増えた。

　１３年２月時点で、施設や里親らの元で暮らす２０歳未満の児童の状況を調べた。全体の児童数は４万７７７６人で前回調査（４万８１５４人）とほぼ横ばいだった。児童養護施設には２万９９７９人がいて、このうち１万７８５０人が育児放棄や暴力などの虐待を受けた経験があった。里親委託の児童では４５３４人のうち３１・１％に虐待経験があった。虐待経験を問う質問は前回から始め、今回が２回目となる。

　直接の入所理由としても、父母らからの虐待が児童養護施設で３７・９％に達した。前回調査の３３・１％から大幅に増え、過去最高となった。里親委託では３７・４％（前回３６・７％）だった。児童虐待の相談対応件数は１３年度まで２３年連続で過去最高を更新しており、厚労省は虐待そのものの増加が背景にあるとみる。

　また児童養護施設で暮らす児童のうち、身体、精神などの障害がある子の割合は２８・５％で過去最高になった。厚労省の担当者は「広汎（こうはん）性発達障害など発達障害の認識が広がり、親などが養育が難しいと感じて児相に相談するケースが増えている」としている。

　児童養護施設の中学３年生以上で、大学・短大へ進学を希望する子どもの割合は前回より１・３ポイント上昇して２７・０％。ただ厚労省の別の調査では、児童養護施設の子どもの実際の大学・短大進学率は１３年春で１２・３％にとどまっている。（畑山敦子）

http://digital.asahi.com/articles/ASH1J5FXLH1JUTFL00G.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH1J5FXLH1JUTFL00G
・女子高生という価値の喪失後に　夜のオネエサンの受験論（1月17日）
■元日経新聞記者・元ＡＶ女優・文筆家　鈴木涼美さん

　受験生のみなさん、センター試験１日目お疲れ様でした。もう１０年以上も前ですが、私もセンター試験を受験しました。試験の朝、久しぶりに会った高校の親友マドカ（仮名）に「その服、ださっ」と言われたこと覚えています。半年間、なりふり構わず勉強していたから。２人とも慶応大学を目指していて、試験会場はたまたま慶大三田キャンパスでした。私は受かって、マドカは落ちました。

　高校時代はいわるゆるギャルでした。放課後は渋谷でギャル仲間とクラブやカラオケ店に入り浸り、ハンバーガー店やギャル専門のショッピングビル「１０９」にたむろす。茶髪に白メッシュ、制服はミニスカート、胸のボタンをひとつ多めに開けたワイシャツ、スーパールーズソックスが基本形。今の「ＪＫビジネス」に象徴されるように、当時も女子高校生というだけで価値があった時代でした。マスコミにもよく取り上げられて、女子高生すなわち「世相の発信者」という万能感に包まれていました。

■「女子高生」後に焦燥感

　中学時代はもさかったんですが、雑誌「メンズエッグ」に出ているようなチャラ男と付き合いたくて高校デビュー。１、２年生の時は遊んでばかりでした。成績は学年３００人のなかで「中の中」くらいでした。

　高３になって卒業後を考えました。もうすぐこの日常は終わってしまう。女子高校生という価値が失われた自分に何が残るのか。

　女はしたたかです。刹那（せつな）的な楽しみを重視するギャルであっても、卒業後は勝っていたい。１０９のショップ店員になりたいと思いましたが、立ち仕事に耐えられる自信がない。イベントサークルのリーダーなどといったギャルとしてのフロントランナーを全うできるほどの自信もない。必然的に女子大生という新たな価値に向かいました。全然勉強してなかったのに、難関大学にさらっと合格しちゃう。勝ちですよね。高３の夏、仲間には「鈴木は死んだ」ことにし、私の受験勉強は幕を開けました。

■孤独に愚直に丸暗記

　落ちこぼれが東大を目指す漫画「ドラゴン桜」のような特殊な学習法をしたわけではありません。愚直に教科書を丸暗記し、愚直に問題集を解きました。

　孤独でした。予備校は１、２年から通っている子たちのコミュニティーができあがってて。彼女らを横目で見ながら「君たちが勉強していた２年間、私はクラブでナンパされたり、パラパラを６０曲踊れるようになったりした。その代わり、君たちがきゃぴきゃぴしているこの昼休み、私は独り勉強をします」とパンを持って自習室に向かいました。茶髪がどんどんプリン頭になっていったけど、黒髪が伸びた分、成績も伸びました。

■女子大生で夜のオネエサンに

　何校か受験しましたが、第一志望の慶応大学に合格しました。受験が終わった２月下旬、マドカから電話がありました。たわいのない男友達の話をしていたとき「ところで私、慶応落ちたよ」と。マドカは私が連絡しづらいことを察していたんだと思います。マドカは結局、早稲田大学に進学して、今はカンボジアで国連関係の仕事をしています。

　女って付き合う男によって人生にドライブがかかるところがありますが、マドカはギャル時代、彼氏は外国人ばっかりでした。いま、国際的な仕事をしていることもうなずけます。

　それで受かった私の方は、女子高生から女子大生へのパラダイムチェンジ（価値の転換）を遂げた後どうなったか。結局、あの万能感が忘れられなかったというか、今度は夜の世界に吸い寄せられたというか。付き合っていたホストに人生をドライブされて、気がつけばキャバ嬢になってホストクラブに通って、スカウトされてＡＶに出ていました。

■就職後は昼のオネエサンに

　誰しもが両義性を抱えながら生きてると思いますが、私は女子高生や女子大生といった価値に、アイデンティティーを依拠していた一方、「この子はこういう子だ」といった枠に押し込まれることが嫌でした。女子高生であり渋谷に所属するギャルであり勤勉な受験生だった。その後は、エリート女子大生でありキャバ嬢でありＡＶ女優だった。

　モラトリアム期間が欲しくて慶大から東大大学院に進み、ＡＶ業界で見聞したことを修士論文にまとめました。女性に対する性的消費行為が日常に浸透してることをルポしたその論文は『「ＡＶ女優」の社会学』として出版されます。私は文筆家としての顔も手に入れました。

　でも大学院卒業後に、またもや付き合っていたテレビ局のチャラリーマンにドライブされて日経新聞記者として昼のお姉さんに転じました。記者として東京都庁担当をしたり、編集者として紙面を製作したりしましたが、３０歳という女子としての価値の暴落を目の当たりにし、文筆業に専念しようと勤続５年半で辞めました。昨秋、これまでの経歴が週刊誌に暴露されて、瞬間風速的にメディアに再浮上し、こうしてインタビューを受けている次第です。

　一つの枠にはめられるのが嫌で、夜と昼の世界を行ったり来たりしてきましたが、今、文筆業をなりわいにしているバックグラウンドは大学・大学院時代に指導教官や研究環境に恵まれたからです。大学合格後はヨレヨレでしたが受験勉強を始めた日から文筆家へと続いた、その道からは外れなかった。外国人に囲まれていたマドカは第一志望には受からなかったけど、国際派の道からは外れなかった。みなさんもそういった道を見つけてください。

　　　　　◇

　すずき・すずみ　東京都生まれ。明治学院高校から慶応大学環境情報学部卒。東京大学大学院学際情報学府修士課程修了。主な著書に『「ＡＶ女優」の社会学　なぜ彼女たちは饒舌に自らを語るのか』。日経新聞退社後、ネットブログをまとめた「身体を売ったらサヨウナラ　夜のオネエサンの愛と幸福論」を出版した。３１歳。（聞き手・佐々木洋輔）

http://www.asahi.com/articles/ASH1J4CHSH1JUEHF009.html?iref=comtop_pickup_04
・愛媛）スマホ利用、夜９時まで　大洲の小中生に統一規制（1月18日）
　大洲市内の小中学生はスマートフォン（スマホ）や携帯電話の使用は午後９時まで――大洲市ＰＴＡ連合会などは市内の小・中学校に通う子どものスマホ使用の統一ルールを定めた。大洲市内で１７日、同連合会や市教委、市校長会の３者が調印式をした。市内の１５小学校、９中学校の児童・生徒計約３６００人を対象にする。

　ルール作りの中心になった同連合会では「スマホなどが手放せなくなり学習時間や睡眠時間が犠牲になるケースや、悪口や仲間外れの道具になったり、トラブルに巻き込まれたりする危険性がある」とし、「使用マナーを見つめ直すきっかけにして、人と人が直接対話する重要性を再認識してほしい」としている。

　必要のないスマホなどは持たせないとしたうえで、所持する場合のルールを掲げた。「保護者用３カ条」と「児童・生徒用３カ条」に分けた。

　子ども向けには▽夜９時以降は保護者に返す▽１日の使用時間を決める▽人の悪口を書かない▽いじめには使わない――などとした。保護者に対しては、フィルタリングをする▽定期的に通信内容・使用状況を確認する、などを求めた。学校を通してルールに基づく保護者と子の間の「誓約書」が配られ、各家庭に掲示する。

　同連合会は２００９年、携帯電話をめぐるトラブルに巻き込まれないようにと、「携帯電話に関する緊急アピール」を出した。「原則として小中学生には持たせない」とし、やむを得ない場合は、「親子で使用のルールをしっかり決めて所持しましょう」と呼びかけていた。

http://digital.asahi.com/articles/ASH1K4G6PH1KPFIB009.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH1K4G6PH1KPFIB009
・東京）シェアハウスは事実婚？　ひとり親の手当打ち切り（1月19日）
　「シェアハウスの別部屋に親族以外の異性が住んでいる」。そんな理由で、ひとり親に対する児童扶養手当などの支給が打ち切られるケースが国立市であった。議会などから指摘を受け、市は再支給に向けて検討を始めた。

　４０代の女性が６歳の長女と国立市内のシェアハウスに引っ越したのは２０１３年４月。市は当時、同じハウスに別の夫婦が住んでいることを確認。台所などは共同だが、部屋に施錠ができて生活空間が別であることから、国制度の児童扶養手当と都独自の児童育成手当として月額約４万円の支給を決めた。

■「要件満たさぬ」

　ところが、市は昨年１０月の現況調査で別の部屋に親族以外の男性が暮らしていることを把握した。女性に対し、「賃貸借契約書や光熱水費の請求書などの客観的証明がある場合においても、同一住所に親族以外の異性がいることによって、支給要件を満たさなくなる」と通知。昨年１２月から手当の支給をやめた。

　国立市議会の前田節子議員（生活者ネット）らは、シェアハウス居住者に対し、「事実婚」とみなす運用を問題視。実態に沿って手当が支給されるように国や都が市を指導することなどを求める決議案を昨年１２月定例議会に提出。賛成多数で可決された。

■国や都「調査を」

　こうした動きを受け、厚生労働省や都は児童扶養手当法などに基づき「生計が分かれていることを客観的に証明できれば支給できる」と説明。生活実態の調査を尽くすように求める。

　市によると、同様の理由で昨年１０月から父子家庭への支給を打ち切った例がある。市は「調査が十分ではなかった」として調査をやり直し、２家族について再び支給できるか検証するという。

　だが、調査する現場は悩ましい。シェアハウスの場合、光熱水費は家賃に含まれることが多く、食費や食事の面でも独立した生活が営まれているか調査しづらい。不正受給を防ぐために厳しい判断を求められるのも事実だ。新宿区は「婚姻できる環境にあれば支給できない」とし、シェアハウスやルームシェアの居住者は受給資格を失うことを明確にしている。

　国立市は「シェアハウスのように同じ住所に複数の世帯が住む状況を想定していなかった。正確に判断するにはどうすればいいか、ガイドラインを示してほしい」と話す。児童扶養手当法の基準に準じて児童育成手当を支給する都も規定を明確にしてほしいと厚労省に要望を出している。

　厚労省は「（シェアハウスなどの居住者に対する）全国的な支給状況がわからないので、まずは把握に努めたい」と説明する。

■「家族観は変化」

　ＮＰＯ法人「しんぐるまざあず・ふぉーらむ」（千代田区）の赤石千衣子理事長（５９）は運用が時代に追いついていないと指摘。「シェアハウスなど住まい方や家族観、生き方が変化している。あまりにも排除的な解釈を見直すべきだ」と話す。（前田伸也、鬼頭恒成）

　　　　　◇

　〈シェアハウス〉　一つの家屋に複数の人たちと暮らし、台所や浴室などを共有するスペースを構える。一般社団法人日本シェアハウス・ゲストハウス連盟の調べによると、２０１３年８月末現在、全国に２７４４のシェアハウスがあり、そのうち都内は２０５７で７５％を占める。

http://digital.asahi.com/articles/ASH1J6QRXH1JUTIL04H.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH1J6QRXH1JUTIL04H
・人類の攻撃性、起源はどこに？　山極・京大総長に聞く（1月19日）
　チンパンジーのオスは、ほかの哺乳類には見られない強い攻撃性がみられる。彼らと共通の祖先を持つ人間も長い間、戦争や殺戮（さつりく）を繰り返してきた。攻撃性の起源はどこにあるのか。ゴリラ研究の第一人者で、霊長類研究を通じて人間性について考察してきた山極寿一・京都大総長に聞いた。

　　　　　□

　チンパンジーのオスの攻撃性は適応的（生まれつき）だけれど、ボノボにはみられない。非常に近縁なチンパンジーとボノボの間で、それだけ違いがあると言うことは、そういった攻撃性はわりと短期間のうちに適応的になるということを示しているかもしれない。

　人間においても、いま世界中でいろんな民族間や地域集団間で内紛が絶えなかったり、戦争が起こったりしますね。これは、ずっと昔から人間が持っている本性なのかというと、そうではありません。

　第２次世界大戦後に一時、そういうことを言いだした人がいます。レイモンド・ダートという南アフリカでアウストラロピテクス・アフリカヌスという古い人間の化石を発見した人です。彼は、１９２０年代にその化石を発見した後、アウストラロピテクス・アフリカヌスの骨をいくつも発見してきた。あるとき、その頭骨に同じようなくぼみがあるのを見つけ、人間同士が争った跡だと結論づけた。

　くぼみを付けたのは、人間が動物の大腿（だいたい）骨を使って殴った跡だというわけですね。その結果、２００万年ぐらい前から、人間はすでに道具で動物を狩猟し、なおかつ狩猟具を使って人間同士が争う社会を作っていたと推測されたわけです。

　その典型が「２００１年宇宙の旅」という映画の冒頭です。毛だらけの猿人の前に、宇宙から来たと思われる直方体の物体が現れる。それに霊感を受けたかのように、猿人たちはその辺にころがっている動物の大腿骨で狩猟することを思いつく。狩猟は大成功。そして、水場をめぐって他の集団と争ったときに、その大腿骨を戦いにも使いだす。

　人間は、戦争により、武器により、社会の秩序を守ってきた――。それは人間の原罪であり、本性であるというのが、その主要なテーマなわけです。

　ダートの説はその後、否定されました。なおかつ、そのころの人類は、狩猟する側でなくて、狩猟される側であることがわかってきました。つまり、肉食獣から追い詰められて食べられる獲物だったわけです。

　でも、あまりにその説の衝撃が強く、いまだに人々はそれを信じています。人間は狩猟によって進化し、狩猟の道具を戦いに使うことで、戦争に明け暮れるような社会を作ったという観念ですね。政治家も利用しています。

　しかし、事実は違います。人間はチンパンジーとの共通祖先から分かれ、５００万～７００万年は独自の進化の道を歩んできました。でも、道具が発見されるのは２６０万年前からです。しかも、武器ではなかった。石を打ち欠いて、そのかけらの鋭利な部分で動物の死体から肉をはがしたり、骨を割って骨髄を取り出したりするのが、恐らくその石器の使用目的だったわけです。

　道具が狩猟に使われるようになったのは、わずか５０万年ほど前です。最初は殺傷力の弱い、槍（やり）のようなものです。大規模な狩猟が始まるのは、現代人になってからで、２０万年前をさかのぼらないわけですね。

　狩猟能力が、武器によってあっという間に進化したのは確かでしょう。でも、人間同士が戦いを起こすには、さらに時間が必要でした。人間が武器を使って集団で戦い合った証拠は、せいぜい１万年ほど前でしか見つかっていません。これは人類が狩猟から、自ら食料を生産し、それを貯蔵して食べるという時代、定住して自分たちの土地を持つという時代になってからです。

　なぜ集団間の戦争に至る能力が、人間に高まったのか。大前提は、共感という能力ではないかと思っています。人間の家族は、共感によって作られています。また、家族は単独ではあり得ず、複数が集まって共同体を作ります。それはどんな狩猟採集民でもそうです。複数の家族が集まり、共同体を作ることが、生きるために欠かせないわけです。

　しかし、ゴリラもチンパンジーも、どちらかなんですね。ゴリラは一夫多妻の家族的な集団を作って、共同体がない。チンパンジーは複数のオスとメスが含まれる数十頭の集団がある。でも、その中に家族はありません。

　なぜなら、家族と共同体は相反する原理でできています。家族は、親は自分の子どもが誰よりも可愛く、子どもは親が誰よりも大切というのが原則。依怙贔屓（えこひいき）が当たり前の集団なんですね。だから何かあげても、お返しを期待しないでいい。

　しかし、共同体は互酬性が当たり前です。何かあげればお返しが来るし、何かしてもらえばお返ししなければならないと思う。そういう心でつながっているわけです。それは同じような共感ですが、原理が違う。人間はうまく両立させながら、生きてきたのです。

　なぜ、そんな変な集団を作ったのか。ゴリラかチンパンジーのような集団でよかったのではないか。ここが問題で、実はそれではやっていけない事態が起こりました。人間が熱帯雨林を出て、樹木のない土地へと足を伸ばしたからです。

　熱帯雨林は年中緑があって、豊富な食料がある。樹木の上なら地上の大型肉食獣から逃れて安全な場所で休める。

　でも、熱帯雨林を離れると、食料はまばらに分散し、乾期になるとなかなか得られない。だから、遠くまで足を運ばないと必要な食料が得られないわけです。また、地上の大型肉食獣にも狙われる。

　食料と安全性という点から非常に不利です。だから、食料を集めるためには、能力が近い小さな集団で動かなければならなかっただろうし、安全という面では、大きな集団のたくさんの目で警戒しなければならなかったでしょう。

　この二つの相反する課題を乗り越えるために、人間は結論から言えば、家族と、複数の家族が集まる共同体を作らざるを得なかったわけです。しかも、これは基本的には子育ての集団でもあります。

　恐らく、サバンナに出てきた人間は肉食獣に子どもを狙われ、たくさんの子どもを失った。そのため、子どもを増やさなければならず、授乳期や出産間隔を短くして、多産になったわけです。なおかつ、人間の赤ちゃんはなかなか成長しませんから、お母さん１人では育てられなくなった。複数の家族が集って、育児集団を作らなければならなかったわけです。

　そうすると、いろんな分担をするようになる。食料をとりに行くもの、集団を守るもの、育児をするもの、居住条件を整えるもの、というように。そうしながら、自分の子どもに対して与えていた共感能力を、子ども以外の大人や他集団にも向けながら、生活力を高めていったはずです。複数の家族を含む共同体ができあがる時点で、人間は相当に高い共感能力を備えていたはずです。

　こうした高い共感能力に加え、さらにいくつかの契機が重なったと僕は思います。具体的に言えば、一つは言葉。言葉は、時間と空間を越える能力を持っています。自分が体験していないことを誰かに伝え、それを自分のことのように思い込むことができる。比喩もできる。そういうことによって、想像力が生まれ、それまでとは比べものにならないぐらい高められた。

　次に定住生活。それまでは狩猟採集で移動生活を送ってきたわけです。移動するため、持ち物が限られ、自分の所有物にしてしまうと、持って歩かなくてはならなくなる。だから、ほかの人たちとの共有が当たり前になる。

　また、獲物を追って移動するわけですから、集団の大きさや密度が限られてくる。集団同士、個人同士の出会う頻度が少なく、所有物が個人に帰されるものでなければ争いはあまり起きません。しかも、争いが起きたら離れ合ってしまえばいい。実際、現代の狩猟採集民はそういう解決の仕方をしています。

　しかし、あるときから定住生活が始まった。土地に投資し、そこで食料を蓄え、環境が悪くなった時期を耐えることの方が、移動生活より有利な時代がたぶんやってきたんだと思います。

　１万数千年前ごろから、だんだんと多くの人が定住するようになりました。そうすると、農耕は水場の権利や肥沃（ひよく）な土地が大切ですから、そういったものをめぐり、集団が住む土地の間に境界がひかれるようになる。こうした境界などが、争いのきっかけになったと思います。

　なおかつ重要なのが、集団の規模を保つために、死者にそのルーツを求め、死者を仲間に加え始めたことです。現代の狩猟採集民は墓を作りません。墓は、祖先によってこの土地は守られているという考え、その土地の権利を自分たちで主張する標識にもなります。

　人と人との結束を強めるためにも、祖先は必要です。ほとんど会ったことがなくても、祖先が同じだということで家族のように付き合える。祖先という目印をもとに、互いに助け合い、敵に立ち向かうという精神が育まれるわけです。

　共感能力は本来、人間の協力を高め、一つの行動に向かわせるために利用されてきました。それが、言葉、定住生活、死者によって爆発的に高められ、共同体を脅かす敵に対し、一斉に向けられるようになったと僕は思っています。

　しかし、自然界にもう人間の敵はいなくなってしまった。つまり、人間は自分たちの生活を拡大するために、今度は人間自身を敵にしてしまった。

　それは人間の進化の中では、極めて最近のできごとだと思います。いったん身についた共感能力は、なかなか衰えません。僕はいうなれば、アレルギーみたいなものだと思っている。病原体の刺激に反応するはずの免疫力が、本来の刺激がなくなってきたときに別のものに向かい、爆発を起こす――。それが、いま我々が直面している事態なのではないか、と。（阿部彰芳）

http://digital.asahi.com/articles/ASH1F5TYWH1FPLBJ003.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH1F5TYWH1FPLBJ003
・佐世保同級生殺害、被害者の父「厳罰と公開の裁判を」（1月２０日）
　佐世保市の高１同級生殺害事件をめぐり、被害者の女子生徒の父親が２０日、報道機関の質問に文書で答えた。癒えぬ寂しさと、逮捕された少女について厳罰と公開の裁判を望む気持ちを自筆でつづった。

　文書はＢ５判の用紙３枚。少女の鑑定留置が終わる前の１５日にとりまとめた質問に答えた。

　非公開の少年審判と異なり、少女が刑事裁判を受けることになれば被害者のプライバシーも法廷で開示されることになる。２０日に記者会見した遺族の代理人弁護士は「被害者として（私的な）情報が公開されるのは不利益には違いないが、それよりも厳罰に処してもらいたいという気持ちの方が大きい」と遺族の思いを説明した。

　被害者の父の回答全文。

　　　　　◇

　――事件から半年が過ぎた今の気持ち、娘への気持ち、逮捕された少女に対する思い。

　今でもまだ何故娘が命を奪われなければならなかったのか理由もわからず悔しい日々です。悲しみも寂しさもかわりません。

　娘に対してもかわいそうと思う気持ちはまったく変わりありません。何がおこったのかわからずどうしてこのような目にあわなければならないのか、理解できないままだと思っています。

　本当に悔しくてたまりません。この気持ちは以前とまったくかわりません。理不尽に娘の命を奪った行為は決して許しません。この気持ちはかわる事はありません。

　――自宅の様子は。

　仏壇の前に好きだった本を置いています。友人からいただいた誕生日のプレゼント等は、娘の部屋に飾っています。仏壇の横にスナップ写真からとったものを拡大して飾っています。

　――普段の過ごし方、事件前と今で変わったことは。

　妻は出かけるのが辛く外出もままなりません。カウンセリング等の際に外出する時は、周りの目が気になる症状があるようです。私自身も日常のありふれた外出や行動をするだけでも理由もなく不安にかられる時があります。

　――学校関係者に会ったか、学校への思いに変化は。

　学校の関係者は月命日にお参りに来ていただいてます。まだ、県教委の検証の最終結果がでていないようですが、バット殴打の後、加害者の身近にいた教師として危機感を持って対応する責務があったのではないかと思っています。警察に通報すべきだったと思っています。

　――児童相談所の対応について。

　児童相談所の事実関係は、まだ正式にはどこからも知らされていませんので回答を控えます。

　――県や県教委の検証に望むこと。

　県や教育委員会には、納得できる結論がでるまで徹底的に検証してほしいと思っております。また、今後このような事件が二度とおこらないように、また私達家族のような被害者が二度とでないようにしてほしいと思っております。

　――警察の被害者支援について。

　警察からは引き続きサポートを受けています。家族みんなのカウンセリングの支援等をはじめ、家族の様子を気にかけていただき週に１回程度の割合で連絡をいただいてます。

　――少女から謝罪は。

　ありません。

　――少女の更生、刑罰について。

　厳罰を望んでいます。理不尽に娘の命を、将来を奪った罪は重大だと思います。

　――検察官に逆送し、公開の裁判を開いてもらいたいか。

　公開の裁判を開いてもらいたいと思います。

　――少女の鑑定結果の開示を求める意向はあるか。

　あります。弁護士さんにおまかせしています。父

（回答は原文のまま表記しました）

http://www.asahi.com/articles/ASH1N61FNH1NTOLB01H.html
・（ともに　災害弱者の２０年：５）要援護者、命どう守る　厳しさ増す支援者確保

（1月21日）
　「障害のある夫婦２人で２階にいる。下におりることができない」

　２０１１年の東日本大震災で、福島県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E5%8D%97%E7%9B%B8%E9%A6%AC%E5%B8%82.html" \o "南相馬市のトピックスを開く" 南相馬市のＮＰＯ法人に救援要請が相次いだ。障害者の介護事業所を運営する「さぽーとセンターぴあ」。発達障害の子どもらを抱え、駆け込んできた母親も。「食べ物がなくなった。何かもらえないでしょうか」

　支援が届かない人がいることに気づいた青田由幸代表理事（６０）は「探さなければと思ったが、どこにいるか分からなかった」と振り返る。市が災害時要援護者名簿をつくっていたが、ぴあのサービス利用者の名前もなかった。

　名簿からもれている人もいると、市に相談。市の決断で障害者手帳を持つ人の情報を見せてもらうことができ、全国から応援で来た障害福祉の専門家と各戸を回った。

　「やっと人が来てくれた」

　しばしば、そう言われた。福島原発事故による緊急時避難準備区域などにいる人らに、車の手配など避難の支援が必要か、ほかに困っていることはないか聞き取り、食料や薬を運んだ。

　市の当時の名簿は、要介護度の高い高齢者や重度の障害者らが中心だった。青田代表理事は「対象を広げておかないと、いざという時に使えない」と話す。

　　　　　◇

　内閣府によると、東日本大震災で障害者の死亡率は被災住民全体の約２倍だった。助けが必要な人がどこにいるかの情報が行政や地域で共有されず、避難の支援を受けられなかった人もいたとみる。

　震災の２年後、国は災害対策基本法を改正。障害者や高齢者ら避難が困難な災害弱者の名簿づくりを市町村に義務付けた。

　それまで個人情報の目的外利用にあたりかねないと使用を躊躇（ちゅうちょ）する自治体も多かった要介護者などのデータを、名簿に活用できると明記。本人の同意を得たり、条例をつくったりすることで、災害時に支援を担う消防機関や民生委員らに平時でも名簿を提供できる規定も盛り込んだ。

　こうした要援護者一人ひとりについて、あらかじめ支援者を決め、個別の支援計画をつくっておくことも、国は促している。だが、対象を幅広くとらえるほど人数が増え、支援者を見つけるのが難しくなるというジレンマがある。

　要援護者２５万人。名古屋市が今年度、要介護度や身体障害者手帳の等級を問わずにリストアップした数字だ。人口２２７万人の１割を超える。「大変な数字だと思った」と防災担当者。個別支援計画づくりを進めるが、「若者は地域とのつながりが薄い。支援の輪を広げるのが難しい」。

　地方はさらに深刻だ。人口約３万人の石川県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E8%BC%AA%E5%B3%B6%E5%B8%82.html" \o "輪島市のトピックスを開く" 輪島市では６人に１人を超える約５４００人。河崎国幸・長寿支援室次長は「高齢化率は４０％を超え、地区によっては７０％以上。支える人も高齢化している」と悩みを語る。

　将来、高齢化が進むほど、支援が必要な人が増え、若い支援者は減る。支援者の確保はさらに難しさを増す。

　■「ご近所」連携の試み

　東日本大震災のころ、すでに個別支援計画をつくっていた地区がある。

　旧北上川沿いにあり、津波被害を受けた宮城県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E7%9F%B3%E5%B7%BB%E5%B8%82.html" \o "石巻市のトピックスを開く" 石巻市

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E5%85%AB%E5%B9%A1%E7%94%BA.html" \o "八幡町のトピックスを開く" 八幡町（はちまんちょう）。０４年から「防災ネットワーク」をつくり、体の不自由な高齢者ら１７人を対象に、１人につき原則支援者２人がつく計画を立てていた。１７人のうち２人が亡くなったが、寝たきりの９０代の女性や体の不自由な７０代の男性らが避難できた。

　一方、別の高齢者ら７人は支援者が仕事などのために地区にいなかった。近隣の支援などで無事だったが、「個人の支援者に頼るマンツーマンの形に限界を感じた」と、ネットワークづくりに取り組んだ民生委員・児童委員の蟻坂隆さん（６４）は言う。「回覧板を回す１０世帯ぐらいで互いに見守る形がよいのでは」

　その土台づくりにと震災翌年から月１回、「みんなで行こう」との思いを込めて名付けた「みんなと行兵衛茶屋（いぐべっちゃや）」を開き、住民が集まってそば打ちや餅つきをしている。「ご近所同士のつながりを深めたい」と話す。

　昼間も地域にいる中学生とともに災害弱者を支えようとする取り組みもある。

　「この押し方で怖くないですか」。昨年１１月、中学生たちが高齢者や障害者が乗った車いすを押し、次々に大阪市立瑞光中学（同市東淀川区）の門をくぐった。

　中学生が地域の要援護者と一緒に避難する訓練。１年生約２２０人が参加し、周辺の施設や事業所の利用者計３９人を迎えに行った。この日までにそれぞれの担当施設を見学し、道順を確認していた。

　小松地域社会福祉協議会や、住民らでつくる「小松いきいきネットワーク」などによる訓練。ネットワーク代表の高井良勝さん（５３）の頭にあったのは、東日本大震災で小中学生が周囲に呼びかけながら避難した「釜石の奇跡」だ。高井さんは、中学生は危険な状況があれば守るべき対象だとしつつ、「大人が一緒ならやれることも多い。いざというときに備え、日ごろから交流をしていきたい」。

　支え合いの輪を築く試みは続く。

　（前田智、十河朋子）

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11561380.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11561380
・（天声人語）学校給食と貧困（1月23日）
　自分は中流と考える人が約９割という新聞記事を読んで、向田邦子さんは、これは学校給食の影響だろうと思った。「毎日一回、同じものを食べて大きくなれば、そういう世代が増えてゆけば、そう考えるようになって無理はない」と書いたのは１９８０年のことだ▼「お弁当」と題したその随筆は、戦前の小学校のお昼というのは、貧富などを考えないわけにはいかない時間だったと続く。そして、「私がもう少し利発な子供だったら、あのお弁当の時間は、何よりも政治、経済、社会について、人間の不平等について学べた時間であった」とある▼そんな一文を、あすから学校給食週間が始まると聞いて思い出した。年配者には懐かしい「ララ物資」による、戦後の学校給食再開がそのルーツだという▼困窮する日本にアメリカなどから贈られた援助物資をそう呼んだ。やがて全国に給食が普及し、小学校のお昼から表向き貧困は消えた。高度成長から８０年代ごろは、世の中が最も平均化して見えた時代だろう▼いま中流は細り、子どもの６人に１人が「貧困」とされる水準で生活している。３食のうちしっかり食べているのは給食だけ、給食のない夏休みに体重が減る子がいる――深刻な話も聞こえてくる▼向田随筆ではないが、もう少し利発な政治家や官僚だったら、子どもの苦境から、不平等について学ぶのではないか。親から子へと格差は固定しがちだ。恵まれた世継ぎの多い政界だからこそ、想像力を欠かぬよう願いたい。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11565281.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11565281
・（葦）ＬＩＮＥとルール　西見誠一（1月23日）
　無料通信アプリ「ＬＩＮＥ（ライン）」。中高生にとって、いまや必須のツールになりつつある。一方で、過度に依存したりいじめの温床になったりと、問題点も多い。

　便利さの裏にある課題にどう向き合えばいいのか。それを中高生自ら考えようというワークショップが先日、大阪市旭区であった。企画・立案から司会まで、すべてを担ったのは大阪府立旭高校の生徒たち。区内の中学生約７０人にも参加を呼びかけ、たっぷり本音で語り合った。

　意外だったのは、ほとんどの子が「誰かに使い方のルールを決めてもらいたい」という趣旨の発言をしたことだ。

　「すぐ返信しないと既読無視と言われる」「なかなかやめられない」「寝不足になる」……。楽しいけど疲れる。ＬＩＮＥとは、そんな悩ましい存在らしい。

　じゃあ、どんな決まりを作ればいい？

　「夜１０時以降はしない」「今日の書き込みはここまで、という合図を事前に決めておく」「アホ、ボケなどのＮＧワードには１０円の罰金を科す」……。

　先生方、子どもたちは実によく考えています。そこで提案。生徒自身によるルールづくり、学級会のテーマにいかが？

（論説委員）

http://digital.asahi.com/articles/ASH1N46BLH1NUSPT00D.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH1N46BLH1NUSPT00D
・広島）防げ児童虐待　県警や児童相談所が合同訓練（1月24日）
　児童虐待に対応するための県警や広島市児童相談所などの合同訓練が坂町平成ケ浜２丁目の県警察学校であった。３回目の今回は、地区の民生委員・児童委員も初めて訓練に参加。約１００人の関係者が、敷地内で児童を一時保護する想定での訓練に臨んだ。

　訓練は２２日にあり、身体的虐待などが疑われる不登校の７歳の女児を一時保護する事例を想定。児童の両親が児童相談所への出頭を２回拒否した後の対応を訓練した。

　「具合が悪いゆうて学校を休ませとる。ほっとけえや」。チェーンをかけた扉越しに声を荒らげる父親役の警察官。児相の職員らは裁判所からの許可状のダミーを示し、チェーンを切り、女児を一時保護した。

　初参加という安芸区瀬野地区の主任児童委員の村上幸さんは「地域で勉強したことを生かし、笑顔で暮らせる子が１人でも増えるといいなと思う」と話した。

　県警少年対策課によると、県警が昨年把握した児童虐待は７８７件１４０４人で、前年同期比で２９９件５６９人増えた。統計を取り始めた１９９９年から過去最多で、初めて千人を超えた。県と広島市と県警の３者は虐待情報の共有と連携強化に向けた協定を結び、今月１日から運用を開始している。（杢田光）

http://digital.asahi.com/articles/ASH1Q3K7NH1QPITB001.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH1Q3K7NH1QPITB001
・（私の視点）スポーツと暴力　指導者が本音語れる場を　島沢優子（1月25日）

　大阪市立桜宮高校バスケットボール部の男子生徒が顧問（当時）による暴力を受けて自殺した事件から昨年１２月で２年を迎えた。この間、私たちは暴力をふるった指導者にペナルティーを与えることで改善しようとしてきた。コーチ資格の剥奪（はくだつ）、大会出場停止などである。そのような外圧で変わることができた人もいるが、私が取材した中では変われない人も少なくなかった。

　「体罰は必要悪」と言う人、「桜宮のお陰で生徒が増長した」と困惑する人、「暴力はやめたがそのぶん言葉がきつくなった」という人。

　変われない人には共通項がふたつあった。ひとつは「たたいて追い込まなくては強くできない」という不安が大きいこと。あるミニバスケットのコーチは「たたくのをやめたら（子どもに）なめられる」と涙声で話した。

　ふたつめは「なぜたたいてしまうのか」という点を、誰かと議論した形跡が見られないこと。自分が暴力をふるった過去を語るのがはばかられるため、みな息をひそめるように話す。人々が小声でしか議論できない問題に進歩は望めない。そもそも、ペナルティーを加えて矯正するやり方だけでは体罰と同じ構造ではないか。

　先日、ある地域でスポーツ関係者が体罰問題をテーマに勉強会を行った。プロスポーツの運営者や監督、高校教師、保護者らさまざまな立場の人が参加していた。

　「殴る大人には、自分が認められたいという功名心が強い人が多い」「殴る時は感情的になっていた」という殴る側の心理の話のあと、「体罰のない指導で子どもの精神力が育つか」という議論に移った。司会者が「ワクワク感を持たせる指導が子どもを伸ばす」という元テニス選手松岡修造氏の言葉を紹介すると、「精神力ではなくモチベーションが重要」「たたかないほうが強くなる」といった意見が活発に出始めた。

　その様子を見て確信できた。価値観の違う人たちと指導者が本音で議論する作業が、暴力に頼らない指導への転換に大きな役割を果たすのではないか。指導者が自分の思いを打ち明け、時に他人の話に耳を傾ける。競技団体にはぜひ、このような場を作ってほしい。ある競技団体のように体罰根絶の誓約書にサインさせるだけでは解決に至るか疑問に思う。

　たたかれた子の頬と同じように、実はたたいた大人の手も痛いはずだ。私たちは少年が命を賭して、その痛みを知る機会を与えてくれたことを忘れてはいけない。

　（しまざわゆうこ　スポーツライター）

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11568943.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11568943
・どう守る？　子どものオンライン・プライバシー（1月29日）
ニューヨーク・タイムズ・ニュースサービス

　昨今の多くの親がそうであるように、ミシェル・フィネラン・デネディも、子どもたちが友人とオンラインで何をしているのかが気がかりでしょうがない。

ある日のことだが、車の後部座席で思春期前の娘が友だちと写真共有サイトのインスタグラム（Ｉｎｓｔａｇｒａｍ）について話しているのが聞こえてきた。そこで彼女は会話に割って入り、娘にこう忠告した。「ストレンジャー（知らない人）からの『オンラインフレンドやフォロワーになって』というリクエストには応えないようにね」と。後部座席で娘とおしゃべりしていた女の子は、インスタグラムにしょっちゅう自分の写真を張り付けているとかで、２千人以上のフォロワーがいると話していた。

　実は、デネディは「インテル（Ｉｎｔｅｌ）」社のコンピューター・セキュリティー・サービス「マカフィー＝ＭｃＡｆｅｅ」でプライバシー担当の最高責任者（ＣＰＯ）をしている。つまり彼女は、オンラインを通じた個人情報ドロボーや子どもの情報を使って食い物にするオンライン・プレデター（ｏｎｌｉｎｅ　ｐｒｅｄａｔｏｒ＝捕食者）たちが暗躍する危険についてよく知っているのだ。だから、娘たちの会話を聞いてすぐ、相手の女の子の親に連絡をとって懸念を伝え、アドバイスを申し出たのだった。

　「私たちは、お互いに子どもたちを背後から見守ってやる必要がある」とデネディはいう。

　子どものオンラインプライバシーや個人情報の保護に関心を持つ親たちは、二つの主な問題と格闘している。すなわち、子どもたち同士が情報を共有するインフォメーションシェアリング（ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ―ｓｈａｒｉｎｇ）の問題と、企業がオンラインを通じて大量のデータを収集し解析するデータ・マイニング（ｄｅｔａ―ｍｉｎｉｎｇ）の問題である。

　家庭でも学校でも、さまざまな携帯機器や多様なアプリの利用が飛躍的に拡大するにつれ、ますます多くの企業が、オンライン上での子どもたちの活動データを蓄積し、その詳細を分析するようになってきている。例を挙げると、漫画のキャラクターを使ったビデオゲームをオンラインで提供して子どもたちの反応などを追跡し、どんなふうに広告を打てばより効果的かを試す企業のサイトがある。また、子どもたちに人気のアプリには、その利用者の所在地や電話番号などの情報を収集できるアプリもある。

　米国には、オンライン上に子どもの個人情報が無制限に拡散しないよう規制する連邦法が制定されている。「児童オンラインプライバシー保護法（ＣＯＰＰＡ）」という法律だ。ＣＯＰＰＡは、オンライン事業者が１３歳未満の子どもの個人情報を収集する場合は保護者の同意を得なければならないと定めている。ところが、懸念を抱く親たちには残念なことに、この法律は１３歳未満の児童向けのサイトやアプリに適用されるが、一般向けサイトは適用外なのだ。そうしたサイトは、大人だけでなく、子どもでもアクセスできる。ウォールストリート・ジャーナル紙がこのほど報じた記事によると、デジタルマーケティングの会社（複数）はインスタグラムやピンタレスト（Ｐｉｎｔｅｒｅｓｔ）といった写真共有サイトに投稿される画像を蓄積し、解析することで広告の手法に磨きをかけているという。

　ワシントンＤＣにあるアメリカン大学のキャサリン・モンゴメリー教授（コミュニケーション論）は「自分の子どもがデジタル技術を使って何をしているのかについて、親たちは健全な懐疑心を持つべきだ」と述べている。彼女は子どものデジタル文化について研究しているのだが、親は子どもたちにアプリやサイトを利用させる前に、まず、プライバシーやセキュリティーに関するポリシー（方針ないし約款）をよく読んでおくよう勧めている。

　しかしながら、彼女が指摘するには、個人情報の収集活動は手に負えないほど蔓延（まんえん）しているので、親ができることは限られている。「それは、地球温暖化から自分の子どもを守るために、親に何ができるかを問われているようなもの。つまり、ほとんどが個人レベルでは制御不能なのだ」という。

　マカフィーの昨年の報告書によると、デジタル技術を採りいれて使いこなす点においては、子どもの方が親たちよりもスピーディーである。こうしたことから生じる複雑な問題に対処するために、セキュリティー会社は、学校現場にデジタルコンテンツを供給する大手プロバイダーの一つ「ディスカバリー・エデュケーション（Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ）」と提携して無料のオンライン教育プログラムを提供している。このプログラムは８歳から１１歳の児童が対象で、「http://www.thinkbeforeyoulinkinschool.com/」からアクセスできる。

　ここでは、子どもがオンライン上で知らない人から自宅の住所や通学している学校名など特定の情報を聞かれるといった実際にあり得る場面を想定して対話形式の教育プログラムが展開される。そして、サイバー犯罪者は、どのように個人情報を悪用して親の銀行口座にアクセスするのか、あるいは有害ソフトをインストールさせるのか、といったことを説明する。

　さらに、見知らぬ人からの接触をブロックするためにプライバシー設定を変更するなどの対処法を例示している。

　とはいえ、先述のデネディによると、多くの親たちは個人情報の安全対策をまだまだ自己流でやっている。彼女はマカフィーの幹部として、子ども向けの新しいセキュリティー教育プログラムを開発した一人である。

　「お風呂場で子どもたちを写したかわいい写真を家族間で共有することと、フェイスブックで不特定多数のみんなとシェアすることは、そもそも違うのだ」とデネディは強調する。

　「あなたのプライバシー保護の設定は、正しいですか？」。そう彼女は問いかける。（抄訳）

（Ｎａｔａｓｈａ　Ｓｉｎｇｅｒ）

（Ｃ）２０１４　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ｔｉｍｅｓ　Ｎｅｗｓ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（ニューヨーク・タイムズ・ニュースサービス）

http://digital.asahi.com/articles/ASH1F4GMHH1FULPT002.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH1F4GMHH1FULPT002
・体罰、教員処分３９５３人　１３年度、過去最多　文科省発表（1月31日）
　子どもに体罰をしたとして２０１３年度中に処分された公立小中高校の教員は３９５３人にのぼり、過去最高だった前年度を１７００人上回った。文部科学省が３０日に発表した。体罰の多くが、１２年末に大阪市立桜宮高校で暴力を受けた男子生徒が自殺した後の緊急調査で発覚したという。

　緊急調査では、１２年度中に体罰をした公立校の教員は５４１５人。一方、１２年度中に処分されたのは２２５３人にとどまり、残りの多くが１３年度に懲戒免職や減給、訓告などの処分を受けた。これらの処分の対象がいつの体罰なのかは調べられていないが、文科省の担当者は１３年度中に新たに発覚した体罰は減ったとみている。

　体罰を受けた児童生徒は８８８０人にのぼった。体罰のあった状況は、小学校は授業中（６１・４％）、中学校と高校は部活動（それぞれ３８・５％、４３・４％）が最も多かった。内容は「素手で殴る」が小中高とも６割前後。中学校の「蹴る」（１１・５％）、高校の「殴る及び蹴る」（９・１％）も目立った。

　発覚のきっかけを複数回答で聞くと、「教員の申告」が全体で４８・６％と最も多く、「児童生徒の訴え」（４１・４％）、「保護者の訴え」（３７・１％）が続いた。

　また、わいせつ行為やセクハラで処分を受けたのは、前年度から１８人増の２０５人で、過去最高だった。被害者の属性別では、「自校の児童・生徒」が５割近くにのぼった。内容は「体に触る」が５６人、「盗撮・のぞき」が３７人。「性交」も３０人いた。電子メール送信などによる「文書・画像による性的いやがらせ」は、前年度の６人から１９人に増えた。処分は、すべて男性だった。

　一方、教員の精神疾患による病気休職者数は５０７８人で、前年度から１１８人増えた。期間は「１～２年」（２２・７％）、「６カ月～１年」（１７・９％）などが多かった。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11578713.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11578713
＊毎日新聞

・人口動態統計:１４年推計　出生数１００万割れ寸前　死亡数、戦後最多１２６．９万人（1月1日）
　厚生労働省は１日付で、２０１４年の人口動態統計（推計値）を発表した。１年間に生まれる子どもの数（出生数）は、記録の残る１８９９（明治３２）年以降、最少の１００万１０００人で、１００万人を維持するものの、大台割れ寸前と予想した。死亡数から出生数を差し引いた人口の「自然減」は、過去最大幅の２６万８０００人。結婚数も戦後最少を更新するとみており、人口減少傾向に歯止めがかからない状況が浮かんだ。

　出生数は前年の１０２万９８１６人（確定値）に比べ、約２万９０００人の減。一方、死亡数は高齢化に伴って前年より約１０００人増え、戦後最多の１２６万９０００人に上るとみている。自然減は８年連続。

　少子化による若年層の減少と、晩婚・非婚の増加で、結婚する男女も前年より約１万２０００組減の６４万９０００組にとどまると推測している。離婚数は約９０００組減の２２万２０００組と見込んでいる。

　推計値はいずれも１４年１〜１０月の実績値を基に１１〜１２月分を推計し、１年分を算出している。１４年の実績値（速報）は１５年６月に公表される見通し。実績の出生数は１００万人を割る可能性がある。【中島和哉】

http://mainichi.jp/shimen/news/20150101ddm002040119000c.html
・経済観測:子育て支援員制度＝第一生命経済研究所特別顧問・松元崇（1月8日）
　４月から、子ども・子育て支援新制度（以下「新制度」という）が発足する。現行の制度を抜本的に見直し、子育てを社会全体で支援するとの理念の下に、私が内閣府の事務次官の時から内閣府の共生社会部局で検討されていたものである。新制度では、地域の実情に応じて、子育ての充実を図るために、５人以下の乳幼児を家庭的保育者の居宅などで保育する家庭的保育事業や利用定員が１９人以下の小規模保育事業などが導入される。

　となると問題になるのがそれらの事業に必要となる人材と財源である。まずもって、今いる保育士のみでは到底足りなくなってくる。そこで、保育や子育てに関心を持つ地域住民に必要な研修を行い「子育て支援員」と認定して、保育士の補助を行う新たな制度が導入されることになっている。この制度について聞いたことがないという読者も多いと思うが、第一生命経済研究所が行ったアンケートでは、３０代で子供を持つ女性（無職）の４７・６％が、子育て分野で働きたい、あるいは、現在はできないが将来的に働きたいと回答しており、心強い結果となっている。

　新制度の財源としては、消費税率引き上げ延期の影響が気になるところである。税と社会保障の一体改革による消費税率の１０％への引き上げを前提として２０１７年度までに７０００億円を措置することが予定されていたからである。しかしながら、子ども・子育て施策は先の衆院選において安倍晋三首相が優先課題だと明言していたものである。また、子育て支援員制度の創設については成長戦略にもうたわれていた。来年度予算案の閣議決定は間もなくであるが、子育て支援という夢のある分野へはしっかりとした措置がなされることを期待したい。

http://mainichi.jp/shimen/news/20150108ddm008070097000c.html
・記者の目:ストーカー事件、再犯どう防ぐ＝林奈緒美（東京社会部）（1月9日）

　◇治療の受診率向上を
　東京都三鷹市で２０１３年１０月に起きたストーカー殺人事件を受け、警視庁が同年１２月に専門の対策本部を設置して約１年が過ぎた。全国の警察本部も昨年４月までに同様の部署を設け、積極的な摘発を進めているが、罰金刑で終わって短期間で社会に戻り、再犯に及ぶケースも出ている。再犯防止のために有効とされるカウンセリングを受診する加害者も増えていないという。警察の力に限界がある以上、保護観察所や医師などを巻き込み、受診率を上げるための具体策を示すべきだ。

　１４年９月、東京都の男性医師（５４）が、同じ病院に勤務していた女性看護師（４０）へのストーカー行為で逮捕された。医師は罰金刑を受け約２０日後に釈放されたが、釈放当日から看護師に何度も電話やメールをして連絡を求め、翌１０月にストーカー規制法違反容疑で逮捕された。「女性が通報したせいで逮捕され、職を失ったのに、女性だけが普通に生きていて腹が立った。謝罪してくれるかもしれないと期待して連絡した」。１２月に東京地裁であった初公判で、医師はストーカー行為を繰り返した理由を説明した。

　三鷹市の事件では、被害者の女子高校生（当時１８歳）が両親と一緒に三鷹署に相談に行ったところ、応対した署員が「危険は切迫していない」と判断。１人で帰宅した生徒は自宅で待ち伏せていた元交際相手の男（２２）＝１審で懲役２２年の判決を受け控訴中＝に殺害された。

　この反省から、警視庁は副総監がトップの対策本部を設置。各署に寄せられた相談を全て報告させ、一元的に対処している。緊急性が高いと判断した場合は早期の事件化や被害者の保護を図る。対策本部が１４年１〜１１月に逮捕、書類送検した事件は前年同期比約４倍の３４２件。ストーカー規制法に基づく警告も同約２倍の４４６件に上る。
◇積極的摘発でも初犯では軽い刑

　しかし、凶悪事件に発展する手前での摘発を重視しているため、初犯だと執行猶予が付いたり罰金刑となったりするケースが多い。加害者が数週間で社会復帰し、再び被害者につきまとうケースもある。警視庁管内では１４年１〜１１月に、１４人がストーカー行為の再犯で逮捕された。

　「ストーカーは自分を捨てた相手が苦しむ姿を見ると心の痛みが和らぐ」。ストーカーの加害者治療に詳しい精神科医、福井裕輝さん（４５）はこう分析する。福井医師は、「認知行動療法」と呼ばれる手法でカウンセリングを通じて思い込みと現実のギャップを認識させ、これまで数十人のストーカー行為をやめさせてきた。警察庁が１４年度から警視庁など一部の警察本部で始めた加害者治療の更生プログラムの担当医でもある。

　数年前に診察した６０代男性は、仕事で知り合った夫のいる３０代女性に一方的に好意を寄せ、１００通以上のファクスやメールを送りつけたとして逮捕された。男性は当初、カウンセリングで「夫の収入が不安定な彼女を救いたかった」などと、しきりに自分の行為を正当化した。

　しかし、福井医師が男性の言い分をすべて聞き、「やめるべきなのに、やめられない」という本人が抱える苦しみに理解を示した上で、「苦しみを終わりにするために状況を変えませんか」と持ち掛けると、「そう思いますけど」と答え、会話内容に小さな変化が生まれた。最終的には、受診から約３カ月で「仕事に復帰したい」と前向きな言葉が出たという。

　警察庁のプログラムは、文書警告を受けた加害者を対象に治療やカウンセリング受診を促しているが、義務ではないため受診率は上がっていないとされる。警視庁幹部は「『自分は病気ではない』などと主張し、半数以上が受診していない」と説明するが、福井医師は「カウンセリングを受ければ警告を控えるなどの工夫をすれば、受診率が上がるのでは」と提案する。
◇海外では警察が専門家らと対応

　海外の取り組みも参考になる。福井医師によると、イギリスのハンプシャー州やオーストラリアのメルボルン市では警察と精神科医、保護観察所などがチームを組み、被害者の相談に応じている。警察が接触すると加害者が逆上する場合もあるため、事前に加害者の行動や心理状態を分析し、治療を促すか警告や逮捕が必要かを判断するという。

　警察庁の統計では、警察から警告を受けると９割の加害者がストーカー行為をやめるとされる。問題なのは、何度警告しても効果がなく、凶悪事件に発展する可能性が高い残りの１割だ。専門医の不足や予算の確保など課題は多いが、悲劇を繰り返さないため関係機関には踏み込んだ対策を求めたい。

http://mainichi.jp/shimen/news/20150109ddm005070030000c.html
・毎日フォーラム・ファイル:教育　学習指導要領の改定作業始まる（1月9日）
◇英語教育、新科目、課題解決型学習の指導法などが柱

　文部科学省は２０１５年から小中高校の学習指導要領の改定作業を本格的に始める。学習指導要領は各学校種で教える学習内容の最低基準で、ほぼ10年に１度改定される。今回は、小学校での英語教科化をはじめとする英語教育改革、高校での日本史必修化や新科目創設などが柱。「課題解決型学習」（アクティブ・ラーニング）のような新しい指導法の充実策が議論されるのも大きな特徴だ。次期学習指導要領は２０２０年度以降、小学校から順次実施を目指す。

　11月20日に下村博文文科相が中央教育審議会（中教審）に、学習指導要領の改定を諮問した。これを受け、中教審に総則を議題とする企画特別部会が設置されるほか、教科やテーマごとに各部会で約２年かけて議論する。

　学習指導要領は時代の変化に合わせ、その内容が変わり、「次の10年」の学校教育の方向性を定めてきた。１９９８年度改定では、完全学校週５日制実施（02年度）に合わせ、学習内容を削減した。「生きる力の育成」を目指して「総合的な学習の時間」を導入するなど、「新しい学力観」を打ち出した。しかし、「ゆとり」教育と名付けられて「学力低下」論が広がった。

　そのため、現行の学習指導要領の内容を決めた08年度改定では一転「脱ゆとり」を掲げ、主要教科で学習内容を１割増やし、教科書も厚くなった。最近、落語が教材に取り上げられることが多いのは08年度改定で「伝統文化」の尊重が強調されたからだ。小学５、６年生での「外国語活動（英語）」や、中学での武道必修が始まったのもこの時の改定に基づく。

　次期学習指導要領の諮問は、英語教育について「外国語でちゅうちょせず意見を述べ、他者と交流していくための力」の育成を目指すとしている。小学５年生から英語を教科化し、現在教科外の外国語活動を３年生に引き下げる。中学では、高校で実践されているような「英語による英語の授業」を基本とすることを求める。高校では「幅広い話題について発表・討論・交渉などを行う能力を高めること」を目指す。

　高校では、自国の歴史の理解を深めるために日本史の必修化を議論する。国民投票の投票権年齢が満18歳以上となることなどを踏まえ、主体的に社会に参画し、自立して生活していく実践力を育成するため、自民党が提案している「公共」（仮称）のような新科目創設も検討する。「より高度な思考力・判断力・表現力を育成するため」の新教科・科目も議論の対象になる。例えば、「先端科学」という科目案が浮上している。

　幼稚園・保育所から小学校への円滑な接続を図るため、小学１年生の学習内容の一部を移行させることも議論される見通しだ。

　今回の改定は、新教科・科目の検討だけではなく、指導方法や成績評価の改善にも力点を置いたのが大きな特徴だ。新たな指導方法として挙げられているのが「アクティブ・ラーニング」。課題を設定して生徒同士や教師と生徒が議論しながら解決策を探る授業法で「課題解決型学習」「双方向型学習」ともいわれる。

　これまでは学習指導要領で指導方法にまで踏み込むのは、教員の自由度を奪うとして「タブー」とされてきた。なぜ今回、その殻を破ったのか。

　諮問は、今後、児童生徒が身につけるべき資質能力について、「知識を使って自ら何ができるか」という「主体性」「課題解決力」を重視する方針を打ち出した。いわゆる「21世紀型能力」への転換だ。そのためには、これまでの一方的に教員が生徒に教え込む指導方法から見直すことが不可欠という考えだ。

　さらに、文科省は今回の改定は、大学入試改革と一体で進めようとしている。「21世紀型能力」に関しては、08年度改定でも「基礎力、思考力、主体性といった３要素をバランス良く育成する」としていたが、特に高校では浸透していない。その最大の要因が大学入試とされているからだ。

　高校側の主張は「大学入試が知識の量を問う『知識偏重型』なので、高校の授業も『知識詰め込み』にするしかない」。これに対し、大学側は「高校以下の授業が変わらなければ入試も変えられない」と反論してきた。

　入試改革については、中教審の高大接続特別部会が12年から計21回にわたる議論を重ね、今年12月に文科省に答申した。その柱は、従来の「知識偏重型」入試から脱却し、「多面的総合評価」する入試への転換で、実現すれば大改革になる。

　学力は大学入試センター試験に代わって新たに導入する「大学入学希望者学力評価テスト」（仮称）で評価し、各大学の個別入試では、面接や集団討論で、意欲や思考力、主体性をみるよう求めている。次期学習指導要領が目指す方向と一致している。

　だが、入試改革は課題が山積している。学力評価テストは年複数回実施するとしているが、問題作成や試験実施体制はどうするのか。学力評価テストはコンピューターを使った「ＣＢＴ方式」（Computer　Based　Testing）を前提としている。民間団体などが実施する英語能力試験などではすでにＣＢＴ方式が使われているが、より高度な安全性、公平性、公正性が求められる入試で使えるのか。テストの実施時期によっては、入試の早期化を招き、高校生活に大きな影響を与えるとの懸念も高校側からは根強くある。

　大学側も、多面的総合評価の入試を行うには専門スタッフの増員や評価方法の確立など体制整備が不可欠だ。数万人〜十数万人の志願者を抱える私立大にとって、多面的総合評価に基づく「丁寧な入試」をしようとすれば、受験者の絞り込みが必要になる。しかし、絞り込みは受験料収入減に直結する。受験料収入が大きな収入源になっている私立大にとっては死活問題だ。

　同省幹部は「私立大にとっては体制整備で費用がかかる上に、受験者数が減るとなればダブルパンチ。何らかの財政支援がなければ私立大は新しい入試制度には協力してくれないだろう」と財政支援策の検討が必要との認識だ。

　文科省は15年、専門家会議を設置し、約１年かけて具体的な制度設計の議論を進める。

http://mainichi.jp/feature/news/20150106org00m010047000c.html
・君の笑顔が見たい:「子どもの村」の挑戦／３８　揺れる心を支えて／１　／福岡（1月9日）

　◇自分たちも悩みながら
　「里親をやってたらこんなこともありうると頭では分かってたんです。でも実際にいなくなったら落ち込んでしまって。さあ、これからそれぞれの子にこんなことが必要だぞと、いろいろ考えていたときに児童相談所から『決まりました』と言われて、あまり日を置かずに引き取りだったんですよ。だから正直言って心残りがあるんです」

　福岡市西区今津の「子どもの村福岡」で「育親」をしている杉本和子さん＝仮名＝は、「村」に来て最初に預かった兄弟が実家族のもとに引き取られていった時のことをそう振り返る。

　兄弟が「村」を去った後も杉本さんはもう一人０歳児を育てていたため「しっかりしなきゃ」と自分に言い聞かせ、普段通り振る舞っているつもりだった。しかし落ち込みようは、はた目にも明らかだったようだ。村の子どもたちから実のおじいちゃんのように慕われる地元の元町内会長、白水正勝さん（７３）は言う。

　「ほんとのわが子のごと一生懸命可愛がっとりんしゃったけんね。それが一遍におらんごとなったでしょ。ぺしゃーってひしゃげたごとなってから。可哀そうで見とられんだったですよ」

　預かっている子が長く途絶えていた実親との交流を始めた「育親」の高橋友梨さん＝同＝も戸惑う気持ちを打ち明ける。

　「自立するまで成長を楽しみながらその子と向き合って頑張るんだって思いで『村』に来たので、途中で親御さんにお返しすることもあるというのは、理解はしていても自分のこととして想定してなくて。そこを含めて考えないといけないんだなあって、改めて思ってはいるんですけど……」

　実親と暮らせない子どもたちに家庭という育ちの場を提供する制度として、日本には里親とファミリーホーム（ＦＨ）があり、里親はさらに養育里親と養子縁組里親に大別される。子どもを自分の養子にして将来にわたって育てるのが養子縁組里親。それに対し、子どもが実家族のもとで再び暮らせるようになるか、自立するまでの期間育てるのが養育里親とＦＨだ。養育里親は１家庭に４人まで、ＦＨは６人まで預かることができる。

「子どもの村福岡」の４人の「育親」たちは、養育里親やＦＨの養育者として子どもたちを児童相談所から委託されている。だから実家族の条件が整えば、養育途上でも子どもたちと別れることがありうるのだ。というより、「村」はむしろ子どもたちと実親との交流を可能な限りサポートし、その子にとって最もいい形で実親のもとに戻すことを模索してきた。
　２００９年に国連総会で採択された「子どもの代替養育に関するガイドライン」にはこう明記されている。

　＜子どもを実家族の養育から離すことは、最終手段とみなされるべきであり、やむを得ない場合には、可能な限り一時的なものとし、できるだけ短期間に留めるべきである。分離の決定は定期的に見直され、その根本的な原因が解決または解消した場合、その子どもの最善の利益に沿うよう実親の元に戻さなければならない＞

　これが世界のスタンダードなのだ。

　ＮＰＯ法人「ＳＯＳ子どもの村ＪＡＰＡＮ」の常務理事で小児科医の坂本雅子さん（７２）は言う。

　「子どもにとって実親さんの存在がどんなに大切で大きなものか、経験を重ね、学べば学ぶほど実感してきました。だから可能と判断できればお返しするし、帰れるまで実親さんとの絆を作りながら育てていくことにチャレンジしています。難しい面もありますが、何より子どもたちがそれを求めていますから」

　実親と里親の間で揺れる子どもの心を、自分たちも悩みつつ支え、自立につなげようとしている「子どもの村」や一般のＦＨ、養育里親たちの挑戦を追う。【福岡賢正】（事例は子どもたちの人権に配慮して記述しています）＜毎週木曜掲載＞

〔福岡都市圏版〕

http://mainichi.jp/area/fukuoka/news/20150108ddlk40040300000c.html
・ＭＥＭＯ:勉強中にＬＩＮＥやメール、高校生の４割　友達に質問も（1月12日）
　高校生の４割、中学生も４人に１人が、勉強中も「スマホなどでＬＩＮＥ（ライン）やメールのやり取りをしている」ことがベネッセホールディングスの調査で分かった。おしゃべり（チャット）だけでなく、辞書機能を駆使したり友達に質問したりするなど勉強にも使っており、学習時にも常にインターネットに接している実態が浮き彫りになった。

　昨年２〜３月、学校を通じて実施。都市部から町村部の中学１年〜高校２年の計９４６８人から回答を得た。

　ネットを使っている中学生は８７％で、高校生は９７％。ネットアクセスツールを聞くと、スマホは高校生が８６％だったが、中学生は４２％と半分ほどだった。ただ、携帯音楽プレーヤーでネットにつないでいる中学生が２９％、ゲーム機が２４％おり、多様な機器を使ってネットにアクセスしている状況が分かった。

　「自宅でメールやチャットを書きながら勉強する」中学生は２４％、高校生は３８％。このほか「友達に質問する」（中学生２６％、高校生４８％）▽「辞書機能を使う」（中学生４６％、高校生４８％）と、多様な使い方も浮かんだ。【澤圭一郎】

http://mainichi.jp/shimen/news/20150112ddm013100035000c.html
・クローズアップ２０１５:着床前スクリーニング臨床研究　不妊治療か、命の選別か
（1月13日）
　体外受精でできた受精卵の染色体を幅広く調べる「着床前（ちゃくしょうぜん）スクリーニング」（ＰＧＳ）について、日本産科婦人科学会（日産婦）理事会が臨床研究の実施を決めた。日産婦は実施の詳細は今後検討すると説明しているが、妊婦の血液で胎児の異常を調べる新型出生前（しゅっせいぜん）診断に続き、倫理的な課題のある臨床研究が始まることに、「命の選別が加速するのではないか」と懸念する声が上がる。臨床研究の実施をきっかけに、不妊治療の一環としての受精卵検査が広がる可能性もある。【下桐実雅子】

　◇検査の進歩、背景に

　「実施の方向で考えてよいと、理事会の承認を得た。ＰＧＳの有用性を検証し、将来の臨床現場への導入を検討する材料にしたい」

　日産婦の苛原（いらはら）稔・倫理委員長は先月１３日の記者会見で、臨床研究の意義を述べた。ＰＧＳの臨床研究では受精卵の全染色体を調べ、染色体の数に異常がないものを子宮に戻す。対象になるのは、体外受精を３回以上しても妊娠しなかった、もしくは２回以上の流産を経験した女性。来年度から３年間かけ、ＰＧＳをする女性としない女性各３００人ずつを比べ、出産率や流産率などに違いがあるかを調べる。

　実施計画は「妊娠年齢の高齢化で、体外受精を繰り返しても成功しない夫婦が増え、対応を迫られている」と臨床研究の必要性を説明する。受精卵の染色体異常は流産や妊娠できない原因になると考えられ、欧米では１９９０年代から複数の染色体を調べるＰＧＳを実施しているが、効果があるかどうかは分かっていない。このため、日産婦内で「日本でも（ＰＧＳを）検証する時期」と実施を求める声が上がっていた。

　日産婦によると、体外受精で生まれた子は２０１２年には約３万８０００人、新生児の約２７人に１人となった。体外受精をした女性のうち４０歳以上の割合は年々増え、１０年は３５・７％だった。不妊治療専門の「ＩＶＦなんばクリニック」（大阪市）の中岡義晴院長は「女性の年齢が高くなると受精卵の異常が増え、時間との闘いになる。実施しなければ分からないが、ＰＧＳによって正常な受精卵を早く見つけられれば、妊娠率が高まる可能性はある」と話す。

　受精卵の検査には、特定の遺伝子や染色体だけを調べる着床前診断と、全染色体を網羅的に調べるＰＧＳがある。国内では日産婦が９８年、一部の重い遺伝病を持つ子の誕生を避ける目的で、着床前診断を認める指針を策定。０４年に１例目が承認された。指針が認めるのは着床前診断だけで、それ以外の受精卵の検査は禁じており、ＰＧＳは実施できなかった。

　だが、受精卵の検査で利用する遺伝子解析技術の進歩が矛盾を生んだ。０５年ごろ、高精度で染色体全体の異常を調べられる検査法「アレイＣＧＨ」が登場。日産婦は１２年、目的とする特定の染色体以外の情報は開示しないことを条件に、着床前診断での使用を認めた。

　アレイＣＧＨは、欧米ではＰＧＳに使われている。国内でも一部医療機関が、日産婦の指針に反して、この検査法でＰＧＳを実施するなど、医療現場で着床前診断とＰＧＳの線引きがあいまいになってきた。そこで、日産婦は昨年２月にＰＧＳ実施の是非を検討する小委員会を設置。１１月には小委員会の報告を踏まえ、倫理委員会が臨床研究の実施を大筋で了承した。

　ＰＧＳを実施する国内医療機関関係者は９日、「女性は子を産むかどうかを選択できるように、受精卵を選択する自由もある」「受精卵の検査は妊娠の高齢化に伴う染色体の異常をチェックするもので、本来は若いとき産みにくい社会を改善すべきだ」などとする文書を発表した。染色体検査に詳しい臨床遺伝専門医の山本俊至（としゆき）・東京女子医大准教授は、一部で実施が先行している現状も踏まえ、「国内施設におけるＰＧＳの研究計画を学会が主導して統一し、得られたデータを科学的に評価して有効性を判断することは重要だ」と指摘する。
◇ダウン症家族ら　障害への差別、助長懸念　専門家「議論が必要」

　１３年春、ダウン症など胎児の三つの病気を対象に、妊婦の血液を使って検査する新型出生前診断が始まった。これまでに陽性と判定され、羊水検査で診断が確定した妊婦の９７％が中絶を選んだ。

　ＰＧＳでは、通常２２対と性染色体の計４６本ある染色体の本数が「１本多い」もしくは「少ない」という過不足を全染色体について調べるため、２１番目の染色体が１本多いダウン症や、性染色体が１本少ないターナー症候群などの病気も妊娠前に分かることになる。このため、新たな検査法の拡大に、ダウン症の人や家族からは不安の声が上がる。

　日本ダウン症協会広島支部「えんぜるふぃっしゅ」役員、石黒敬子さんには、周囲に支えられながら仕事に就くダウン症の次女（２５）がいる。「ダウン症の多くの人が普通の生活をしているのに、生まれる前に選別されないといけないのか。知的障害へ偏見は根強く、さまざまな検査の拡大は、子どもたちの人生に土足で踏み込まれるようで腹立たしく感じる」と明かす。

　石黒さんが心配するのは、検査の拡大によって「命の選別」が一般化していくことだ。「多様な生を認めない考え方は、標準から外れた人への想像力を育てず、高齢者にも優しくなくなる。良い社会につながるとは思えない」

　また、ＰＧＳでは体外受精をしたカップル自身や生まれる子のさまざまな遺伝情報や病気の可能性、子の性別が分かることもあり、情報の取り扱いも課題だ。どのような異常を持つ受精卵を子宮へ戻さないで廃棄するかという基準も決まっていない。柘植あづみ・明治学院大教授（医療人類学）は「この技術は倫理的、社会的問題を多く含む。一つの学会が臨床研究というあいまいな形で進めるべきではない。国レベルでの規制の議論が必要だ」と指摘する。

　渡部麻衣子・東京大特任助教（科学技術社会論）は「流産や体外受精の不成功を繰り返すのはつらい経験で、新しい技術に期待する個人の思いは否定できない。一方、それが望ましい出産の姿なのかを振り返る必要もあり、女性たちと接する医療者らが、多様な人が共生する社会を目指す価値を理解しておくことが求められる」と話す。

http://mainichi.jp/shimen/news/20150113ddm003040028000c.html
・Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ:＜質問なるほドリ＞リベンジポルノ法って？＝回答・松本惇（1月16日）

　◇個人的に撮影した性的画像　流出行為を処罰、削除も迅速化
　なるほドリ　リベンジポルノを規制する法律ができたんだってね。

　記者　はい。正式には「私事（しじ）性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」という名称です。リベンジポルノとは、別れた恋人などのプライベートな写真や動画をインターネットなどに流出させることです。最近、ストーカーの加害者などが嫌がらせのために画像をネット上に拡散（かくさん）させるケースが問題になっていました。自民党を中心に議員立法でまとめ、昨年１１月の参院本会議で可決、成立しました。

　Ｑ　どんなことが罰せられるの？

　Ａ　写された人が特定できる方法で、個人的に撮影した性的な画像を不特定多数に提供すると、３年以下の懲役（ちょうえき）または５０万円以下の罰金が科されます。広く拡散させる目的で、ＬＩＮＥ（ライン）などで特定の少数者に提供しても１年以下の懲役または３０万円以下の罰金になります。

　Ｑ　リベンジポルノはこれまで罰する手段がなかったのかな？

　Ａ　いいえ。児童ポルノ禁止法や刑法のわいせつ物頒布（はんぷ）罪、名誉毀損（きそん）罪などを適用して立件（りっけん）していました。ただ児童ポルノ禁止法は被害者の対象が１８歳未満に限られます。名誉毀損罪は被害者の社会的評価を低下させる恐れがあるかどうかの立証が難しく、それぞれにハードルがありました。今回の立法化でリベンジポルノという行為そのものが犯罪であることが明確になりました。

　Ｑ　容疑者を摘発しても、ネットに広がった画像を削除（さくじょ）するのは難しいよね。

　Ａ　そうなんです。問題のある画像が掲載されたサイトには警察が削除要請をする場合もありますが、海外のサイトの場合は責任者に連絡を取るのも大変で、要請しても拒否されればそれ以上の対応は無理です。仮にサイトから削除しても、画像をダウンロードした人物が別の掲示板などに載せることもあります。新しい法律ではネットのプロバイダー（接続業者）が被害者からの削除の申し出に迅速に対応できるようにしました。

　Ｑ　被害に遭わないためにはどうしたらいいの？

　Ａ　ある相談機関によれば、被害を受けた少女らの多くは安易な気持ちで撮影させたり、「彼氏に頼まれて断れなかった」と話したそうです。親しい間柄でも裸の写真は撮らせず、自分で自分を守ることが大切です。（東京社会部）

http://mainichi.jp/journalism/listening/news/20150116org00m070003000c.html
・長崎・佐世保の高１同級生殺害:「公開の裁判開いて」　被害者父が手記（1月21日）
　長崎県佐世保市の高１同級生殺害事件。被害者の女子生徒（当時１５歳）の父親は２０日、現在の心境をつづった手記を公表した。事件からもうすぐ半年たつが「娘に対してかわいそうと思う気持ちはまったく変わらない」とした上で「理不尽に娘の命を、将来を奪った罪は重大。公開の裁判を開いてもらいたい」と厳罰を求めた。

　被害者側弁護人によると、父親がＢ５判便箋３枚に記した。家族は今もカウンセリングを受けており「私自身も理由もなく不安にかられる時があります」としている。

　県教委の調査によると、少女の父親殴打事件は当時、学校側が把握しながら、父親の口止めもあり関係機関に連絡していなかった。手記は「危機感を持って対応する責務があったのではないか。警察に通報すべきだった」と指摘。県や県教委に対して「私達家族のような被害者が二度とでないようにしてほしい」と検証を訴えた。

　さらに、手記では少女が検察官送致（逆送）され、公開の刑事裁判となることを望んでいる。弁護人は「厳罰に処してほしいという思いが強いのだろう」と話した。弁護人は、検察側の捜査記録について家裁送致後、開示申請を予定している。【梅田啓祐】

http://mainichi.jp/shimen/news/20150121ddm041040133000c.html
・ＪＫリフレ:警視庁、１８歳初補導　労基法違反容疑、経営者ら逮捕　／東京（1月22日）
　メイド服を着た女子高校生に客と会話をさせたとして、警視庁少年育成課は２１日、新宿区高田馬場２のＪＫリフレ店「ハニーキャンドル」経営、有元敬博容疑者（４４）＝新宿区下落合１＝ら２人を労働基準法違反（有害業務の就業制限違反）容疑で逮捕し、１７歳と１８歳の女子高生３人を補導したと発表した。

　警視庁はＪＫビジネスの取り締まり強化を図り、これまで１８歳未満としていた補導対象を、今月から１８歳の高校生にも広げた。同庁によると、１８歳の高校生を補導したのは初めてという。

　逮捕容疑は今月４日、１８歳未満と知りながら女子高生（１７）を雇い、５０代の男性客に寄り添って会話をさせたとしている。有元容疑者らは容疑を認めているという。

　同課によると、同店は昨年５月に開業。在籍する少女約４０人のうち約半数が女子高生で、これまでに総額約７００万円の売り上げがあった。【林奈緒美】

http://mainichi.jp/area/tokyo/news/20150122ddlk13040271000c.html
・長崎・佐世保の高１同級生殺害:父殺人未遂で再逮捕　加害少女を送検（1月22日）
　長崎県佐世保市の高１同級生殺害事件で、父親＝昨年１０月に自殺＝に対する殺人未遂容疑で再逮捕された少女（１６）＝殺人容疑で逮捕、処分保留＝が２１日、長崎地検佐世保支部に送検された。少女に対する地検の勾留請求を長崎地裁佐世保支部は同日、受理した。

　少女の弁護団は「長期の拘束は少年法の趣旨から看過できない」として２０日、地裁佐世保支部に勾留請求の却下を求める意見書を提出していたが、認められなかった。【梅田啓祐】

http://mainichi.jp/shimen/news/20150122ddm041040098000c.html
・北海道・南幌の家族殺害:祖母・母刺殺、少女を医療少年院送致　札幌家裁「２人の虐待が影響」（1月22日）
　北海道南幌（なんぽろ）町の自宅で昨年１０月、祖母（当時７１歳）と母親（同４７歳）を刺殺したとして、殺人の非行内容で札幌家裁に送致された高校２年の女子生徒（１７）について、同家裁は２１日、医療少年院送致とする保護処分を決定した。決定理由で栗原壮太裁判長は「祖母と母から虐待を受けていた事実があり、非行（殺害）に至る経緯や動機に影響している」と認定。検察官送致（逆送）をして刑事責任を問うよりも、治療などによる社会適応が必要と判断した。【酒井祥宏、日下部元美】

　少年法は、故意に被害者を死亡させた１６歳以上の少年は原則、逆送すると規定。考慮すべき事情がある場合は例外的に保護処分にできるとしている。

　付添人弁護士によると、生徒は虐待により心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）になっているという。

　栗原裁判長は決定理由で、生徒には事件当時、完全に責任能力があったと認定。「原則として逆送すべき事案。結果は極めて重大で、計画性も認められる」と前置きした。そのうえで虐待が及ぼした影響を指摘し、「精神状態や年齢を考えると刑事処分は相当でなく、医療少年院に送致して治療や矯正教育で社会適応を図るべきだ」と判断した。

　付添人弁護士によると、生徒は幼少時から祖母と母親から虐待を受けていた。６歳ごろには祖母から複数回、足払いされて転び、頭に血腫ができた。

　通報を受けた岩見沢児童相談所は、児童福祉法に基づき自宅訪問や面談を重ねた。だが虐待は続き、高校入学後は、暖房設備がない自宅敷地内のログハウスで生活させられるなどしたという。南幌町に隣接する江別市の１月の最低気温の平均値は氷点下１２・３度。

　弁護士によると、生徒を調査した家裁調査官は報告書で「壮絶な虐待」と記したという。弁護士は「決定は治療を受けながら更生にもつながり、順当な判断だ」と評価した。

　決定などによると、生徒は昨年１０月１日未明、自宅で寝ていた祖母と母親の首を包丁で突き刺すなどして殺害した。

　札幌地検は鑑定留置の結果、生徒の刑事責任能力に問題はないと判断。昨年１２月２５日に家裁送致した。生徒の同級生や保護者らは、社会復帰の機会が損なわれないよう、公開で裁判を行わないことを求める嘆願書と計約１万９０００人分の署名を地検と家裁に提出していた。

http://mainichi.jp/shimen/news/20150122ddm041040082000c.html
・ニュース解説:性犯罪の罰則、進む議論　識者に聞く（1月29日）

　◇有効なのは専門治療
　性犯罪をめぐっては、厳罰化だけでは対応できないという意見もある。性犯罪者の治療を手がけている「性障害専門医療センター」の代表理事、福井裕輝医師（司法精神医学）に聞いた。

　多くの性犯罪者には性嗜好（しこう）障害やパーソナリティー障害のような精神障害があり、そうした人たちの場合、厳罰化は抑止力や再犯防止にならない。むしろ有効なのは専門治療だ。

　治療法は大きく二つある。ものの見方のゆがみを修正し、不適切な行動を起こすことを回避するための心理療法「認知行動療法」と、性欲を減退させるホルモン剤などを用いた薬物療法だ。症状の程度によって、二つの組み合わせ方を変えると効果が出やすい。性犯罪で少年院や刑務所への出入りを何度も繰り返していた男性のケースでは、治療開始から約３年が経過したが、再犯に及んでいない。

　だが、この療法は日本で医療として認められていない。一般の精神科病院で「幼児に執着があるので治したい」と訴えても、現状では追い返されてしまう。刑務所内での性犯罪者処遇プログラムもあるが、「誘惑」のない環境での治療に、社会に戻った時まで持続する効果は期待できない。

　被害者が厳罰化を求めるのは当然だが、それより前に、矯正医療や保護観察の充実、司法と医療の連携が必要だ。世界の潮流は「施設内処遇」から「社会内治療」へ変わっている。日本でも早期釈放して治療に専念させる枠組みづくりが求められている。

http://mainichi.jp/shimen/news/20150129ddm004070033000c.html
・Ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ:＜ニュース解説＞性犯罪の罰則、進む議論（1月29日）

　◇親告罪見直し、分かれる意見　厳罰化には慎重論も
　性犯罪の法定刑見直しなどを検討する法務省の有識者会議「性犯罪の罰則に関する検討会」（座長＝山口厚・早大教授）の議論が本格化している。昨年１０月以降４回の会合を開き、性犯罪被害者からのヒアリングも実施した。２００４年の刑法改正で、性犯罪の罰則が強化されて１０年余り。何が問題になっているのか、議論のポイントをまとめた。【和田武士】
◇「泣き寝入り」どう防ぐ

　大きな焦点は、被害者が泣き寝入りするケースが多いとされる現状とどう向き合うかだ。

　現行刑法は、強姦（ごうかん）罪と強制わいせつ罪は、被害者の告訴がなければ容疑者を起訴できない「親告罪」としている。法務省の資料によると、２０１３年は強姦罪の２１・８％、強制わいせつ罪の２９・０％が告訴取り下げなどで不起訴になった。一方、内閣府の１１年の調査では、回答した女性１７５１人中１３４人が性暴力を受けていたが、相談相手は友人・知人が１８・７％で最多だったのに対し、警察はわずか３・７％にとどまった。

　親告罪は（１）事実が公になると被害者に不利益をもたらす恐れがある犯罪（２）介入を極力抑えるべき親族間の犯罪−−などが対象になる。（１）には強姦罪や強制わいせつ罪のほかに名誉毀損（きそん）罪や侮辱罪があり、（２）には一定の範囲の親族間の窃盗罪や詐欺罪がある。法定刑見直しと共に、強姦罪と強制わいせつ罪を「非親告罪」にするかどうかという論点が注目される。

　「加害者を起訴すると被害者のプライバシーが侵害され、不利益を被る恐れがあるという前提に問題がある」。性暴力の被害者支援に取り組む「レイプクライシスセンターつぼみ」代表理事、望月晶子弁護士は「本来処罰されるべき犯罪を『処罰意思を明確にしないと処罰しません』というのはおかしい」と指摘する。近年は法廷で被害者の名前を伏せるなど一定の配慮がされているが、「非親告罪にするなら、今以上に被害者が安心して告訴できる制度づくりが不可欠だ」と話す。「重罪なので被害者の意思に委ねるべきではない」との考えから、強姦致死傷罪や強制わいせつ致死傷罪などが非親告罪になっている点についても、線引きがあいまいだという。

　これに対し、検討会の委員を務める日本弁護士連合会刑事弁護センター副委員長の宮田桂子弁護士は「強姦被害に遭ったことをパートナーに知られると暴力を振るわれたり、別れを切り出されたりするのではないかと心配して、伏せておきたい女性もいる。そうした選択権を奪うべきではない」と非親告罪化に慎重な立場だ。

　ある法務省幹部は「非親告罪になっても『事件化しないで』という被害者の訴えを無視して起訴するのは現実的には難しい」とみるが、性犯罪では加害者が被害者の写真や映像を撮っているケースも多い。宮田弁護士は「それらの客観証拠と自白を基に検察が加害者を起訴すれば被害が表面化する懸念がある」と指摘する。
◇社会復帰とのかねあい

　「女性の人生を狂わせるかもしれない罪より、物を取った罪の方が刑が重いのはおかしい」。検討会の開催を決めた松島みどり前法相は在任中、繰り返しそう強調した。刑法は強姦罪の法定刑を懲役３年以上とする一方、強盗罪は懲役５年以上と定めている。強姦致死傷罪が懲役５年以上か無期懲役なのに対し、強盗致傷罪は懲役６年以上か無期懲役、強盗致死罪は死刑か無期懲役。こうした点の見直しを求める発言だった。

　被害者らは厳罰化を強く望んでおり、検討会では強姦罪の法定刑の下限を強盗罪と同程度に引き上げるのか、それともさらに重くするべきかが議論される。

　ただ、委員の中には「社会復帰にブレーキがかかってしまう」と懸念する声もある。現状では「性犯罪は示談が成立すると執行猶予になることが多い」（法務省関係者）。例えば強姦は未遂だったものの被害者が軽いけがをして強姦致傷罪に問われたような事件で、示談が成立したような場合が典型的な例だ。法定刑の下限が「６年」までなら、裁判所は情状を考慮した上で判決に執行猶予をつけることができる。だが、仮に強姦致傷罪の下限を「７年」に引き上げた場合、こうしたケースでも実刑しか言い渡せなくなる。

　強盗罪も強姦罪も、罪の成立に「暴行または脅迫」が必要とする条文に変わりはない。ただ、判例上は、強盗罪は「相手方の反抗を不能にする程度」の暴行・脅迫が必要とされるのに対し、強姦罪は「相手方の反抗を著しく困難にする程度のものであれば足る」とされており、こうした考えが法定刑の差に表れているようだ。

　ただ、裁判では「被害者が抵抗しなかった」という理由で無罪が言い渡されることもある。被害者側からは「恐怖で抵抗できない」との指摘が出ており、検討会では「暴行や脅迫」という要件をどうするかも議論される。

　性犯罪の罰則見直しは、１０年に決定された政府の「第３次男女共同参画基本計画」にも盛り込まれている。検討会はさまざまな論点について議論を重ね、基本計画が期限と定めた来年度末までに結論を取りまとめる。法改正が必要となった場合は、法相の諮問機関の法制審議会が、具体的な改正内容について更に議論することになる。
◇「被害者負担、軽減を」証言女性

　強姦未遂の被害に遭った経験があり、検討会のヒアリングに応じた東京都内の４０代女性会社員が、取材に対して性犯罪の法定刑引き上げや非親告罪化の必要性を訴えた。

　女性は約４年前、屋内スポーツ施設で男に襲われた。顔を知っている程度で名前も知らない相手に、強姦を狙ったわいせつ行為や暴行を１時間繰り返された。女性の抵抗で強姦は未遂に終わった。

　事件後、警察に足を運んだ。事情聴取の際に「告訴すると大変ですがどうしますか」などと、告訴の意思を何度も確認された。女性は「やっとの思いで被害を伝えたのに、『すべて１人で背負いなさい』と言われたようで重圧に感じた」と振り返り、「そうした対応で告訴を断念する被害者がたくさんいるはず」と話す。

　仮に親告罪でないとしたら、被害を訴えれば警察にすぐに捜査してもらえるはずだ。そもそも告訴の有無で処罰されるかどうか決まるような種類の犯罪とは思えない。自分は信頼できる弁護士と出会い、捜査や裁判でサポートしてもらえたが、被害者全員がそうとは限らない。「告訴しても被害者の負担を軽減する体制づくりが必要だ」と、女性は訴える。

　加害者の男は１審で「女性が同意していると思った」と無罪を主張し、実刑判決を受けたが、２審では執行猶予が付いた。１審判決後に賠償金を支払い、２審で起訴内容を認めた点が考慮されたという。被害者参加制度を使って裁判に参加した女性は「真摯（しんし）に反省していたとは思えず、執行猶予は納得できない。お金は返しても実刑にしてほしかった」と悔しさをにじませ、法定刑引き上げの必要性を強調した。

http://mainichi.jp/journalism/listening/news/20150129org00m040009000c.html
＊産経新聞
・ネグレクトに耐え、手にした「宝物」　身勝手な父…死の間際、家族の縁感じる「別れの夢」（1月2日）
　神奈川県に住む３０代の会社員、寺田智美の朝は、決まって目の回るような忙しさから始まる。
　平成２６年１２月。空に夜の気配が残る午前５時半に起き、小学２年の長女、梓（８）と自分の弁当作りに取りかかった。アニメキャラクターをかたどる「キャラ弁」とまではいかないが、手は抜きたくない。３０代の夫の毅と梓を見送った後、自転車で次女の藍（３）を保育園まで送り届けて、ようやく出勤だ。

　努力家だが少しルーズな梓、まだトイレがうまくできない藍。手を焼くこともあるが、梓が月に３、４通くれる手紙を読むと、心がほどける。

　「ママへ。だいすき。長いきしてね」

　かつて「普通の家族」をどれほど渇望しただろう。家族を裏切った父、子供の私を放置した母…。

　智美が児童虐待の一つ、育児放棄を意味する「ネグレクト」という言葉を知ったのは、２２年７月末。大阪市で３歳の女児と１歳の男児の遺体が見つかったことを伝えるテレビニュースを目にしたことがきっかけだった。後に殺人罪で有罪が確定した２０代の母親は同年６月上旬、自宅に２人を閉じ込めて外出。２人は同月下旬に餓死した。

　「これだ」。自分もネグレクトを受けていたと、智美が認識した瞬間だった。今の家族は、置き去りにされた部屋で孤独に耐え、涙した幾つもの夜を経て、やっと手にした「宝物」だ。

普通じゃない
　父の敏夫は営業職に就いていたが、給料を酒とパチンコにつぎ込んでいた。智美が物心つく頃には、母の美幸が夜、飲食店で働き、生計を支えていた。

　智美が６歳になる頃、父に愛人がいることが分かった。父は相変わらず家に生活費を入れなかったが、母は離婚しなかった。智美の２つ上の兄、宏は知的障害者だった。「あんな父でも兄のために必要だと考えたんだと思う」。智美は当時の母の心情を推し量る。

母は父に「せめて夜だけは家にいるように」と言いつけ、夕食を作り置きしては働きに出た。しかし、父は片付けすら面倒なのか、決まって智美と兄を近くのファミリーレストランへ連れて行った。誰も手をつけない夕食はゴミ箱行きだ。
　ビールを飲む父を見ながら、智美が食べるのはいつもハンバーグ。野菜を食べることはほとんどなく、見る間に太っていった。

　智美が自分の家庭を「普通ではない」と感じるようになるまでに、そう時間はかからなかった。

　父は食事を与えてはくれたが、頭の洗い方や歯の磨き方、食生活のバランスといったことは何も教えてくれなかった。不在の母に代わり、洋服などの洗濯は父に頼むしかなかったが、放置されることもしばしばで、臭いを気にしながら同じ服を着たこともある。

　「普通の親がやってくれることを、自分の親は何もやってくれなかった」

　小学校に入学し、プールの授業を前に実施されたギョウ虫検査。同級生に配られた検査結果の用紙には黒い文字が印刷されていたが、智美だけは茶色の文字だった。「なぜだろう」。卵が検出されたのだ。

　頭髪のシラミ検査も、同級生は担任が調べるだけなのに、智美は保健室の先生に入念にチェックされ、結局、シラミが見つかった。同級生にうつしてしまい、白い粉の駆除薬をしばらく頭にかけられていた。

　「当時は幼いから、恥ずかしいという気持ちまではいたってないけど、なんで自分だけ違うんだろう、とは思っていた。今思うと、恥ずかしいですけど」

中でも、定期的に回ってくる給食当番は気が重かった。洗濯してもらえず汚れたままの白衣を見た同級生に「寺田さんに配（はい）膳（ぜん）されるのは嫌だ」と言われ、牛乳配りばかりしていた。臭くないか、不潔じゃないか。常に人の目を気にするようになった。
　小学３年の頃には歯石がたまって歯茎が腫れ、歯周病に。その後も虫歯が７本あることが分かり、現在も痛々しい治療痕が残る。

２０年ぶりの夢
　父はやがて、夜も週５日は家を抜け出し、愛人の元へ行くようになった。夜中に智美が目を覚ますと、静まり返った一軒家には兄と自分だけだ。

　幼い智美はたまらなく不安になり、夜起きては泣き出した。「大丈夫？」。異変を察した近所の人が顔を出してくれることも。「子供をほったらかして親は何してるんだ…」。そんな両親への非難も聞こえた。

　「親をかばいたいけど何も言えず耐えていた。自分が親に見捨てられているって思いたくないし、認めたくないから耐えるんです」

　小学３年で両親は離婚した。父を残し、智美は母と兄と家を出た。なんとなく、もう父と一緒に住めないことは分かっていた。最後の日の父の記憶はない。

　３年前、父方の叔父から父が亡くなったと知らされた。聞けば、離婚後に職を失い、郷里に戻った父は、晩年まで両親の介護に明け暮れていたという。

　ふびんに感じた。

ファミレスに連れて行ってくれたこと、家でともに過ごした時間…。無責任だが怒られた記憶のない父には「不思議といい記憶しか残っていない」という。その後、憎しみと愛情がないまぜとなり、多くの葛藤を抱えることになる母への思いとは対照的だ。
　実は叔父からの連絡の半年前、２０年ぶりに父の夢を見た。「智美」と自分の名を呼ぶ声は、かつての懐かしい記憶のままだった。

　「死ぬときのお別れに来たのかな。今となっては最後の日に『元気でね』と話してあげればよかった」。家族の不思議な縁を感じた。

（文中はいずれも仮名、敬称略）

　　　　　　　　　　　　　　　　　◇

　ともに過ごした月日の分だけ、涙があり、笑顔がある。家族って何だろう。人口減少社会を迎えた今、その大切さを伝えたい。時に「鎖」に縛られ、傷つきながらも、新たな「絆」を育もうとする人たち。第１部は「虐待」を乗り越えた２組の家族に焦点を当てる。

児童虐待は２３年連続で増加　７万件を突破
　児童虐待の相談件数は増加の一途をたどっている。全国の児童相談所（児相）が平成２５年度に対応した児童虐待の件数は前年度比で１０・６％増の７万３８０２件。調査を始めた２年度から２３年連続で増加しており、初めて７万件を突破した。５年前の約１・７倍、１０年前の約２・８倍と増加率も高い。

　件数は児相が１８歳未満の子供に関する被害連絡を受け「虐待」として対応したもの。社会的な関心の高まりに加え、厚生労働省が２５年、虐待を目撃したきょうだいも「心理的虐待」を受けたとして対応するよう通知したことも背景にあるが、虐待そのものも増えているとみられる。

　自治体別では大阪府が全国最多（１万７１６件）。神奈川県（９８３８件）、東京都（５４１４件）、千葉県（５３７４件）、埼玉県（５１３３件）と続いている。

ご意見・体験募集
　産経新聞社会部では、家族を取り巻く問題について、読者の方々からご意見や体験を募ります。手紙・はがきは〒１００－８０７７（住所不要）産経新聞社会部「家族」係へ。ＦＡＸは０３・３２７５・８７５０。Ｅメールはｎｅｗｓ＠ｓａｎｋｅｉ．ｃｏ．ｊｐ。

http://www.sankei.com/premium/news/150102/prm1501020028-n1.html
・母との生活…放置、束縛、そして葛藤「人生に卑下するところない」（1月3日）
　「ねえ、これってママの小さい頃？　太ってるね」
　神奈川県に住む３０代の会社員、寺田智美の長女、梓（８）が、自分と同じ小学２年の頃の智美の写真を見て、声をかけてきた。智美の母、美幸がからかうように応じた。「太ってる。太ってる」

　どこにでもある、だんらん風景のように見えるが、智美の内心は穏やかでなかった。「誰のせい？　ご飯作らなかったでしょ」。思わず母を責める言葉が口を突いて出た。美幸は黙り込んでしまった。

　智美は幼い頃、両親にネグレクト（育児放棄）された過去を持つ。２人の娘の育児と仕事。今でこそ充実した日々を送るが、時折、怒りや悲しみといった、かつてのやりきれない感情が呼び覚まされる。

　平成２６年５月、神奈川県厚木市のアパートで男児の白骨遺体が見つかった。男児は死亡当時５歳。１９年１月ごろには栄養失調で死んでいたとみられる。

　智美は気付けば市役所に電話をかけ、訴えていた。「公園でも図書館でも、この子の名前を残せないですか。生きた証しとして」。誰に知られることもなく、あまりに短い生涯を閉じた男児。母に十分な食事を用意してもらえず、一人置き去りにされた、幼く無力な自分が重なった。

全く食事作らず
　家に生活費を入れず、酒とパチンコに溺れた父、敏夫を残し、美幸と智美、２つ上の兄、宏は家を出た。智美が小学３年の時だ。

　美幸は飲食店で働いて生計の一切を担う一方、残る時間は知的障害のある宏の学校や施設へ付き添った。自然、智美は一人で過ごす時間ばかりが増えた。

　小学４年で兄が障害者施設へ入り、母と２人の生活が始まる。美幸は仕事と兄の世話にかかりきりで、智美を完全に放置するようになる。幼心にも母の忙しさは理解していたつもりだったが、当時の智美にとっては「ひどい母」だった。

育ち盛りの智美に朝食が用意されることはなく、やがて飲食店経営を始めた母は、夕食も含めて全く食事を作らなくなった。
　智美の「食事」は、母が飲食店の客からもらった菓子やケーキ。小学校高学年になると、学校の調理実習の見よう見まねでゆで卵やそうめんを作れるようになったが、それでも栄養バランスの取れた食生活にはほど遠かった。

　「心の支えになる人もいなくて、毎日、生きるのに必死だった」。当時を振り返る智美の言葉は悲痛だ。体重は高校１年で７４キロまで増えた。

　転校した小学校高学年の頃も「普通の家庭」ではないことを痛感させられる瞬間は、やはり訪れた。

　泊まりに行った同級生宅。食卓に並ぶ夕食や朝食、きちんとたたまれたパジャマ、きれいに洗われた靴…。どれも、智美の家にはなかった。洗ってもらったことなんてない黒ずんだ靴。「玄関で友人と靴を並べられるのが恥ずかしくて…。放置されているなんて言えなかった」。みじめさに耐えた。

徐々に変化した思い
　智美を放置し続けた母との関係性は、高校へ入ると束縛へと変わっていく。

　掃除、洗濯、食器洗い…。母は、手のかからなくなった娘を労働力として頼るようになった。あらゆる家事を智美が担い、土日は特段の用事がなくても一緒にいることを求められた。

かつてあれだけ家にいてほしかった母と過ごす時間は増えたが、高校生の智美にとっては「まるで使用人のように扱われている」としか受け止められなかった。「逃げたい」。「放っておいてほしい」。母への嫌悪だけが募っていった。
　だが、友人との先約があっても「スーパーに一緒に行こう」と誘う美幸の言葉にどうしても逆らえない。

　１０歳から２３歳まで続いた初日の出登山の強要も辛かった。自然に興味のない智美にとって午前２時にたたき起こされるのは苦痛でしかない。むしろ、母の様子に身勝手さが透けて見え、いらだつだけだった。

　「親に愛されたい、嫌われたくないという気持ちが残っているから、言うことを聞いてしまうんです」　　智美は今、かつての同級生宅に見たような理想の家庭を目指し、決して家事、育児の手を抜くことはない。「母のようになりたくない」という一心からだ。

　ただ、母への思いも徐々に変化しているという。

「小さいときは自分が愛される価値のない人間と認めたくなかった。高校のころは母から逃げたかった。でも、今は学校を出してもらえて感謝している。母なりに大変だったんだなと思えるようにもなった」
　恵まれた歩みばかりではなかったが、智美は今、かけがえのない家庭を築いている。「いろいろありましたが、私の人生に卑下するところは何もありません」

（文中はいずれも仮名、敬称略）

http://www.sankei.com/affairs/news/150103/afr1501030003-n1.html
・１９県市の児相、警官・ＯＢ配置せず　厚労省通知から２年半、岡山、奈良など（1月3日）
　児童相談所（児相）の設置主体となっている全国の都道府県と市計６９自治体のうち、奈良県や京都市など１９県市が、警察官や警察官ＯＢを児相に配置していないことが２日、厚生労働省や各自治体などへの取材で分かった。警察との情報共有や現場対応を強化するうえで有効として、厚労省も配置を促しているが、予算や人員確保がネックとされる。

　厚労省や各自治体によると、全国の児相に配置されている警察官とＯＢの人数は、平成２２年の４２人から、２３年が７１人▽２４年が１１３人▽２５年が１４３人－と年を追うごとに増え、２６年は１５６人に達した。

　一方、青森▽宮城▽秋田▽福島▽石川▽長野▽岐阜▽三重▽奈良▽鳥取▽島根▽岡山▽徳島▽福岡－の１４県と、仙台▽横浜▽川崎▽京都▽横須賀（神奈川県）－の５市が、２６年１２月１日時点では配置していない。

　ただ、三重県は県内５カ所の児相には配置していないものの、児相を統括する児童相談センターで２４年度からＯＢを採用。岡山県は非常勤のスーパーバイザー（監督者）にＯＢを委嘱し、助言を求めている。

　岐阜県と横浜市は２７年度の配置に向けて準備を進めているが、そのほかの自治体では具体化していない。児相職員の数を減らさず警察ＯＢを採用するには新たな予算を確保する必要があり、現職警察官の配置は県警本部の“人員削減”となるため「調整が難しい」（複数の県の担当者）という。

　警察官やＯＢの配置は、大阪市西区の２幼児放置死事件（２２年７月）で児相と警察の連携不足が指摘されたことから広まった。事件を教訓に大阪府警は同１０月、警察官２人を同市の児相に派遣。２４年には厚労省と警察庁が全国の都道府県警や自治体に警察官の派遣やＯＢの採用を促す通知・通達を出した。

　早稲田大社会安全政策研究所が２３年に全国の児相や警察本部を対象に行ったアンケートでは、配置済みの児相のうち回答を寄せた２７児相すべてが「効果があった」と答えた。具体的には「警察への連絡や相談が行いやすくなった」「調査方法や安全確認の方法で経験を生かした助言が得られる」といったメリットがあったという。

　また、厚労省の児童虐待防止のあり方を検討する専門委員会が２６年１１月にまとめた提言でも「専門的助言も得られることから効果的」とされ、同省も配置を促している。

　委員長の松原康雄明治学院大教授（児童福祉論）は、「警察は独自のノウハウを持っている。警察官らの配置は児相が新たな対応方法を学んでいく機会にもなる」と話している。

　　　◇

　児童相談所　児童福祉法に基づき、１８歳未満の子供が健やかに育ち、力を最大限に発揮できるよう支援する行政機関。児童虐待の予防や早期発見とともに一時保護によって離ればなれになった親子の再統合にも取り組む。同法などの規定で、都道府県と人口５０万人を超える指定都市、政令で定める中核市に設置が求められ、平成２６年１２月時点で全国６９自治体の計２０７カ所に設置されている。

http://www.sankei.com/west/news/150103/wst1501030038-n1.html
・隠し続けた兄の存在…「最期をみとる」覚悟を持てた心の変化（1月4日）
　「結婚しよう」
　１０年前、神奈川県に住む３０代の会社員、寺田智美に大きな転機が訪れた。職場で知り合った交際相手の毅にプロポーズされたのだ。

　幼い頃から、自分の家庭を築くことを誰よりも望んでいた。そんな智美にとって、毅からの言葉は忘れられない瞬間になるはずだった。が、喜びよりも先に脳裏をよぎったのは不安だった。「どうしよう…」

　智美は毅に、父のいない環境で育ったことだけは伝えていた。しかし、両親が離婚したことや、母の美幸からネグレクト（育児放棄）されていたことなど、まだ打ち明けていない幾つもの家庭の事情があった。

　中でも、知的障害を持つ２つ上の兄、宏の存在は、１０代後半から友人や上司にも存在自体を隠し続けてきた最大の「秘密」だった。

母に背中押され
　智美が幼い頃から、兄は独特の存在だった。ぶつぶつと意味が分からない言葉を繰り返し、嫌なことがあると突然「ワーッ」と大声を上げた。手を落ち着きなく上下に動かし、しきりに拍手をする。夜はあまり眠らず、何かつぶやいたり、テレビゲームに没頭したりする姿を覚えている。

智美の父、敏夫は家族４人で暮らしていた頃から家に生活費を入れなかったため、家計を担っていた母は、飲食店での仕事で家を空けていた。智美には母親らしいことはほとんどしてくれなかったが、決められた生活でなければパニックに陥ってしまう兄のことには、人が変わったように関係機関への相談などに奔走していた。
　事実、兄に関する相談のため、母は兄と智美を連れて月に数回、児童相談所を訪れたが、家に不在がちで智美に十分な食事さえ準備できていないことは、一言も口にしなかった。

　「母はそういう状況になっていることを人に言うのは恥ずかしいことだと感じていたんだと思う。兄に関してはなりふり構わないのに。兄にばかり構っていてずるいと思っていた」

　智美は思わず母に「普通の家に生まれたかった」と感情をぶつけたことがある。返事はなかった。

　智美が小学３年のときに両親が離婚すると、母は女手一つで子供２人を育てようとした。だが、やはり負担が大きく、半年で断念した。兄はそれ以来、障害者施設に入っている。

　智美はやがて兄の存在自体を隠すようになり、毅にも「兄弟はいない」と説明していた。そんなときの、毅からのプロポーズ。「隠し通せない。でも、言ったら結婚できないかもしれない…」

悩む間にも、毅の両親にあいさつに行くことになるなど、結婚話が進んでいく。焦りを募らせる智美に「言った方がいい」と背中を押してくれたのは母だった。思い切って両親の離婚のこと、兄のことを一気に打ち開けると、毅の返答は「なんだ、そんなことだったの」。毅の両親も受け入れてくれた。
理解を生かして
　施設に入る兄と最近会ったのは約１年前。母にも「年に１回は会いに行って」と頼まれている。

　兄は体調の良い時は智美の娘に興味を示し、「よろしく、よろしく」と繰り返すが、無視することもある。かつて「何でいるんだろう」と疎ましく思った兄の存在だが、次第に受け入れ、周囲にも話せるようになった。

　時には「実はうちも…」と家族に障害者がいることを打ち明けられることも。かつての自分と同じような境遇の人たちがいることを知った。３０代になった今は「障害者の家族の気持ちを自分は誰よりも分かると思う。これを生かしていきたい」と前向きに捉え、職場でも障害者をサポートする役割に手を挙げた。

智美は言う。「障害は特別なことではない。どういう症状かを知れば、障害者は怖い存在ではないことが分かるはず。職場などで受け入れることが、障害者への理解につながるのでは」
　兄にばかり愛情を注いだかに見えた母も、もう６０代と高齢だ。「母が死んだら、兄の身内は私だけ。兄の最期をみとるのは私しかいない」。そんな覚悟を持てるようになった。

（文中はいずれも仮名、敬称略）

　■被虐待者は乳幼児４割超　虐待者は実母が突出

　厚生労働省が集計している児童相談所による虐待対応件数は、被虐待者の対象を「１８歳未満」としている。厚労省が被虐待者を「０～３歳未満」「３歳～学齢前」「小学生」「中学生」「高校生・その他」の５つに区分して集計したところ、平成２５年度で最も多かったのは小学生で、２万６０４９件（約３５％）だった。

　これに、３歳～学齢前の１万７４７６件（約２４％）、０歳～３歳未満の１万３９１７件（約１９％）が続く。学齢前の乳幼児を合計すると、全体の４割超に上った。

　一方、虐待した側をみると、実母が４万９５件（約５４％）で最多。実父（２万３５５８件、約３２％）の約１・７倍だった。また、実母が再婚した相手や内縁の夫などを含めた「実父以外の父」も４７２７件（約６％）と一定の割合を占めている。

　■ご意見・体験募集

　産経新聞社会部では、家族を取り巻く問題について、読者の方々からご意見や体験を募ります。手紙・はがきは〒１００－８０７７（住所不要）産経新聞社会部「家族」係へ。ＦＡＸは０３・３２７５・８７５０。Ｅメールはｎｅｗｓ＠ｓａｎｋｅｉ．ｃｏ．ｊｐ。

http://www.sankei.com/premium/news/150104/prm1501040027-n1.html
・「生きづらい」世の中を変えよう　「どんなふうに」　これからも考え続ける(1月7日)
　【まぜこぜエクスプレス】Ｖｏｌ．３８
　ふだんなかなか目にすることが少ないマイノリティーに関する情報を届けてきた「まぜこぜエクスプレス」。２回にわたってこれまでのことを振り返り、新しい年にやるべきことを考えてみる。１回目は、取材で浮かび上がってきたキーワード「生きづらさ」について。

　自分らしく生きられない
　果たして今の時代、「生きづらい」と感じていない人などいるのだろうか？

　私が「生きづらい」と感じ始めたのは１０代半ばだったように思う。円満な家庭のどこにでもいる高校生。「フツウ」なのだから恵まれているのだろう、満足して感謝しながら生きていかなくてはと漠然と考えていた。と同時に、私はワタシを生きていないとも感じていた。１６歳から１８歳までの記憶がスッポリ抜けていることが、「解離」によるものと知り、自分をごまかすことに限界を感じた３０代にカウンセリングを受けた。生き直しを始める第一歩は、生きづらさを表現することだった。その頃から他者の生きづらさへの探求心がムクムクとし始め、仲間だらけだとわかった。

　けれども、ラテンアメリカなどの映画を配給している長年の親友、比嘉セツさんから「生きづらい」という言葉が出たのは意外だった（２０１４年６月１１日掲載）。彼女は「映画の仕事をするのは、日本に住んでいると私が生きづらくてしかたないから」と言った。「好きなことしかしない」と話す彼女でさえ、今の日本は自分らしく自由に生きていけない場所なのだと改めて実感した。
　そして、海外で恵まれない子供たちの支援をしている２人が、口をそろえて「日本が豊かな国だとは思えない」と言ったことも印象的だった。

　ガーナで教育支援などを行ってきた「ｅｎｉｊｅ（エニジェ）」代表の矢野ディビットさんは、「ガーナは物質的な問題があるが、日本も幸せな国だとは思えない」と言った（２０１４年７月２日掲載）。実際、日本は１９９８年から１５年以上、自殺者が約３万人もいる。

　紛争の絶えないフィリピンのミンダナオ島で活動する「ミンダナオ子ども図書館（ＭＣＬ）」の松居友さんは、過酷でつらい環境に置かれたミンダナオの子供たちだが、助け合って暮らしているので、「自殺する子はいない」と言う（２０１４年６月１８日掲載）。ミンダナオの子供たちに「日本では孤独で自殺する人がいる」と教えると、「豊かな国なのになぜ？」と不思議がるのだと話してくれた。「友情が人を支える」という友さんの言葉が深く心に残っている。

広がるピアサポート
　一方で、生きづらさから脱却するための「ピアサポート（自助活動）」の輪が広がっている。「苦しんでいる人の力になりたい」と立ち上がったのは、みんな壮絶な体験を経て生き抜いてきたサバイバーたちだ。

　病気や障がいを自慢できる強者が集結したパフォーマンス集団「こわれものの祭典」を主宰する月乃光司さんは、「生きづらさを抱えている人の居場所として、きっかけづくりがしたい」とその動機を語ってくれた（２０１４年１０月１５日掲載）。１５歳くらいから対人恐怖で人と話すのが怖くなったという月乃さんは、生きづらさから逃れるためにアルコール依存症になった過去がある。

　渋谷区神宮前に「カラフルステーション」をオープンした杉山文野さんも、「さまざまな人が集まるフラットなコミュニティーをつくっていくことが自分の役割だと思っている」と意欲的だった（２０１４年６月４日掲載）。トランスジェンダーとして、「自分は何者なのか」「どう生きるのか」と悩み続けた文野さんだからこそ、「多様な個性の人たちを受け入れる懐の深い街をつくっていきたい」という、その思いは強い。カラフルステーションはＬＧＢＴのみならずたくさんの人たちが集う居心地のいい空間として、街に定着してきている。

レズビアンを公表したアクティビストの東小雪さんは、強烈な不安にさいなまれ、薬依存や自殺未遂などを繰り返してきた。カウンセリングで過去を見つめ直し、実父から性的虐待を受けていた記憶を取り戻す。その体験をつづった『なかったことにしたくない』を出版。「同じ体験をしている人に、被害を受けたあなたが悪いんじゃない、と伝えていきたい」と語ってくれた（２０１４年９月３日掲載）。パートナーの増原裕子さんとともに、オンラインで仲間と交流できる会員制コミュニケーションサロン「こゆひろサロン」も立ち上げた。
　「生きづらさ」の取材は正直重い。時には、聞いた言葉から数日抜け出せないこともあった。だが、その中に毎回発見がある。希望や勇気がある。生きづらさと向き合っている人は強い。強い人は優しい。優しい人は共に生きることを知っている。だから居心地がいい。ビバ！　生きづらさを生き抜いてきた仲間たち。生きづらい世の中をどう生き抜くのか、どんなふうに変えていけるのか、これからも考えていきたい。（女優、一般社団法人「Ｇｅｔ　ｉｎ　ｔｏｕｃｈ」代表　東ちづる／ＳＡＮＫＥＩ　ＥＸＰＲＥＳＳ）

http://www.sankei.com/life/news/150107/lif1501070035-n1.html
・「狭い世界…許す以外なかった」　２０年前の光景　今もフラッシュバック（1月11日）
　九州地方に住む大学生、加藤奈緒子（２２）が今の恋人と交際を始め、１年がたつ。１つ年下だが、３人兄弟の長男で弟の面倒をみてきたためか、一人っ子の奈緒子には兄のように頼れる存在だ。体調を崩しがちな奈緒子が連絡すると、心配してすぐ家に駆けつけてくれる。

　「この人とならやっていけるかもしれない」。初めて結婚を意識した相手だ。

　温和な彼だが、その言葉がときに奈緒子の「傷」に触れることがある。

　「なんでシーツきれいにしないの？」。ふいに彼に聞かれた。詰問されたわけではないのに、奈緒子の体は固まる。声も出せない。彼の前でただ泣き続けた。

　「昔、言われた言葉にいまも恐怖を感じるんです。説明するにも、当時を思い出さなきゃいけない。落ち込んで、考え込んで…」

　２０年前の光景が、フラッシュバックするのだ。

　それは突然、始まった。

いきなり頭に拳
　奈緒子がまだ２歳の春。花冷えのする寒い夜だった。６畳間１室の自宅マンションの玄関先で、母の由美（４５）に正座するよう言われた。「住所と電話番号を覚えなさい」。母の言葉を反復しようとするが、２歳の奈緒子はうまく言えない。「なんで覚えきれないの！　なんで！」。いきなり頭に拳が飛んできた。母が２回、トイレに行ったのを覚えているから、暗唱できるまで１時間以上は続いただろう。母は鬼のような形相だった。

　この日を境に母は変わった。奈緒子がお茶をこぼしたり、字を書き間違えたりするたび、髪をつかまれて引きずられ、殴られた。奈緒子は３つの言葉を繰り返した。ごめんなさい。許してください。もうしません－。それでも「何かほかに言うことないの！」と取り付く島はなかった

しばらくすると、はっと何かに気づいたように体の力が抜け、座り込む。そして「ごめんね」と奈緒子を抱きしめるのが常だった。「終わったという安心と、次の暴力が必ずあるという怖さの両方がありました。でも、すべてが母と私だけの『狭い世界』で成立していたから、許す以外なかったんです」
　幼い奈緒子は何をするにも失敗しないように、家でも気を張って過ごすようになった。

外に助け求める
　奈緒子に父の記憶はない。生まれて３カ月で両親は離婚。母は日中、奈緒子を保育園に預けて販売員として働き、生計を立てていた。奈緒子は２歳まで、母と２人で親戚宅の近くに住んでいたが、母が自立を望み、引っ越したという。暴力が始まったのは、その頃だった。

　小学校に入学後のある日、母に殴られ、右手の小指の爪が割れた。このとき奈緒子は初めて「外の世界」に助けを求める。母の前で、学校に提出する日記に「暴力」を書いた。母は無言だった。翌日、奈緒子が学校から帰宅すると、母に「どうだった？」と聞かれた。「あなたは施設に行かされるかもしれないと言われたこともある。母は手をあげる自分が嫌で、誰かに見つかり、私と離れ、解放されたかったのではないでしょうか」

日記を読んだはずの担任の先生は何の反応も示さなかった。奈緒子は再び「狭い世界」に戻る。母に殴られそうになったら、自分で自分の頭を殴るようになった。そうすることで、自分の体を、心を、守った。
穏やかな表情も
　暴力は奈緒子が小学３年生の頃、やんだ。母が精神科に通いはじめ、体力的にきつい仕事から転職したことが契機だった。

　奈緒子は２年前、大学入学と同時に母の元を離れ、１人暮らしを始めた。母とは３カ月に１度ほど会う。母を責めるような気がするので、虐待の「傷」を母に話すことはない。

　２２歳。母が自分を産んだ年になり、奈緒子はいま、「本当は自分のことだけでも手いっぱいだっただろう」と当時の母の境遇をおもんばかることができる。手をあげた母と、いまの母は「別の人間」だと思う。

　「やっぱり私のお母さんはこの人なんだ」。母への穏やかな感情が、少しずつだが、芽生え始めている。

（文中はいずれも仮名、敬称略）

http://www.sankei.com/premium/news/150111/prm1501110018-n1.html
・「１０代少女と遊びたいなら長野。捕まらないから」建前論では性被害食い止められぬ…“淫行処罰規定”なし、長野県が上げた重い腰（1月12日）
　全国の都道府県で唯一、淫行処罰規定を含む青少年健全育成条例を制定せずに子供たちの健全育成に取り組んできた長野県が、条例制定をめぐる議論で今、揺れに揺れている。インターネットが急速に普及し、子供たちが出会い系サイトやＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）にアクセスすることが日常化し、大人からの性被害に遭うケースが急増しているためだ。これに危機感を抱いた同県の阿部守一知事は、条例のモデルを作成したうえで、議論を前に進めたい考えだ。一方、従来通り条例には頼らずに健全育成運動で対応すべきだとする地元紙・信濃毎日新聞や県弁護士会などは、条例制定反対を主張。一般の県民の間でも意見は賛否両論真っ二つに割れている。
■条例拒み続けた風土
　長野県が青少年健全育成条例を制定してこなかったのは、県民総ぐるみの運動で子供たちの健やかな成長を見守るとしてきた伝統があるからだ。「脱ダム宣言」などで県政を混乱させた田中康夫元知事も含め、歴代知事は「青少年健全育成条例は制定しない」と明言してきた。こうした気風は、警察権力の拡大に反対する共産党県議団などにとどまらず、保守的立場をとる自民党県議団の県議の間にも根強い。条例がないことを、県政界があたかも長野県の「美徳」や「誇り」にしているかのようだ。

風向きが変わったのは、県内７７市町村で唯一、淫行処罰規定を含む青少年健全育成条例を制定した東御（とうみ）市で平成２４年、男性教諭２人が相次いで同条例違反（みだらな性行為などの禁止）容疑で逮捕される事件が起こってからだ。県警が「条例がなければ現行法だけでは摘発できなかった」との見解を示したことから、県も同様の条例を制定すべきだとの議論が巻き起こった。それまで条例制定に慎重な姿勢を示していた阿部知事も、子供を取り巻く環境の変化という現実を突きつけられ、「今の対応だけで本当にいいのか考えていく必要がある」と、条例制定も含めた対策を検討する考えを表明した。
　そして、阿部知事は２５年５月、法律やインターネット、子供の成長に関わる専門家らで構成する「子どもを性被害等から守る専門委員会」（委員長・平野吉直信州大教育学部長）を設置。子供を性被害から守るための施策の検討が始まった。

■条例制定に傾いた専門委
　あえて白紙の状態からスタートした専門委の議論は当初、条例制定に慎重な意見が多かった。しかし、県内で過去１５年間に１８歳未満人口当たりの性被害にかかわる摘発者数が３・８倍も増加し、全国平均（１・６倍強）より深刻さが際立つ実態が報告されたことや、子供たちを取り巻く現状について各種団体などから聞き取り調査を行ったことで、議論の風向きは変わっていった。

２５年１２月の第５回会合では、幼い頃に知人男性から性被害を受けた女性が報道陣に非公開で証言に立った。事務局によると、女性は「こんなことになったのはずっと自分が悪いと思い込んで、周囲に相談できないまま悩み続け、体調を崩すこともあった」と明かした。そして、委員らに対しては「子供の成長を大人が阻害しないでほしい」と訴えかけ、子供の性被害防止のための条例制定を求めたという。これを受け、専門委の議論は法的規制が必要との意見に傾いていった。
■条例制定を批判する信濃毎日新聞
　一方、専門委の議論を報じる長野県の地元紙・信濃毎日新聞は「条例化だけが先行している」「淫行処罰規定によって青少年の自由な恋愛に捜査機関が介入する可能性もある」「条例に頼らず県民運動で青少年健全育成を進めてきたこれまでの努力に逆行する」などと批判する論調を強めた。

　これに対し、専門委で証言した女性は事務局宛に反論の手紙を送付。２６年１月の第６回会合では「『条例が独り歩きしている』という報道の扱い方に、自分は何のためにあの場面で発言したのか、結果、分からずにいます」などと苦しい胸の内を吐露した女性の手紙が、事務局によって読み上げられた。

　しかし、この会合を報じた翌日付の信濃毎日新聞は、女性の手紙の内容には一切触れなかった。それどころか、「条例制定を前提とした検討の進め方は、全国で唯一、処罰で押さえ込む発想の条例を持たない長野県民の取り組みを否定することにもなる」「公権力の介入を伴う条例の制定に歩を進めている専門委の現状は危うい」などと相変わらずの主張を展開した。

県弁護士会の主張も基本的には同紙と同じだ。専門委が開いた公聴会で、県弁護士会子どもの権利委員会の上條剛弁護士は「（法規制は）児童買春禁止法や児童福祉法などで十分だ。淫行処罰の規定は曖昧で、捜査する警察のさじ加減一つで冤罪（えんざい）も生まれる」と意見陳述し、条例制定に反対した。
■建前だけでは防げない
　専門委は２６年３月、検討を行ってきた結果として、「淫行処罰に限った限定的な条例が必要」とする報告書を阿部知事に提出した。その中で、専門委は判断能力が成熟していない子供への真摯（しんし）な恋愛ではない大人の性行為は「許されざる行為」と断じた。

　また、青少年健全育成運動を中心になって進めてきた「県青少年育成県民会議」も同年４月、内部に検討チームを設置して運動の抜本的見直しに着手した。設立から４０年余りがたつ中で子供を取り巻く環境が大きく変化し、運動の形骸化が指摘されてきたためだ。約４カ月間の議論の末、検討チームも子供を大人による性被害から守るためには「（新しい県民運動と）条例との両輪の上に、県民の自主的な活動や行政的な対応が必要」として、淫行処罰規定を含む条例の制定を求める報告書を阿部知事に提出した。

　今は携帯電話やゲーム機など保護者の目が届かないところで、子供が簡単にインターネットに接続することができる時代だ。大人が悪意を隠して近づき、好奇心をくすぐって子供を思うように操ることは難しいことではない。専門委も県民会議もその現実を目の当たりにし、大人のゆがんだ欲望から無防備の子供たちを守るには、建前だけの運動では不可能なことを感じ始めたわけだ。

■大人の欲望に無防備な子供たち
２６年９月定例県議会で、山崎晃義（てるよし）県警本部長は、県警が２５年１月から２６年１０月末の間に子供の性被害１６件１９人を認知したにもかかわらず、現行法では検挙できなかったため、「行為者に対して道徳的な観点からの指導、説諭にとどめざるを得なかった」と明かした。
　インターネット上ではいま、「１０代の女の子と遊びたいなら、長野へ行けばいい。警察に捕まらないから」という趣旨の書き込みが横行しているという。「条例は未成年の真摯な恋愛に公権力が介入することを許す」という信濃毎日新聞や県弁護士会などの主張は、大人による子供の性被害が急増している実態から目を背けた議論としか言いようがない。「権力は法律を使って常に人民を抑圧する」という時代錯誤的な思考が、その根底にあるのではないだろうか。

　さらに、「恋愛なら子供の性行為も許される」という考え方も注意が必要だ。狡猾（こうかつ）な大人が精神的に未成熟な子供に「性行為のないところに恋愛はない」と言い聞かせて、新たな性被害を生みかねない危険性をはらんでいるからだ。

　刑法や児童買春・ポルノ禁止法、児童福祉法といった現行法だけで処罰するには、（１）行為者自身が被害者の年齢が１８歳未満であることを知っている（２）性行為などを行う前に金品のやり取りやその約束をしている（３）行為者が親、教員、会社の上司など被害者に対して事実上の影響力（支配性）がある－という要件が立証されなければならない。

つまり、淫行処罰規定を含む青少年健全育成条例がなければ、これらの要件を立証できない子供の性被害は防止できないのだ。その手立てを持たない長野県で、子供たちは性被害から無防備な状況に置かれている。建前の精神論で子供たちの健全育成を図れるならそれに越したことはないが、現実には子供たちが大人たちのゆがんだ性欲の対象とされているのだ。
■現実を直視した議論を
　また、子供たちの性被害と自由恋愛を同列に議論すべきではない。「自由な恋愛を守るために、性被害から子供たちを守る条例は必要ない」という主張はバランスを欠いている。自由な恋愛を守る代償として、子供たちが性被害に遭っても仕方がないと言っているようなものだ。淫行処罰の条例があっても、自由で健全な恋愛は十分成り立つ。

　幼い頃に受けた性被害は、筆舌に尽くしがたい苦悩を与え、その後の人生を左右しかねない。その重大さを考えれば、あらゆる手段を使って子供たちを性被害から守る必要性があるし、そうした仕組みを早急に構築すべきだ。

　県青少年育成県民会議常任理事として条例によらない健全育成運動の先頭に立ってきた田口敏子さんは「条例は必要ないといいたいが、今の子供たちが置かれた状況をみると、そうはいい切れない。忸怩（じくじ）たる思いだ」と語る。

　子供の性被害を防ぐには、建前の精神論や見栄（みえ）ではなく、現実を直視して具体的な対策を考える議論が必要だ。長野県には今、それが求められている。（長野支局　太田浩信）

http://www.sankei.com/premium/news/150112/prm1501120017-n1.html
・母という「他人」…原罪意識と自傷行為「私の代で絶たなきゃ」（１月12日）
　七五三、クリスマス、誕生日。九州地方に住む大学生、加藤奈緒子（２２）は「祝い事」をしてもらったことがない。正月だけは近くに住む祖母の敬子（７０）宅へ親戚で集まる習慣があったが、祖母にも「かわいがられない」と感じていた奈緒子にとって、楽しいものではなかった。
　数年前、奈緒子は母の由美（４５）とともに祖母宅で正月を過ごした。スーパーのおせちを食べ、こたつでうとうとしていると、母と祖母の小さな話し声が聞こえてきた。

　「昔は奈緒に手を出しちゃって」

　「あれは普通にあること。気にしちゃいかんよ」

　「私は悪くないよね」

　奈緒子は２歳から小学３年生まで、母の虐待を受けてきた。２人の会話は当時の話だった。祖母は奈緒子が母に殴られた場に居合わせたことがある。だが、逃げるようにその場を離れ、助けてくれなかった。「悪くないって、普通って…。じゃあ誰が悪いのよ」

　この出来事があってから、奈緒子は正月、祖母宅に行くのを避けるようになった。

母、祖母も同じ境遇
　実は、母と祖母も以前、奈緒子と同じ境遇にいた。

母から聞いた話では、祖父は祖母に厳しく、手をあげることもあった。祖母は耐えかね、母が小学生のとき家を出た。祖父の八つ当たりは母に向かう。奈緒子が母にされたように、たびたび頭を殴られていたという。
　奈緒子は「虐待の連鎖」という言葉を聞いたことがある。自分が受けた虐待は普通なのか。自分も将来、同じことをしてしまうのか。「だから、私の代で絶たなきゃと決めていたんです。結婚もしないし、家庭も持たない。子供も産まないって」

　母と奈緒子の関係は、虐待が止まって以降も良好とは言い難かった。奈緒子が小学５年生のとき、母に恋人ができた。恋人と３人での生活を送ったが、恋人は働かず母の貯金を使い込み、半年で家を出た。１００万円以上あった貯金はほとんどなくなった。

感情爆発、手首切る
　母は荒れた。仕事を辞め、生活保護を受けながらパチンコにのめり込んだ。奈緒子は母を「守らなければ」と思う半面、疎ましくもなった。「お母さん」と呼ぶこともなくなった。「母の楽しい青春を奪っているのは私ではないのか、という意識も芽生えた」と回想する。

　友人をつくるのが苦手な奈緒子は学校でも１人だった。そして中学３年生のとき、あらゆる感情が爆発する。夜、自分の部屋で手首を切った。縫合が必要なくらいに何度も、何度も。隣の部屋にいた母はテレビを見ていて気づかなかった。

奈緒子は母に手紙を書く。「生きている意味がわからない」。自傷行為も伝えた。母は昔、虐待をした後と同じように奈緒子を抱きしめた。「奈緒ちゃん、こんなにするまで…。苦しかったね」。気づいてほしくて書いた手紙なのに「知らない他人に抱きしめられているようで、気持ち悪かった」と感じた。
　２　　初めての「居場所」

　奈緒子は高校にもなじめず１カ月で辞め、定時制高校に入学する。５年かけて卒業した。この間に始めたパン店でのアルバイトで、奈緒子は初めて「居場所」を見つけた。同学年の友人が２人できた。土日に３人だけになると、人目を盗んで、パンを味見したり、コーヒーを飲んだり。「学生ってこんなに楽しいんだ、温かい場所はこんなところにあるんだ」と知った。

　一方、母の状態は変わらなかった。「精神疾患の薬でのどが渇く」と言い、朝から氷の入った袋を冷凍庫から取り出してはたたき、食べ続ける。「ガリガリ」という異様な音が一日中、嫌でも耳に入った。「もうこんなお母さんを見たくない」。大学に入学した２０歳のとき、家を出る決意をした。母からはそっけなく言われた。「私たちはちょっと離れた方がいいのよ」

逃げ出すように家を出た奈緒子だが、再び母の存在を意識することになる。平成２６年１１月、久々の母からの連絡は意外な報告だった。
　「私、子供ができたかもしれないの」（文中はいずれも仮名、敬称略）

「世代間伝達」の原因究明が必要
　自らが虐待を受けて育ち、親になったときに同様の行為をしてしまう虐待の連鎖は、虐待の「世代間伝達」とも呼ばれる。「因果関係が証明されていない上、虐待している人を全て調査することは困難」（厚生労働省）なことから統計的なデータはないが、一般的に「虐待をする親の３割程度」（同）とされる。

　一方、医師でＮＰＯ法人「子ども虐待ネグレクト防止ネットワーク」の山田不二子理事長（５４）は「自分が受けた行為が、現在では虐待に当たると認識していない親も多く、実際は相談者の大半が当てはまる」とみる。

　児童相談所では平成１６年ごろから「コモンセンス・ペアレンティング」と呼ばれる「怒鳴らない子育て」を伝えるプログラムを実施するなどしているが、山田理事長は「虐待の世代間伝達を含め、日本は児童虐待対策の歴史が浅い。より詳細なデータを取るなど要因を細かく分析し、親としての“未熟性”がどこに由来するのか、さらなる原因究明が必要」と指摘している。

http://www.sankei.com/premium/news/150112/prm1501120015-n1.html
・全国唯一、青少年健全育成条例ない長野　２５・２６年の淫行被害１６件１９人（1月14日）
全国の都道府県で唯一、未成年に対するみだらな行為（淫行）の禁止を定めた青少年健全育成条例がない長野県で、平成２５、２６年の２年間に「淫行」の被害があった１６件１９人の事例の全容が判明した。長野県警が被害者らからの相談や余罪捜査の過程で認定したもので、条例がないため行為者の検挙には至らなかった。実態が判明したことで条例制定の議論が加速しそうだ。

　同県警は事案認知後、刑法１７６条（強制わいせつ）、同１７７条（強姦）、児童買春・ポルノ禁止法、児童福祉法など現行法の適用を検討。しかし、処罰の要件である（１）行為者が被害者の年齢が１８歳未満と知っている（２）性行為などを行う前に金品のやり取りやその約束をしている（３）行為者が父親、教員、上司など被害者に対して影響力（支配性）がある－のいずれにも該当しなかったため、行為者の検挙に至らなかった。

　その後、県警は非公式に青少年育成条例で淫行を明確に定義し、処罰を規定している神奈川県などの例を参考に各事案を照合、淫行処罰の条例があれば、行為者を検挙できた事案として１６件１９人の被害を認定した。

県警が認定した事案には「県外の４０代男性が知人の娘である１７歳の女子高生をしつこく食事に誘い、その後に性交に及んだ。生徒は『知人だし断れない』と仕方なく応じたが、その後、悩んで母親に相談。警察に連絡があって発覚した」というものなどがあった。
　１６件１９人の被害者の内訳は中学生６人、高校生１１人、無職２人で、いずれも女子。被害に至る経緯ではソーシャル・ネットワーキング・サービス（ＳＮＳ）やゲームサイトなどを介した事案が１１件１４人に上り、インターネットの普及が被害増加につながっている実態が浮き彫りになっている。

　淫行条例　１８歳未満の男女との「みだらな行為」などを処罰する規定を設けた条例で、地方自治体の「青少年健全育成条例」に盛り込まれているのが一般的。東京都では違反した場合、「２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金」とし、自治体により罰則内容は異なる。

http://www.sankei.com/politics/news/150114/plt1501140012-n1.html
・校長がいじめ問題に関わるのは「人が死んだとき」　被害保護者に衝撃発言　守口市教委が厳重注意（1月16日）
　大阪府守口市の市立中学の男性校長（６０）がいじめ被害に遭った生徒の保護者に対し、校長が直接いじめ問題に関わるのは「人が死んだとき」と発言していたことが１６日、守口市教委への取材で分かった。被害生徒が自殺した場合などにのみ対応すると受け取られる内容で、市教委は「心情を理解しない不適切な発言」として厳重注意し、校長は保護者に謝罪した。

　市教委などによると、この中学で平成２５年５～６月、男子生徒が同級生から暴行を受けるなどのいじめ被害に遭った。

　生徒の母親から連絡を受けた学校側は加害生徒を指導するなどし、同年７月に学校で母親に経緯を説明。当初は担任と学年主任が応対し、校長は母親の求めに応じて途中から同席した。

　加害生徒の指導などに校長が関わっていなかったため、母親が「指導に入らないのか」と尋ねると、校長は自身が関与するのは「人が死んだり、大きなけがをしたりしたとき」などと回答。母親は「うちの子が死んだら入るということか」と抗議したという。

　校長の発言を不適切と判断した市教委は昨年９月まで３回にわたり、校長に認識を改めるよう指導し厳重注意。市内全小中の校長に「いじめ問題では被害児童・生徒や保護者のケアを最優先にするように」と通達した。

　校長は産経新聞の取材に「最初から陣頭指揮をとることはなく、自分が入るのは重大事案のときだと伝えたかったが、被害者側にショックを与えてしまい、軽率だった」と話している。

http://www.sankei.com/west/news/150116/wst1501160046-n1.html
・佐世保高１殺害事件、刑事処分相当で家裁送致へ　責任能力問題なし　長崎地検(1月16日)
長崎県佐世保市の高１女子生徒殺害事件で、長崎地検は殺人容疑で逮捕された少女（１６）を「刑事処分が相当」との意見を付け、家裁送致する方向で検討していることが１５日、捜査関係者への取材で分かった。少女の供述内容のほか、１６日に終了する検察側の精神鑑定の状況を踏まえ、刑事責任能力に問題はないとみている。

　地検は鑑定留置期限の１６日に少女の身柄を、精神鑑定を実施している医療機関から佐世保署に戻す。その後、少女の取り調べを行い、家裁送致の際に付ける意見の内容を最終判断する。

http://www.sankei.com/west/news/150116/wst1501160011-n1.html
・「殺すつもりだった」父親殺害未遂容疑で１６歳少女再逮捕へ（1月17日）
長崎県警は１７日、佐世保市の高１女子生徒への殺人容疑で逮捕した少女（１６）が、事件前に父親も金属バットで殴打して殺害しようとしたとして、殺人未遂容疑で再逮捕する方針を固めた。捜査関係者への取材で分かった。

　捜査関係者によると、少女は昨年３月２日、自宅で寝ていた父親を金属バットで殴り、頭蓋骨陥没や歯を折る重傷を負わせた疑いが持たれている。少女は取り調べに「父親を殺すつもりだった」と供述しているという。

　父親は殴打直後、周囲に「階段から落ちた」と説明する一方、少女を１人暮らしさせ、精神科に受診させていた。少女の逮捕後は県警に殴打の状況を話していたが、昨年１０月に自殺した。

　少女は今月１６日、約５カ月間に及ぶ検察側の精神鑑定を終え、県外の医療施設から佐世保署に移送された。長崎地検は鑑定の状況や供述内容から刑事責任能力に問題はないとみており、家裁送致の際には検察官送致（逆送）を求める「刑事処分相当」の意見を付ける方向で検討を進めている。

　少女は昨年７月、クラスメートの女子生徒＝当時（１５）＝を殺害した疑いで逮捕、送検された。その後、死体損壊容疑でも追送検されている。

http://www.sankei.com/west/news/150117/wst1501170035-n1.html
・「親から虐待」半数超　里子・養護施設の子供４万８千人　厚労省調査（1月17日）
　家庭の事情で児童養護施設に入所したり、里親に預けられたりした子供は平成２５年２月時点で約４万８千人で、このうち５割超が親から虐待を受けた経験があることが１６日、厚生労働省の調べで分かった。親による虐待が入所や委託の主な理由となったケースも４割近くあるなど、虐待被害の割合はいずれも前回調査（２０年）を上回り、同省家庭福祉課は「虐待の相談件数自体が増えており、施設側もきめ細やかなケアや家庭的な養育環境が必要だ」としている。
　調査は保護が必要な児童の福祉増進などを目的に原則、５年に１度行われており、児童養護施設や乳児院、里親家庭で暮らす子供などが対象。

　調査によると、施設などで暮らす子供は計４万７７７６人で、前回調査より３７８人減少。施設別では児童養護施設が２万９９７９人▽母子生活支援施設６００６人▽里親家庭４５３４人－などだった。

　このうち「虐待を受けた経験がある」と答えたのは、全体の５４・３％（前回５０・９％）にあたる２万５９４７人。児童養護施設に限定すると、５９・５％（同５３・４％）の１万７８５０人が虐待を受けており、全体の平均を上回った。

　一方、それぞれの養護問題が発生した理由について尋ねたところ、一般的に虐待とされる「両親の放任・怠惰」「養育拒否」などの合計は３７・６％（同３３・９％）。両親の精神疾患や入院、死亡のほか、破産などの経済的理由も挙げられた。

http://www.sankei.com/life/news/150116/lif1501160049-n1.html
・母と向き合う…「小さい頃の私が報われるように」（1月17日）
　「ちょっと、私の彼のことも聞いてよ」

　電話越しの声が、いつになく弾んでいる。九州地方に住む大学生、加藤奈緒子（２２）が母と別居して１人暮らしを始め、２年がたった。奈緒子が生まれて３カ月の時に離婚した母、由美（４５）に、新しい恋人ができたという。

　奈緒子が自分の交際相手のことを話そうとすると、決まって母は自分の相手の自慢話をする。娘としては違和感があったが「今は１人の人間として見てくれているのかな」と好意的に受け止めていた。

　そんな母が、平成２６年１１月のある日、こう告げてきた。

　「私、子供ができたかもしれないの」

　喜ぶべきことなのかもしれない。だが、奈緒子の頭は混乱した。

　「子供ができて、家族ができて…。あれ？　私の居場所は？」

　奈緒子は幼少期、母から虐待を受けていた。暴力は小学３年で止まったが、その「傷」は今も癒えず、別居は自らが望んだはずだった。矛盾するような感情を、奈緒子は涙しながら、こう話した。

　「小さい頃に受けた仕打ちのままの心の状態が、まだ私の中にあるんです。これまで、なんとか自分で自分を守ってきたんです。それなのに子供ができたら、私のことを忘れちゃうんじゃないか。それじゃあ、小さい頃の私が報われない」

結局、母は妊娠していなかった。母と恋人が残念がっていることが、奈緒子にはまた、辛かった。気づいたのは「やっぱり、お母さんのことが嫌いになれない。お母さんはお母さんなんだ」ということだった。
母の気遣い分かるが
　この出来事があって以来、奈緒子は再び、虐待の過去を思い出すことが増え、体調を崩しがちになった。医療機関では「ＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）」と診断された。診断結果を母には伝えていないが、母はそんな奈緒子の様子の変化を感じ、頻繁に連絡をくれるようになった。母は恋人ができたことで、精神的にも少し、余裕が出てきたようだ。

　奈緒子に対し、あまり虐待のことを話さなかった母だが、最近は違う。母はふいにこんな話をした。

　「今日ね、街で小さい子供を見かけたの。それで思ったの。奈緒子がまた小さな時代に戻って、今度こそ、ずっとかわいがって、育てていければなあって」

　そして続けた。

　「また、一緒に住まない？」

　母が自分を気遣っていることはよく分かる。だが、母の誘いにまだ、答えを出せていない。

自分の子を愛したい
　先日、母の恋人に初めて会った。物知りで優しく、母が好きになったのも理解できる。逆に、奈緒子の恋人にも、電話で母と話してもらった。

彼は「話し方がちょっと変わっているよね」と、あまりいい印象は持たなかったようだ。「彼と同じでしっかりしているであろう彼の両親が、母を、虐待を受けた私を、どう思うだろうか」という心配もある。ただ「虐待の連鎖を絶やすため、結婚はしない、家庭は持たない、子供も産まない」との思いは、いつのまにか、消えていた。
　「私がちゃんと愛されなかった分、自分の子を一生懸命、愛してあげたいんです。一緒にお料理作ったり、絵本を読み聞かせたり。写真もたくさん撮ってあげて、いつの時代も『このときは楽しかったね』って言いたいんです」

　そのためには、もう一度、母と、心の傷と、向き合わなければいけないと思う。小さい頃の自分が、今度こそ、報われるように。

（文中はいずれも仮名、敬称略）

＝おわり

http://www.sankei.com/premium/news/150117/prm1501170002-n1.html
・佐世保「高１女子生徒」殺害事件の弁護人「再逮捕なら勾留請求却下を」（1月19日）
　長崎県佐世保市の高１女子生徒殺害事件で、逮捕された少女（１６）の弁護人は１９日、市内で記者会見し、少女が再逮捕された場合、裁判所に検察側の勾留請求を却下するよう求めると明らかにした。県警は事件前に父親を金属バットで殺害しようとした殺人未遂の疑いで２０日に少女を再逮捕する方針を固めている。

　再逮捕の送検後、２０日間勾留される可能性があり、弁護人は「勾留が長くなり、少年法の趣旨からも決して看過できない」と訴えた。

　少女は昨年７月、同級生の女子生徒＝当時（１５）＝を殺害した疑いで逮捕され、その後、検察側が精神鑑定を実施。今月１６日に約５カ月に及ぶ鑑定を終え、医療機関から佐世保署に移送。捜査が再開されている。

　弁護人によると、医療機関で少女は頻繁に弁護団の他のメンバーと面会し、日頃の生活の様子を話していたという。

http://www.sankei.com/affairs/news/150119/afr1501190046-n1.html
・1月23日より、LGBTが自分らしく暮らせる社会の実現を目指し「WE BELIEVE IN LOVEキャンペーン -LGBT支援宣言-」いよいよ開始（1月23日）
株式会社ラッシュジャパン
～　日本全国から集めた賛同者の声を大阪市淀川区などの自治体に届ける　～
[画像1: http://prtimes.jp/i/6160/148/resize/d6160-148-561214-0.jpg ]

フレッシュハンドメイドコスメLUSH（ラッシュ）は、明日、2015年1月23日（金）から2月14日（土）のバレンタインデーまでの期間、日本におけるLGBT※1を含むセクシュアルマイノリティ（性的少数者）が自分らしく暮らせる社会の実現を目指し、「WE(ウィー) BELIEVE(ビリーブ) IN(イン) LOVE(ラブ)キャンペーン -LGBT支援宣言-」を実施します。同キャンペーン期間中、日本全国約140のラッシュ店舗、およびオンライン署名サイト「Change(チェンジ)．(ドット)org(オーグ)」にて、同キャンペーンへの賛同者を募ります。

その賛同の声を、現在既にLGBT支援に積極的に取り組んでいる東京都中野区や大阪市淀川区、名古屋市などの自治体へ届け、今後それらの自治体が支援事業を更に推進しやすい環境となることを目指します。

また、本キャンペーンサイトでは、女優の東 ちづる氏やタレントのはるな愛氏、駐日英国大使のティム・ヒッチンズ氏など、本キャンペーンに賛同頂いた著名人の方からの応援メッセージを順次公開いたします。

【WE BELIEVE IN LOVEキャンペーン -LGBT支援宣言-とは】
ラッシュは、2013年9月より、反同性愛法に対して抗議の声を挙げ、全世界で署名活動を実施し、700万以上の賛同の声を2013年に同法律が施行されたロシアの大使館に届けました。
ラッシュジャパンでは、同キャンペーンを継続して実施し、LGBTを含むセクシュアルマイノリティが自分らしく暮らせる社会の実現を目指し、「WE BELIEVE IN LOVEキャンペーン -LGBT支援宣言-」を実施します。

同キャンペーンでは、1月23日から2月14日のバレンタインデーまでの期間、「どんなカタチの愛も素晴らしい」をテーマに、日本全国の約140のラッシュ店舗およびオンライン署名サイト「Change．org」にて、同キャンペーンに賛同いただける市民より賛同の声を集めます。

また、キャンペーン終了後の2月15日より順次、東京都中野区、大阪市淀川区、名古屋市など、既にLGBT支援事業を積極的に展開している合計6以上の地方自治体へ賛同の声を提出する予定です。
ラッシュは、これにより、同自治体におけるLGBT支援を更に推進しやすい環境となることを願うほか、現時点で具体的な支援事業を展開していない自治体が、これら提出先の自治体をロールモデルとして捉え、今後1つでも多くのLGBT支援をコミットする自治体が増えていくことを願います。

【企業としてのLGBT支援宣言について】
ラッシュジャパンとしても「LGBT支援宣言」として、明日1月23日より、異性間の婚姻時と同様に、結婚祝い金や結婚休暇（5日間）を同性間のパートナーにも平等に与えるといった人事制度の改定や、採用ポリシーにおける差別禁止規定の制定、採用時のエントリーシートおよびWEB新規会員登録時の性別記載の変更を実施致します。
社内の各種制度を変更することで、LGBT当事者社員にとって、よりストレスの少ない職場環境を提供することで、業務に対する集中を高めるほか、社員間におけるコミュニケーションの活性化を目指すものです。
また、LGBT当事者の顧客に配慮した接客の質向上につなげることが可能となると考えます。

【特設サイトを開設】
同キャンペーンサイトでは、女優の東 ちづる氏やタレントのはるな 愛氏、駐日英国大使　ティム・ヒッチンズ氏など、本キャンペーンに賛同頂いた著名人の方からの応援メッセージを順次公開いたします。
URL: www.lushjapan.com/tag/we-believe-in-love

【国内外におけるセクシュアルマイノリティの現状】
世界におけるLGBTの現状について、2014年3月にイギリス、同年6月にアメリカの一部州などで同性婚の合法化が実現。また、同年9月、IOCは「開催都市契約に差別禁止条項」を決定するなど、この1年で世界におけるLGBTの認知拡大および法改正など様々な取り組みが施工されました。
一方、ブルネイやイスラム諸国などでは、LGBTであることが、死刑等の極刑に値するなど、世界でのLGBTに対する対応の格差が激しい状況です。

日本においては、人口の5.2％がLGBTであるとも言える調査結果（出典：電通総研「LGBT調査2012」より）もあり、日本の人口にすると約680万人（20人に1人）と、左利きやAB型の人の割合に近い値です。
日本では同性愛が犯罪にはならないものの、差別禁止法や同性間の法的保障が存在しないため、平等な権利や保障を受けにくい社会であることが想定できます。
また、自らセクシュアルマイノリティであることを公言したことがあるLGBT当事者は2割程度という調査結果もあり、そのためLGBTの存在認知自体が低く、理解されにくいことから、偏見やいじめ、ひいては自殺にまで及ぶケースがあると言われています。
このような背景から、大阪市淀川区は、2013年に「LGBT支援宣言」をし、行政として対応可能な支援施策を実施、また東京都中野区や名古屋市をはじめとする一部行政も、LGBTを対象とした様々な支援施策を実施しています。

※１　LGBTとは：　L（レズビアン）、G（ゲイ）、B（バイセクシュアル）、T（トランスジェンダー）の略で、セクシュアルマイノリティ（性的少数者）を指す。

「WE BELIEVE IN LOVEキャンペーン -LGBT支援宣言-」概要
キャンペーン名： WE BELIEVE IN LOVEキャンペーン -LGBT支援宣言-
キャンペーン期間： 2015年1月23日（金）～2月14日（土）
キャンペーン概要： 1月23日（金）～

・ 　店舗にてキャンペーン賛同者の声募集
⇒　店内設置の宣言ボードにハートを書いてもらい、「ハート＝賛同」としてカウント
・ Change.orgで賛同者署名収集
・ ハート型の商品や形を手に取ってSNSでシェア
⇒　様々な形のハートや愛のカタチを写真に撮りFacebookやTwitterでシェアしてもらう
・　　社内人事制度改定

2月11日（水・祝）
・　店舗でのバレンタイン限定バスボム製造体験（全店一斉開催予定）

2月15日以降
・　賛同者の声を行政に提出【提出先予定】　北海道札幌市、東京都中野区・豊島区、名古屋市、大阪市淀川区、沖縄県那覇市、など

キャンペーンサイト： www.lushjapan.com/tag/we-believe-in-love
各界の著名人をはじめとする、同キャンペーンへの応援メッセージも順次掲載予定。（以下一部抜粋）

【女優・一般社団法人Get in touch代表　　東ちづる氏】
オランダでレズビアンとゲイカップルの結婚式に参列しました。
お互いを信頼し、リスペクトし、愛し合うふたり。そして、心から祝福する家族、親戚、友人、ご近所さん。
とてもナチュラルなことでした。

人はみなハッピーになりたい。ハッピーになるために生きている。

生きたいように生きてこそハッピー。どの地でも、だれでも、何があっても、人のハッピーを否定することはできないはずです。そんなシンプルなことに早く気づこう。気づいたら、変化しよう。恐れることなんて何もないのですから。

【駐日英国大使　　ティム・ヒッチンズ氏】
駐日英国大使のTim Hitchensです。駐日英国大使館ではさまざまな分野で人権の向上に取り組んでいますが、その一つがLGBTの平等です。英国のLGBTの方々の生活は、この2～30年で大きく様変わりしました。
かつての英国社会は、あまりオープンでなく、寛容的でなかった時代もありましたが、2014年の3月末には、EnglandとWalesで、同姓婚が合法化されました。これは、英国が、尊厳・寛容性・平等価値を尊重し続ける国家であることの証です。多くのLGBTのcoupleが愛の誓いを交わす姿は、本当に感動的です。
東京の英国大使館では昨年4月に東京レインボープライドにブース参加し、Love is GREATキャンペーンを実施して、多くのLGBT当事者やサポーターの方々にご参加いただきました。
そして婚姻法の改正を受けて、これまでに英国籍の方を含む2組の同性婚の婚姻登録と1組の市民パートナーシップから婚姻への変更登録を東京にて行いました。英国大使館はラッシュジャパンWe believe in loveキャンペーンに賛同しています。I believe in love.

【東 小雪氏＆増原 裕子氏】
本当に好きな人と結婚できる幸せ。
日本ではまだ、同性婚が法制化されていません。それでも私たちは結婚式を挙げて家族になりました。日本のディズニーでは初めてとなった私たちの同性結婚式、きっかけは1本の電話でした。「同性カップルの私たちも結婚式できますか？」今まで色々なことをあきらめてきた。同性愛者だから。
でも、今度だけはあきらめてしまわないで、本当によかった。
これからも、あきらめないで、前を向いて歩いていきたい。

大切な家族のため。大切なパートナーのため。大切な友だちのため。
大切な職場の同僚のため。そして、自分のため。できることを、できる範囲で。

その積み重ねでこれまでも社会は変わってきたし、これからも、社会を変えていける。愛に性別は関係ない。多様なセクシュアリティを受け入れ合い、支え合える豊かな社会になってほしいと心から願っています。We believe in love.

http://www.sankei.com/economy/news/150123/prl1501230067-n1.html
・生徒の頬を平手でたたく　体罰で中学教諭戒告　宮崎県教委
　宮崎県教育委員会は２３日、男子生徒の頬を平手でたたくなどの体罰を加えたとして同県日南市立中の男性教諭（４２）を戒告の懲戒処分にした。生徒にけがはないという。

　県教委によると、教諭は男子生徒の所属する運動部の顧問。平成２５年１０月に教室内で中学１年だった生徒の頬を２０回たたき、中学２年の２６年９月には試合中に平手で頬を３回、１０月は練習中に平手で頬を３回、足で腹を３回蹴った。この日、副顧問の指摘で体罰が発覚し、教諭は顧問を外れた。

　生徒は２年から主将になっており、教諭は県教委に「部活動への意欲が感じられず、リーダシップを取ってほしいと思った」と体罰の理由を説明しているという。

http://www.sankei.com/west/news/150123/wst1501230056-n1.html
・大韓航空「ナッツ・リターン事件」で注目される「アンガー・マネジメント＝怒りの制御」　適切に怒るためにはどうするか
　自身が副社長を務めていた大韓航空の機内で、客室乗務員のナッツの出し方に怒りを爆発させ、離陸直前の旅客機から客室責任者を降ろしたとして、航空保安法違反などの罪で起訴された趙顕娥（チョ・ヒョナ）被告（４０）。彼女のように、一瞬の怒りで人生が暗転するような事態は、できれば避けたい。日本のビジネス社会では近年、自分の怒りの感情をコントロールする「アンガー・マネジメント」という手法が注目されている。「ナッツ・リターン問題」を反面教師に、怒りを制御し、本来の目的を達成するために必要なビジネススキルについて考える。

「怒りの感情を晴らそうとしたのが間違い」
　これまでの報道によると、趙前副社長はニューヨークの空港の自社機内で、客室乗務員のナッツの出し方が気に入らないとの理由で、約２０分間にわたり客室責任者と女性乗務員に暴言や暴力を加え、さらに権限がないのに旅客機を引き返させ、責任者を機内から降ろしたとされる。

　そんな趙前副社長の行動について、一般社団法人「日本アンガーマネジメント協会」代表理事の安藤俊介氏（４３）は、「自分の怒りの感情を晴らそうとしたのが間違い」と指摘する。その上で、趙前副社長がとるべき行動として「上司として、次からどうしてほしいのか伝えればよかった」と分析する。

安藤氏が研究する「アンガー・マネジメント」とは、怒りやいらだち（アンガー）などの感情を衝動にまかせて爆発させるのではなく、自分自身でコントロールして、上手につきあうための心理教育だ。１９７０年代、米国でドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）や差別の被害者向けケアプログラムとして用いられたのが始まりとされる。
　安藤氏は、趙前副社長の今回の行動について、ニューヨーク滞在中に不快なことやよくないことが重なり、「心の中のコップ」にネガティブ（否定的）な感情がいっぱいになり、ナッツの出し方をきっかけに爆発してしまったのではないか、と分析。「同じことがあっても、心のコップに余裕があればこのような大事にはならなかっただろう」と語る。

記念スイカ騒動、小学校時代の恨みで元同級生切りつけも同根？
　怒りを爆発させて問題となることは、趙前副社長の件だけにとどまらない。

　昨年１２月２０日、ＪＲ東日本が東京駅で売り出した「東京駅開業１００周年記念Ｓｕｉｃａ（スイカ）」に購入希望者が殺到し、販売中止になった問題。安藤氏は、一部の購入希望者が駅員に怒声を浴びせた行為もまた、感情が爆発してしまった一例だったとする。

　安藤氏は「人は、怒りをぶつけても大丈夫な相手に対して怒りを爆発させる。駅員が言い返してこないことを前提に怒鳴り散らしているのは明白で、どんな事情があれ、最善の方法ではない」と断じる。怒りの感情は、力の強い人から弱い人へ、立場の強い人から弱い人へと向かい、知らず知らずに人は怒りの連鎖の中に取り込まれてしまうという。

また、広島の高３の男子生徒（１８）が昨年１２月２３日、元同級生ら３人を切りつけ、重軽傷を負わせた事件についても、安藤氏はアンガー・マネジメントの観点から分析。男子生徒は「小学校時代に盗まれたカネを取り返しに行った」と供述したとされるが、安藤氏は、「怒りの感情はそれだけ長い間持続することもあるし、その間に時間軸が分からなくなってしまうこともある」と説明する。また、時間がたっても怒りの感情が消えないだけでなく、次第に憎しみや憎悪に変化していくなど、こじれていくケースも多いという。
語彙不足で行動がエスカレートするケースも
　平成１０年ごろから、感情が高ぶり、理性がきかなくなり暴力行為に走る「キレる子供たち」が社会問題化した。文部科学省の２５年度の調査によると、小学生の暴力行為が１万８９６件で、調査開始以降初めて１万件を超え過去最多となるなど、現在も「キレる」行為は増加している。

　「ふつう」「やばい」「キレる」－。安藤氏は、「この３種類の言葉しか持っていない子供が目立つ」と指摘する。腹が立つ▽憤る▽鬱憤がたまる▽むしゃくしゃする▽眉間にしわを寄せる－など、怒りを表す言葉は決して少なくないが、語彙が少ないため、自分の感情を段階的に正確に把握することができず、ちょっとしたことでも「キレた」と最高潮の怒りに達していると錯覚し、言葉につられて行動が過激化すると分析する

また、大人の社会でもパワーハラスメント（パワハラ）やいじめが社会問題化している。厚生労働省の２４年の調査では、過去３年間にパワハラを受けたことがあると回答した人は２５・３％で、パワハラを見たり、相談を受けたりしたことがあると回答した人は２８・２％に上った。
　子供も大人も、社会全体がイライラしていることが浮かび上がった。

ピークは最初の６秒、ぐっと我慢して冷静に
　では、どうやって怒りと向き合えばいいのか。安藤氏は「人間の怒りのピークは最初の６秒間といわれている。深呼吸をしたり、頭の中で数を数えたりしてみてほしい」とアドバイスする。ピークを過ぎれば、少なくとも衝動的な行為によって大きな代償を支払うことは防げる。

また、大人の社会でもパワーハラスメント（パワハラ）やいじめが社会問題化している。厚生労働省の２４年の調査では、過去３年間にパワハラを受けたことがあると回答した人は２５・３％で、パワハラを見たり、相談を受けたりしたことがあると回答した人は２８・２％に上った。
　子供も大人も、社会全体がイライラしていることが浮かび上がった。

ピークは最初の６秒、ぐっと我慢して冷静に
　では、どうやって怒りと向き合えばいいのか。安藤氏は「人間の怒りのピークは最初の６秒間といわれている。深呼吸をしたり、頭の中で数を数えたりしてみてほしい」とアドバイスする。ピークを過ぎれば、少なくとも衝動的な行為によって大きな代償を支払うことは防げる。

http://www.sankei.com/life/news/150123/lif1501230001-n1.html
・小学校の男性講師、男児８人にセクハラ　堺市教委が懲戒免職処分（1月24日）
　堺市教委は２３日、男子児童８人にズボンをずらして下腹部を触るなどのセクシュアル・ハラスメント行為を繰り返したとして、南区の市立小学校の男性講師（２４）を懲戒免職処分にした。講師は性的興味を否認し、「最初に児童から遊び半分で触られコミュニケーションのつもりでやっていたが、エスカレートしてしまった」と反省しているという。

　市教委によると、講師は昨年４月から４年生の担任となり、５月ごろから１１月初旬までの間、休み時間の教室やグラウンドで男児８人に計約３０回、ズボンの上から下腹部を触ったりズボンをずらして触ったりした。「チューしたろか」など性的な発言をしたり男児を自分の膝の上に座らせたりしたこともあったという。

　大半の児童は遊び半分に受け止めていたが、一部の児童が保護者に話して発覚した。市教委はズボンをずらして触った行為を「わいせつ行為の可能性はあるが、全体でみるとセクハラ行為だった」としている。

http://www.sankei.com/region/news/150124/rgn1501240025-n1.html
・スマホ利用のルール決めよう　南あわじ市など小中学生に６カ条　兵庫（1月30日）
　南あわじ市と同市連合ＰＴＡなどは２９日、子供のスマートフォンやゲーム機の使用について「午後９時以降は使用しません」など家庭内のルール作りを提案し、市内の小中学生の保護者に啓発チラシを配布すると発表した。淡路島内でこうしたルール作りを行うのは初めて。
　同市の連合ＰＴＡ、教育委員会、南あわじ署などが「スマホ・ネットセーフティ推進委員会」を作って協議し、「大切にしよう　時間と自分と友達を！！」をスローガンに「午後９時以降は使用しません」「『フィルタリング』をします」「友達の悪口・個人情報・写真を載せません」を基本３カ条に設定した。

　さらに各家庭ごとのルール３つを加えた６カ条を決め、子供と約束してもらう。家庭内ルールの例として「利用時間を決める」「ネットで知り合った人と会わない」「ルールを守らなかったら一定期間使わない」などを挙げている。啓発用チラシ４千部を２月に保護者に配布、広報誌に掲載するほか、小中学校にパンフレットを配布する。

　推進委員会によると、同市内の中学生の４～６割、小学校高学年の２割程度がスマホなどを持っているという。これまで事件、事故につながるトラブルは起きていないが、深夜まで使用して睡眠不足になるなどの問題はあるという。無料通信アプリ「ＬＩＮＥ（ライン）」などで校区を越えてやりとりをしているため、市内共通ルール作りを求める声が保護者からあったという。連合ＰＴＡの細川大三郎会長（５０）は「これをきっかけに家族で話し合いの機会を作り、自主的にルールを作ることで守っていきやすくなる」と期待を寄せた。

http://www.sankei.com/region/news/150130/rgn1501300039-n1.html
＊読売新聞
・（１１）不登校の子　受け皿増える（1月1日）
　２００６年開校のEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(しりつ),私立)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps8 \o\ad(\s\up 9(ひびき),日々輝)学園高校は全国から生徒を募集し、リポートの添削や面接指導（スクーリング）を通じて教育する広域通信制高校だ。構造改革特区で株式会社が設立したが、１３年、学校法人に移行。栃木県塩谷町の本校のほか、学習施設が宇都宮市と埼玉県、神奈川県に計５か所ある。当初約４００人だった生徒数は約１４００人に増えた。その６割が中学校までに不登校を経験している。

　昨年１２月中旬、本校で餅つき大会が開かれた。「ヨイショ！」。掛け声に合わせて、生徒がきねを頭上から一気に振り下ろし、約５０人が餅をほおばった。もち米は本校周辺の水田で、生徒が作った。本校には農園と林計１万４０００平方メートルもあり、果物や野菜を栽培。他の施設の生徒も年に数回、本校で活動する。

　EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps8 \o\ad(\s\up 11(おぐら),小椋)龍郎・理事長兼校長（５６）は「中学校で学校行事や部活動にも参加していない生徒が多いので、生活体験を積ませ、生徒同士の人間関係も深めたい。将来、自立して生きていける力をつける」と狙いを説明する。

　通信制は柔軟に登校日数を定められるため、週１、３、５日登校コースを独自に設け、生徒が通いやすいように工夫。授業は中学１年の復習から始め、理解度に応じて学習の遅れを取り戻す。進学や就職に向け、英語や情報処理などの課外講座も今年度から実施している。

　２年男子（１７）は中学１年でいじめられ、一時期不登校になった。同校入学後は１年生で週３日、今年度は５日通学し、「仲間もでき、楽しい」。中学時代不登校が続いた３年女子（１８）は「ここでは一人ひとりに合った教え方をしてくれる」と話し、保育士を目指す。

　広域通信制高校は１０年間で倍増し、現在は８９校。文部科学省は昨年度の調査で、一部の高校で生徒の提出リポートに解説をしないなど、教育が不十分なケースが見つかったとして、管轄する自治体に注意を促した。

　ＮＰＯ法人不登校情報センターの松田武己理事長（６９）は「不登校経験者には学び直せる多様な受け皿が必要。通信制の利点を生かした教育を進めてほしい」と語った。（石塚公康）
高校進学率は改善
　文部科学省の学校基本調査によると、年間３０日以上欠席した中学生が全体に占める割合は２０１３年度、６年ぶりに上昇。小学生も２年ぶりに増えた。人数は計約１２万人。一方、受け皿の整備が進んだことで、同省の調査で０６年度に不登校だった中３生を追跡したところ、高校進学率が８５％と、前回調査の１９９３年度の６５％より大幅に改善した。

　「教育ルネサンス」では、「検証　特区の学校」（２００７年１２月）、「不登校と向き合う」（１３年４～５月）などで不登校経験者を対象とした学校を紹介した。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20141225-OYT8T50017.html
・ネット利用で三つのルール…深谷市教委（1月1日）
　埼玉県深谷市教委は、市内の小中学生がスマートフォンなどで安全にインターネットを使うためのルール「安心ふっかネット」を定めた。

　インターネットが関係するいじめやトラブルを未然に防ぐことが目的で、ＰＴＡや教師、各中学校の生徒会長らがそれぞれ議論するなどしてまとめた。

　ルールは、〈１〉有害サイトを見られなくする「フィルタリング」を必ず設定する〈２〉長時間、夜遅くまで使用しない〈３〉困ったら友達や大人に相談する――の三つ。各学校でルールに基づいた指導を行うほか、保護者向けに文書での周知も予定している。同市教委は「ネットワーク社会を正しく生き抜けるように、子どもたちを支援したい」としている。

　市教委によると、同市の携帯電話所持率は、小学６年で３８％（県平均４７％）、中学２年は４６％（同６４％）とやや低め。しかし、市内でも、無料通話アプリ「ＬＩＮＥ」によるトラブルが確認されていることなどから、学校、家庭、地域が一体となってルールを決めることにしたという。

http://www.yomiuri.co.jp/teen/news/20141231-OYT8T50052.html
・長男暴行で父を一転起訴…次女傷害容疑事件受け（1月8日）
　兵庫県加古川市で２０１３年４月、生後間もない長男を床に投げつけたとして、神戸地検姫路支部は７日、同県姫路市勝原区の会社員柳大亮容疑者（２３）を暴行罪で６日に起訴したと明らかにした。同支部は同年７月、長男への傷害容疑で逮捕された柳容疑者を不起訴（起訴猶予）としていたが、昨年１２月、次女への傷害容疑で県警に再び逮捕されたのを受け、再捜査の必要性があるとして一転、起訴した。

　起訴状では、柳容疑者は１３年４月、当時の加古川市内の自宅で、生後２週間の長男を床に投げつけたとされる。長男は脳挫傷と診断され、県警は１３年７月、柳容疑者を傷害容疑で逮捕したが、同支部は起訴猶予とし、釈放。柳容疑者は容疑を認めていたという。

　柳容疑者は昨年８月頃、家族と姫路市に転居し、長男は同年１１月に死亡。たんを喉に詰まらせたことによる窒息死とされる。遺体に暴行の形跡はなかったが、１３年の事件で、長男にはたんがのみ込みにくくなるなどの後遺症があり、同支部は今後、１３年の暴行と死亡との因果関係も調べる。

　一方、昨年１２月中旬、柳容疑者は、自宅で生後２か月の次女の頭を握りつぶすように強くつかんだなどとして傷害容疑で逮捕された。容疑を認め、「泣きやまないのでやった」と供述。次女は一時、意識不明になったが、意識を取り戻し、命に別条はないという。

　同支部は、次女に対する事件の発生や、その捜査過程で長男の死亡を把握し、再捜査が必要と判断。６日、次女への傷害容疑を処分保留として継続捜査するとともに、長男に対する暴行罪での起訴を明らかにしたが、起訴内容などは一切公表せず、７日、改めて説明した。阪井博・同支部長は「次女への暴行が疑われる事件の発生を受けて長男に対する暴行罪で起訴した。１３年の不起訴については、（当時支部におらず）コメントする立場にない」と話した。

児相は「虐待の恐れなし」と判断
　長男に対する事件について兵庫県中央こども家庭センター（明石市）は１３年４月、搬送先の病院からの通報で把握、家庭訪問などを始めた。同年７月の柳容疑者の不起訴は報道で知ったというが、その後も面談などを重ね、虐待の恐れがなくなったと判断していた。

　姫路市への転居後は、県姫路こども家庭センター（姫路市）が対応を継続し、虐待の兆候は見られなかったというが、昨年１２月、病院からの連絡で次女への虐待の疑いを把握。柳容疑者や妻は聞き取りに対し、「けがの理由はわからない」と答えたという。長女には虐待の形跡はなかった。

　宮田徳三・同センター所長は「虐待はないと考えていたが、次女がけがを負った事実を重く受けとめ、対応を検証する」と話した。

　一方、児童虐待事件が不起訴となった場合、再発を防止するため、昨年、法務省は、捜査情報を積極的に児童相談所に提供し、共有するよう全国の検察に指示。厚生労働省も、児童相談所側から検察に情報を求めるよう全国の関係自治体に通知している。

http://www.yomiuri.co.jp/osaka/news/20150108-OYO1T50007.html
・虐待通報８割夜間集中…警察と児相の連携強化へ（1月9日）
　児童虐待の対応件数が全国最多の大阪府で、１１０番などで府警に寄せられる通報の８割以上が、夜間の当直時間帯に集中していることが、府警少年課への取材でわかった。夜間はほかの犯罪も多発し、虐待対応の専門知識のある捜査員も手薄になることから、府警と府は、警察と児童相談所（児相）の夜間の連携強化について検討を始めた。

　厚生労働省によると、市民や警察、病院などから通告を受け、府内の児相が対応した虐待事案の件数は２０１３年度、全国最多の１万７１６件。

　府警によると、府警への通報も、１４年は１１月末時点で約３８００件で、０９年の５倍に達した。８２％の約３１００件は、警察署が当直時間帯となる午後６時～午前９時に集中。うち半数は、ひったくりや路上わいせつ事件など街頭犯罪が多発する午後９時～午前３時の通報だった。

　府警では、すべての虐待通報に対し、最寄りの警察署の署員が出動。内規では、専門知識を持つ少年係の署員が出向くことになっているが、ほかの事件捜査に追われて人手が足らず、専門知識のない交番勤務員などが臨場している。

　現場では、事件性はなくても、親の精神状態が不安定に見えるなど、虐待リスクが高いとみられることも目立つという。こうした場合でも、夜間は児相職員がすぐに出動できないケースも多く、署員が対応に苦慮しているのが現状という。

　府によると、府内（大阪、堺両市を除く）に６か所ある児相では、昼間は計７２人が通告に応じ、原則全件で現場に向かう。しかし、夜間の担当は３人だけで、午後９時半までは中央子ども家庭センター（寝屋川市）で、以降は自宅で対応。現場に赴くのは、「緊急性が高い」と判断した場合に限られている。

　こうしたことから、府警は１２月中旬、府に対し、連携しやすくなるよう児相の夜間態勢の拡充を申し入れた。府は「児相も慢性的な人員不足にあるが、対応を検討したい」としている。

　児相の夜間態勢の薄さについては、これまでも問題になっている。

　大阪市では、１０年に幼児２人が餓死した事件で、市こども相談センター（児相）に夜間、虐待を疑う通報があったが、即応できなかったことを教訓に、児童福祉司を２４時間常駐させる全国初の取り組みをスタート。翌年には警察官ＯＢを採用し、宿直を２人に増やしている。

http://www.yomiuri.co.jp/osaka/news/20150109-OYO1T50000.html
・「お前が踊れんとが悪かろがー」…女子生徒自殺（1月15日）
２０１３年４月に熊本県内の県立高校３年の女子生徒（当時１７歳）が自殺した問題で、県の第三者調査委員会（委員長＝古賀倫嗣・熊本大教授）は１５日、「いじめが自殺の要因の一つになったと考えられる」とする報告書を蒲島郁夫知事に提出した。

県は同日、遺族に報告書を渡し、内容を説明する。

　報告書の概要によると、女子生徒は１３年４月、自宅で首をつって自殺。携帯電話のメモには「つらい学校生活を送っていた」「皆の言葉が痛い、視線が痛い」「消えたい」など遺書を思わせる文言が残されていた。

　女子生徒が自殺する前、この高校では１３年５月の体育大会に向け、上手な生徒がほかの生徒に指導する形でダンスの自主練習が行われていた。女子生徒はうまく踊れず、指導役の生徒から厳しい言葉をかけられていた。

　調査委は、〈１〉「全然踊れていない」とみんなの前で言われた〈２〉「顔がキモイ、動きが鈍い」といった言葉を投げかけられた〈３〉泣き出すと「お前が踊れんとが悪かろがー」と言われた〈４〉踊れない姿を携帯電話の動画で撮影され、「マジうける」と笑われた――など９項目をいじめと認定。そのうえで、「自尊感情が低下し、強い孤立・孤独感、つらい状況への絶望的な気持ちなどが重なり、死の選択につながった」と結論づけた。

http://www.yomiuri.co.jp/national/20150115-OYT1T50117.html?from=ytop_top
・（２）はじめに子どもありき…１５年目の転機（1月16日）
　サッカーやバレーボールでボールをつなぐように、子どもたちが言葉をつなぐ――。

　埼玉県所沢市立和田小学校の藤田恵子教諭（４８）が目指す授業だ。

「言ってみない？」以外、ほとんど話さない授業

　昨年１２月中旬にあった２年生の国語の授業では、若者と白馬の友情を描いた、モンゴルの物語「スーホの白い馬」を読んだ。児童が提案したテーマ「大切な白馬が死んでしまった悲しみを、スーホが乗り越えられた訳」について話し合った。

　「白馬はスーホとずっと一緒にいたかったから、死んだ後の夢で、自分の骨や皮とかを使って楽器を作って、と言ったんだと思う」「スーホは楽器があることで、白馬がいる気がした」

　発言するのは児童たちで、藤田教諭は、迷っている子に「言ってみない？　誰かが必ずつなげてくれるよ」と後押しをする以外、ほとんど話さない。それぞれが話し合いを経て考えた理由をまとめ、授業は終わった。

「子どもの何を見ていたのですか」

　教師になってしばらくは、覚えるべきポイントを簡潔に示し、飽きさせないのがいい授業だと思っていた。転機は１５年目。校長から研究主任を任され、東京学芸大の平野朝久教授（６３）の本「はじめに子どもありき」を紹介された。

　子どもは本来、学ぶ意欲を持っており、教師の役割は指示して学ばせるのではなく、支援することだと書かれていた。「理想論よね」と言う同僚もいたが、２年間かけて授業づくりに取り組んだ。２００５年２月、平野教授らが参観する中、４年生の国語の授業を行った。「ごんぎつね」について、ぽんぽんと児童に質問を投げかけ、全員に発言させた。

　「子どもの意欲を伸ばす授業になった」。自信があったが、平野教授からは「せわしない授業でした。子どもの何を見ていたのですか」と問われた。

　頭をがつんと殴られたようだった。子どもを見るとはどういうことなのか。同年４月から１年間、県教委による研修制度を利用して平野研究室の研究員になり、全国の１００近くの授業を見学した。泊まりがけも多かったが、会社員の夫（４８）が、小学生だった子ども２人の世話を引き受けてくれた。

「どの子も問いに立ち向かう力がある」

　教師の視点だと、指導案通りの授業になったかが気になるが、子どもを観察すると、担任の意図とは別のところでワクワクする様子がわかった。「今までなら叱っていたような子も含め、どの子も問いに立ち向かう力がある」と思うようになった。

　教室に戻ってからは、国語や生活科などの授業を児童同士の話し合いを中心に展開。自分の意見をまとめる力がつくだけでなく、他の児童の発言を聞くことで、発想や思考が広がる。児童にも「いっぱい意見が出て、いろいろわかる」と好評だ。

　そんな授業での教師の役割を、藤田教諭はこう考えている。「子どもを信じて、一緒に授業を創り、その力を引き出す。学びのパートナー」

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20150109-OYT8T50005.html
・「ヘイトスピーチ、許さない。」ポスターで訴え（1月17日）
　法務省は、差別をあおるヘイトスピーチ（憎悪表現）の防止を訴えるポスターを作製した。

　黄色地に黒文字で「ヘイトスピーチ、許さない。」と大書したデザインで、来週以降、１万６０００枚を公共機関などに掲示する。同省がヘイトスピーチ防止のポスターを作製するのは初めて。上川法相は１６日の閣議後の記者会見で「（ヘイトスピーチは）差別意識を生じさせかねない。あってはならない」と強調した。

http://www.yomiuri.co.jp/politics/20150117-OYT1T50007.html?from=ytop_ylist
・（４）院内学級、先生は道化師「笑顔取り戻して」（1月21日）
　背広のポケットにしのばせた真っ赤な丸いスポンジを鼻に付けると、道化師のとぼけた表情になった。

　昨年１２月中旬、東京都品川区の昭和大学病院内にある区立清水台小・院内学級。EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(そえじま),副島)

EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps10 \o\ad(\s\up 11(まさかず),賢和)さん（４８）の姿に、子どもたちが笑顔を浮かべ、名前にちなんで「ソエジー」と呼びかけた。

　昨春まで８年間、院内学級の担任を務め、同大准教授になった今も、週３日は足を運ぶ。入院中の児童４、５人に勉強を教えたり、一緒にゲームを楽しんだりしている。

かつては熱血教師…闘病で「病院でも幸せになれる」

　かつては、小学校の熱血教師だった。休日には子どもたちを引き連れて隣の小学校に出かけ、サッカーの対抗戦に汗を流した。だが、２９歳の時、病気で肺の一部を失い、激しい運動ができなくなった。「もう子どもたちと一緒に走れない」と落ち込んだ。

　その後、高校生になっていた教え子が亡くなった。病状が急に悪化し、見舞いにも行けなかった。「病室でどんなふうに過ごしていたのだろう」。心が痛み、闘病中に知った長期入院の子どもたちが頭をよぎった。「退院すれば幸せになるのだからと安易に考えていたが、病院の中だって幸せになる方法はあるはず」。院内学級への異動を希望した。

　平日の４コマの授業を受け持ったが、子どもたちはなかなか打ち解けてくれない。病気やけがへの不安を抱え、思うように勉強もできず、自信を失っているようだった。「笑顔を取り戻してほしい」と病院で活動するホスピタル・クラウン（道化師）の研修を受けた。

わざと間違え…「失敗してもいい」

　授業では、自分の失敗をあえて見せるようにした。時には漢字の書き順をわざと間違える。子どもから突っ込まれると、「ごめん。よく教えてくれたね」と辞書を手にとる。「失敗してもいい」とわかれば安心し、自分でもやってみようという気持ちになれるからだ。

　教室には、握りずしや菓子など、子どもたちがカラフルな紙粘土で作った「どうしても食べたいもの」が並ぶ。「病気で食べられないつらさ、悲しさ、怒りを表に出すことで、次に向かうエネルギーに変えてほしい」と願う。

　様々な病気で入退院を繰り返す子どもが多く、学級の顔ぶれは頻繁に変わる。６回入院し、今は大学に通う女子学生（２０）は「そっと、でも、しっかりと私たちを見ていてくれた。先生の前だと、病気の不安や将来への恐れもなぜか言えて、友達に会ってみよう、とか思えた。勇気をもらった気がする」。

　子どもたちから「魔法使いみたい」と言われる副島さん。本人は「不思議な力を持っているのは子どもたちの方。教師にできるのは、心の蓋を取り除くきっかけをつくり、そばにいることだけ」と話した。

http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/renai/20150114-OYT8T50008.html

・母と祖母殺害少女「虐待動機に」…医療少年院へ（1月21日）
　北海道空知郡の住宅で母親（当時４７歳）と祖母（当時７１歳）が包丁で殺害された事件で、札幌家裁は２１日、殺人の非行事実で送致されていた三女（１７）について、医療少年院送致とする保護処分を決定した。

　栗原壮太裁判長は「祖母及び母から虐待を受け、そのことが非行に至る経緯及び動機に影響しており、治療及び矯正教育を施すべき」とした。

　決定によると、三女は昨年１０月１日午前０時半頃、空知郡の自宅で、就寝中の母親の首を包丁で複数回刺して殺害。別の部屋で寝ていた祖母も首や背中を多数回刺すなどして殺害した。

　少年法では故意に人を死亡させた満１６歳以上の少年については原則、検察官送致（逆送）と定めているが、栗原裁判長は「精神状態や年齢などを考慮すると、刑事処分は相当でない」とした。

http://www.yomiuri.co.jp/national/20150121-OYT1T50062.html
・親から虐待…子どもシェルター次々開設（1月21日）
新潟市の「子どもシェルターぽると」室内の食卓の様子。子どもが落ち着けるように、普通の家庭と同じような食器やテーブルが置かれている（「子どもセンターぽると」提供）

　虐待などを受け、家にいられない子どもが緊急避難的に生活できる「子どもシェルター」の開設が相次いでいる。

　昨年１２月には新潟市と千葉市に開設され、全国で計１２か所となった。１０代後半の利用が多く、児童虐待や、子どもを育てる余裕のない家庭の増加が背景にある。

　新潟市に昨年１２月できた「子どもシェルターぽると」は、１０代後半の女性が対象の定員６人のシェルター。ＮＰＯ法人「子どもセンターぽると」が開設した。

　また、千葉市にも昨年１２月、子どもシェルター「はるつげ荘」ができた。１５～１９歳の女性が主な対象で定員は６人。ＮＰＯ法人「子どもセンターEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps24 \o\ad(\s\up 11(ほまれ),帆希)」が開設し、開設と同時に１人が入所した。

　虐待などを受け、家にいられなくなった１０代女性の場合、出会った男性宅で生活して性犯罪の被害に遭ったり、風俗産業で働くようになったりする恐れがあり、緊急避難的に生活できる場所の必要性が高い。「子どもセンター帆希」理事長の金子重紀さんは「経済的に困窮して子どもを育てられない家庭が増え、子どもシェルターの重要性は年々増している」と話す。

◎
　既存の制度で保護されない子どもの生活場所を作ろうと、弁護士らが２００４年、日本初のシェルター「カリヨン子どもの家」を東京に開設。子どもシェルター全国ネットワーク会議によると、現在は神奈川や京都など１２か所にある。子どもの代理人となる弁護士がＮＰＯを作り、運営するシェルターがほとんどだ。

　家庭で生活できない子どもを一時的に保護する施設には、児童相談所の「一時保護所」があるが、満員状態が続き、入所できないこともある。また、１８歳未満しか原則入所できないため、１８、１９歳の子どもは一時保護所を利用できない。未成年のため、自分でアパートの入居契約を結ぶこともできず、生活する場所を確保するのが難しかった。

　子どもの話を聞いた児童相談所が「自宅に帰せない」と判断し、子どもの保護をシェルターに委託する形が多い。国や自治体が委託費を出すために利用は無料で、宿直の職員もいる。２か月ほどのうちに、若者が自立を目指して暮らす「自立援助ホーム」に入所するなどして退所する。

◎
　子どもシェルターの開設が相次いでいる背景には、児童虐待が増えていることがある。全国の児童相談所が１３年度に対応した虐待件数は、それまでで最悪の７万３０００件だった。

　シェルターは、虐待を受けた子どもにとって最後のよりどころだ。「カリヨン子どもの家」で、１９歳の時に１か月間生活した女性（２８）は「シェルターに逃げ込んだ日から人生が始まった」と振り返る。

　高校中退後、母親の虐待に耐えられずに児童相談所に電話で相談すると、返ってきたのは「助けてあげたいけど適当な施設がない」。

　その後、知人がインターネットで「カリヨン子どもの家」を見つけ、弁護士に連絡してくれて入所できた。自立援助ホームに移ってアルバイトで学費をため、大学に進学。現在は会社員として働く。

　シェルターに詳しい明治学院大教授の松原康雄さん（児童福祉論）は、「親に虐待されて家に居場所がなくなった１０代後半の思春期の子どもにとって、初めて信頼できる大人に出会い、落ち着いて将来を考えられるようになるシェルターは重要。また、自立のために、シェルターを退所後、働きながら生活できる施設をもっと増やすなどの支援も大切だ」と話している。（吉田尚大）

http://www.yomiuri.co.jp/komachi/childcare/cnews/20150114-OYT8T50131.html
・心に傷　学校へ行けない（1月23日）

いじめきっかけ　外出が怖く
　「クラスでいじめにあった。もう行きたくない」

　当時高校１年だった男子生徒が母親に心情を明かしたのは、不登校になって１か月もたってからだった。家族から「どうして行けないの」と聞かれ続けても打ち明けなかったが、心配のあまり毎日のように理由を尋ねてくる母親に、それ以上隠し続けることはできなかった。

　「メールの返信がなかった」というささいな理由でクラスメートたちに嫌がらせを受け、大きな精神的ショックを受けたことが原因だった。中心となっていた生徒も、その親もいじめを認めた。学校は「次にやったら退学」と相手側に言うほど厳しく対応してくれたが、それで男子生徒の心が癒えるわけではなかった。

　心療内科では病名はつかなかったものの、人間不信になり、外に出るのが怖くなった。特に気になるのは、いじめた生徒たちと重なって見える同世代。服や本などの買い物のためたまに外へ出たが、深くフードをかぶり、マスクをした。夏場はかえって目立つが、周囲から自分を隠さなければいられなかった。

　中学まではほとんど休むことがなかっただけに、家族の動揺は大きかった。いじめが原因とはいえ、しばらくすると母親からは「どうして行けないの」と問いつめられたし、父親からは手を上げられそうになったこともある。

　担任は「クラスの雰囲気は変わったからおいで」と声をかけてくれたが、行く気にはなれなかった。結局、２年生に進級する春に学校をやめ、別の単位制高校に１年生として入り直した。

　転校しても皆勤とはいかず、行けたり行けなかったりする日々が続いている。今年は冬休み明けから昼夜が逆転し、朝になっても起きられず、学校にも行けていない。家族から声をかけられたり、周囲の動きを意識したりしてしまう昼間に起きているのがつらいという。

　学校に行かなければならないことなど、自分が一番わかっているのに――。しかし、そこから抜け出す意識はきちんと持っている。今、１８歳の高校２年生。「成人式のときに、まだ高校生なのはいやだな」。家族も今は、焦らずに見守ってくれている。このまま高校を卒業すれば、「目標」に間に合う。もがきながらも、前に進もうとしている。

■中学生　全国より高い割合

　県教育委員会の「児童生徒の問題行動調査」によると、公立学校で昨年度不登校だったのは小学校で３５９人（前年度比６６人増）、中学校で１６４８人（５９人増）だった。子ども１００人当たりの割合は小学校で０・３４人、中学校で３・０４人。ここ５年、小学校は全国平均並みだが、中学校は全国平均より高い割合が続いている。高校は、全日制で４６８人（６０人減）で、割合は１・２７人だった。

　ある教育関係者によると、欠席日数３０日以上の子どもについて、「不登校」とするか、ほかの「家庭の理由」「その他」などとするかは学校側の判断だという。

　この関係者は「栃木の先生はまじめで、少しでも不登校の疑いがあればそう分類する。それが栃木の数字が高い一因ではないか」とみる。

　県教委がここ数年、不登校対応で念頭に置いているのが、早期対応の重要性だ。不登校は休む期間が長引くほど、学校に出てくるのが難しくなる。少しでも早く来られるよう、学校へ「３日連続で休んだら家庭訪問を」と指導する。

　県内で不登校の指導を担当する職員は、不登校対策には〈１〉家庭から学校へ押し出す力〈２〉学校が引っ張る力〈３〉本人のエネルギー――の三つが必要だとした上で、「父母で抱え込んでしまったり、『学校なんて行かなくていい』と考えたりする家庭が増えているように感じる。学校も全力を尽くすが、親・家庭の協力がなければ前進は難しい」と頭を悩ませる。

◎文部科学省による不登校の定義

　「１年間に３０日以上欠席した児童生徒のうち、何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的背景により登校しない、あるいはしたくともできない状況にある者（ただし、病気や経済的理由をのぞく）」

毎月２回発行されている「Ｆｏｎｔｅ」

■専門の新聞ＮＰＯが発行

　不登校に関する情報や話題を集めた専門の新聞がある。ＮＰＯ法人「全国不登校新聞社」（東京都）が発行する「Ｆｏｎｔｅ」だ。

　内容は不登校関連のニュースや当事者・親の手記、教育関係者のインタビューなど。各地の「親の会」の情報も載っている。１９９８年に「不登校新聞」として発行し、２００４年に「Ｆｏｎｔｅ」（ラテン語で「源流から」）に変更。１３年にはウェブ版も始めた。

　紙版、ウェブ版とも月２回発行で月額８２０円。問い合わせは同社（０３・５９６３・５５２６）へ。

http://www.yomiuri.co.jp/local/tochigi/feature/CO013131/20150123-OYTAT50001.html
・安易なネット利用危険（1月25日）
◇リベンジポルノ被害増大

若い女性が犯罪などに巻き込まれるのを防ごうと、県男女共同参画センターは２４日、鳥取市尚徳町のとりぎん文化会館で県民向けのネット犯罪に関するセミナーを開いた。ふられた腹いせに、元交際相手の性的画像などを流出させ、不特定多数の人が閲覧できる状態にする「リベンジ（復讐）ポルノ」について専門家が説明、安易なネット利用について警鐘を鳴らした。（北瀬太一、古賀愛子）

　ネットコンサルタントの岡本真さん（４１）は、２０１３年に東京都三鷹市で元交際相手を殺害した男が、写真をネット上に公開したことを例に挙げて、「『セカンドレイプ』と呼ばれていて、拡散した写真は、女性が亡くなった後も尊厳を傷つける」と話した。

　岡本さんは、最近のネット環境について説明。誰でも手軽に写真を投稿できる「フェイスブック」などの交流サイトについて「設定によっては、誰でも自由に閲覧でき、（位置情報から投稿者の）居場所を特定することができる」と、安易な行為で犯罪に巻き込まれる可能性を指摘した。

　また、県警少年課の仲山彰裕課長補佐は、犯罪の未然防止策として、親が子どものネット利用時間などを管理、制限する「ペアレンタルコントロール」の重要性を説いた。

　◆県内で逮捕者　処罰法成立

「リベンジポルノ」は、スマートフォンやＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の普及に伴い、誰でも比較的容易に画像をネット上に公開できるようになったこともあり、全国的に問題化している。

　県内では昨年７月、元交際相手の裸の画像とともに「たくさんの人にこの画像を全部知られるようにするから」などの文言を送信したとして、３０歳代のギニア人の男が脅迫の疑いで逮捕された。

　被害の増大を受け、昨年１１月には「リベンジポルノ被害防止法」が成立、最高で「懲役３年以下」の罰則が設けられた。

　また画像の公開を口実に復縁、その他の行為を迫った場合などに刑法の強要罪や脅迫罪に問われたり、画像の公開により名誉毀損罪、わいせつ図画陳列罪などに問われたりする可能性もある。

　今回、セミナーを企画した県男女共同参画センターの担当者は「リベンジポルノは、都市部、地方の関係なく起こりうる。交際中に安易に写真を撮ってしまうという実態もあるが、『互いを大事にする』ということを、男女ともにしっかり考えてほしい」と話す。

http://www.yomiuri.co.jp/local/tottori/news/20150124-OYTNT50067.html
・親同士悩み共有　孤立防ぐ（1月26日）
　「自分の子が不登校って、最初は受け止められない。学校に行かせたくて必死で……」。口々に自分の悩みや子どもの現状を話し合っていた。

　昨年１１月中旬、宇都宮大で開かれた「不登校について学び・つながる会」。参加者９人は全員女性で、ほとんどが不登校の子どもを持つ保護者だ。

　教育学部の川原誠司准教授が主催している会で、今年が３年目。保護者や教育関係者ら十数人を集め、月に１回程度集まる。この日のテーマは「学校との関係」。参加者には学校関係者もいるため保護者の口は重かったが、徐々に議論は活発化した。

　ある母親は「子どもの言い分を先生が全然聞いてくれなかった。先生たちの話だけで話し合いが終わった気がする」と明かし、別の母親も「（学校は）児童サポートセンターに行き、次に学校というのが望ましいと考えているよう。でも、子どもは『サポセン行けるなら学校行けるよ』と言っている」と、考え方がずれていることを指摘した。

　学校との連携がうまくいくかは、「先生による」とする意見が多かった。小学生の不登校児を持つ母親は、中学年までの担任は認識と理解が足りなかったが、５年生での担任は親や子どもの側に立っており、信頼関係があるとした。別の母親も「スクールカウンセラーは子どもとの相性次第」と話し、ほかの参加者らも大きくうなずいていた。

　休憩時間には、少しうち解けた参加者らがぽつぽつと言葉を交わしていた。「不登校って、自分の子育てを否定されたような気がしますよね」と１人がこぼすと、「親も（学校に）行くのがつらい。すみません、すみませんって、頭を下げてばかりで……」「子も親も学校も、誰も悪くないのに」。こぼれる不安は尽きなかった。

◆宇大で会合　心の負担軽く

　川原准教授は会の最後、「連携のためには、『ちゃんとして』などでなく『これして』『これはやめて』と具体的に求めるのが大事」とアドバイスした。

　川原准教授は「ほぼ、不登校の本人には会えないから、外部と話すのは親、特に母親。自分を責めているし、子を周囲からかばうあまり、家庭で孤立してしまっていることもある」と語る。会は同じ境遇の人たちと語り合うことで、親の心的負担を少しでも軽くしようと開いている。

　「不登校対応は『心のストレッチ』だと思います。どこが痛いのか聞きながら、少しずつ解きほぐす。そのためには親の前向きな協力が必要なんです」

◆センターに相談予想の倍

昨秋開所ポラリス

　昨年１０月に開所した「県子ども若者・ひきこもり総合相談センター」（愛称・ポラリス☆とちぎ）も、相談に来た親たちのケアを重視している。開所時は１か月で１００件の相談を想定していたが、３か月でその２倍近い５６３件もの相談があり、相談員らは需要の大きさを感じている。

　ポラリスは引きこもりやニート、不登校など、さまざまな困難を抱えた子どもやその保護者らの相談に総合的に応じる施設だ。県若年者支援機構が運営しており、愛称には「北極星（ポラリス）のようにいつも同じ場所にあり、道に迷った人を導く場所になるように」との願いが込められている。相談を受けるのは９人で、ほかに臨時で臨床心理士３人も対応する。

　相談は親や祖父母から電話で入ることが多いが、相談員はなるべく直接の来所を促す。来るのが難しければ訪問する。隅節子センター長は「相談者に心を楽にしてもらうにあたり、直接会わないと行き違いが生じることがあるし、思いも伝わりにくい」と話す。

◇自分責めないで　　まず伝える　

まず伝えるのは、「自分を責めないで」というメッセージだ。その上で相談に応じ、必要に応じてハローワークや行政、医療機関、ＮＰＯなどと連携する。まだ設立して３か月で、解決事例はないが、隅センター長は「話を聞き、目の前のことから一つずつやっていきたい。問題が長期化する前に来てほしい」と呼びかけている。

　開所日は火～土曜の午前１０時から午後７時。相談は無料で１回１時間、要予約。電話は０２８・６４３・３４２２、メールはsoudan@polaris-t.net

◆「子ども自身を見てあげて」 親の会講演会

「子どもには、身を守るために登校しない権利がある」と話す奥地理事長

　不登校・引きこもりの子を持つ県内の親たちによる「栃木登校拒否を考える会」の設立３０周年記念講演会が２５日、栃木市旭町の市厚生センターで開かれ、約５０人が参加した。

　フリースクール「東京シューレ」の奥地圭子理事長が、自身の息子が不登校になったときの体験や、日本で不登校問題がどう扱われてきたかを紹介。個人相談の時間や質疑応答の時間も設けられた。

　奥地理事長は、近年子どもを不必要に医療機関にかける「過剰医療」の傾向があると指摘し、「背景には医療産業の存在がある。昼夜逆転（くらい）で入院させるなんて、おかしいと思う」と持論を展開した。そして、「親が専門家に頼り、自分で丸ごと子どもと向き合わないことと関連している。子ども自身を見てあげて」と訴えた。

　同会は１９８５年に設立され、親たちの悩みを共有する受け皿としての機能を果たしてきた。３月８日にも、長く会で活動してきた母親による講演会を開く。問い合わせは、石林正男事務局長（０２８２・２３・２２９０）へ。

http://www.yomiuri.co.jp/local/tochigi/feature/CO013131/20150126-OYTAT50000.html
＊日本経済新聞

・子どもは社会の宝　少子化対策、意識改革がカギ （1月1日）
出口治明・ライフネット生命保険会長兼ＣＥＯ 
安倍晋三首相は昨年12月の総選挙に勝利し、安定的に政権を運営するための基盤を手にした。今こそ、中期的な課題に取り組むべきだ。それは人口政策に他ならない。

　国立社会保障・人口問題研究所の中位推計によると、わが国の人口は2060年に8674万人と、10年に比べ32％減少する。生産年齢人口（15～64歳）は60年に4418万人と10年比46％減少する。要するに、生産年齢人口が、ほぼ半減してしまうのだ。

　画期的な生産性の向上がなければ、国内総生産（ＧＤＰ）が半分になる。現在の半分のＧＤＰでこの国が維持できるだろうか。「人間の歴史を通して、人口は繁栄、安定、安全と同義だった」（マッシモ・リヴィーバッチ「人口の世界史」）のだから。

　従属人口指数では10年の36.1（働き手2.8人で高齢者１人を扶養＝騎馬戦型）が60年には78.4（同1.3人で１人を扶養＝肩車型）に達する見通しだ。人類5000年の歴史で、１人が１人を支える社会が存立し得た事例は、寡聞にして知らない。

　政府も重い腰をあげ、14年６月に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）」の中に「50年後の人口１億人を維持する」という人口目標を初めて盛り込んだ。また日本経済研究センターは「出生率の回復には、年８兆円の育児給付が最も効果がある」という提言をまとめた。

　ところで、日本は明治維新や戦後の復興を見れば明らかなように、キャッチアップ型の国家運営に秀でている。そして先進国の中には、人口増加の基盤となる出生率を上昇させた国が幾つもある。

　例えばフランスの出生率は、過去最も低かった1.66（1994年）から10～15年で２％前後にまで上昇した。おおむねＧＤＰ比３％程度と、日本の約３倍の少子化対策予算を毎年計上している。米国を範として戦後の経済復興を果たしたように、人口の回復もフランスに範をとればいい。まず政府は、少子化対策予算を無条件にＧＤＰ比３％まで引き上げるべきだ。

　それだけではない。フランスの友人に聞いた話では、出生率の回復は予算だけではなく、意識改革が伴っていたからこそ成功した、という。

　フランスの文化を守るためには、フランス語を母語とする人口の増加が必要だ。子どもはフランス社会の未来であって社会の宝だ。生まれた子どもは、両親がそろっているかどうかにかかわらず、すべて平等に扱う――という大原則が社会で共有された。

　その上で「シラク３原則」と呼ばれる基本政策が実施された。「子どもを産む、産まないは女性固有の権利。しかし子どもを産みたい時と女性の経済状態が一致するとは限らないので、かい離は国家ができるだけ埋めるようにする（子どもをたくさん持っても新たな経済的負担が生じないようにする）」「原則無料の保育支援」「（育児休暇から）職場復帰するときは、育児休暇の間、ずっと勤務していたものとみなして職場は受け入れなくてはいけない」

　出産・子育てと就労に関して幅広い選択肢を与える環境整備、すなわち「両立支援」を強める方向で、一貫した政策が進められたことが大きい。婚外子を差別しないＰＡＣＳ（民事連帯契約）も政策パッケージの中に含まれる。この政策パッケージをそのまま輸入してもいいくらいだ。

　また、育児も家事も介護も男女両性が等しく分担し、それを社会全体でサポートする社会の出生率が高いことも、十二分に実証されている。そのためには「時間より成果」という考え方に立脚して、日本独特の長時間労働の悪弊をなくしていくべきだろう。

http://www.nikkei.com/article/DGXMZO81018140X11C14A2X12000/
・児童養護施設の子供、59.5％が親などから虐待　厚労省調査 (1月16日)

　全国の児童養護施設で暮らす子供は２万9979人（2013年２月時点）で、このうち59.5％が親などから虐待を受けた経験のあることが16日、厚生労働省の調査で分かった。08年の前回調査時に比べて6.1ポイント上昇した。

　同省は「児童虐待対策の強化で保護につながるケースが増えている」と分析。虐待で心に傷を負うなどした子供のケアが課題となっている。

　調査は原則５年おきに実施。児童養護施設で暮らす子供の数は08年比で5.1％減少した。平均年齢は11.2歳、入所時の平均年齢は6.2歳。平均在所期間は4.9年だった。知的障害や身体的な障害などがある子供は28.5％と08年比で5.1ポイント増加した。

　入所理由は、放任や養育拒否などを含めた「虐待」がトップの37.9％で、1961年の調査開始以来最も多かった。入所している子供全員を対象に親などから虐待を受けた経験を調べたところ、１万7850人（59.5％）が何らかの被害に遭っていた。

　虐待の種類別（複数回答）では、食事を与えないなどのネグレクト（育児放棄）が63.7％で最多。殴打されるなどの身体的虐待42.0％、暴言を吐かれるなどの心理的虐待21.0％、性的虐待4.1％と続いた。

　中学３年以上の8412人を対象に将来の希望を聞いたところ、「結婚したい」との回答が41.8％で最多。一方で「施設を出て自立して生活していく自信がある」と回答した割合は29.1％にとどまった。

　調査では、児童養護施設のほか、児童自立支援施設や母子生活支援施設などで暮らす子供や里親に預けられている子供の数も集計し、総数は４万7776人だった。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG16HAY_W5A110C1CR8000/
・働きやすい保育の職場に（1月19日）
　2017年度末までに６万９千人の保育士確保が必要――。厚生労働省がこんな推計をまとめた。国や自治体は待機児童をなくそうと保育施設の整備を急ぐが、「箱」ができても人がいなければ子どもを預かることはできない。

　意欲を持って保育の仕事を始めても、数年で離職する人は少なくない。新たに就業する人を増やすことも必要だが、やりがいをもって働き続けられる環境を整えることが不可欠だ。国、自治体、事業者は一層知恵を絞る必要がある。

　保育施設の拡充は急ピッチだ。13～17年度の５年間で40万人分を増やす予定で、４月からは量、質の両方を高めることを目指した新しい子育て支援制度も始まる。それだけに担い手の確保は必須だ。

　国も新たな対応方針を打ち出した。保育士試験を受験する人への学習費用の援助や、現行は年１回の試験を年２回にするよう都道府県を後押しすることなどだ。他の福祉資格を持つ人には試験科目の一部免除も検討する。より受験しやすくすることは妥当だろう。

　他の産業に比べ低いと指摘されてきた民間の保育士の給与も、15年度予算案で３％の処遇改善加算などが盛り込まれた。

　とはいえ、それだけでやりがいが高まるわけではない。保育の現場では、子どもや保護者に対してよりきめ細かな対応が求められるようになっている。研修で力を伸ばす機会を増やす、キャリアアップができる仕組みを整える――。意欲を持って働き続けられるよう、日々の就労環境を向上させる工夫が事業者には必要だ。

　より柔軟な勤務体系を工夫する余地もあるだろう。資格を持ちながら保育士として働いていない「潜在保育士」は60万人以上といわれる。働きやすい職場づくりは復職を支援する意味でも重要だ。

　政府は「女性の活躍」を成長戦略の柱に掲げる。保育はその基盤ともなるサービスだ。そこで働く人たちがどうすれば働き続けやすくなるか。事業者や自治体の好事例を共有することも大事だろう。

http://www.nikkei.com/article/DGXKZO82090390Z10C15A1PE8000/
・父子家庭のパパは最後の最後までＳＯＳを出さない（1月22日）
　「男性の皆さん、もし明日、奥さんが病気で倒れたら、子育てや介護をしながら今の仕事を続けられますか？」――宮城県仙台市在住で東北の父子家庭支援を行っている、ＮＰＯ法人・全国父子家庭支援連絡会・村上吉宣（むらかみよしのぶ）さんが問いかけます。現在、日本の「ひとり親世帯」の７世帯に１世帯は父子家庭です。35歳のシングルファザーで２人の子供を育てる村上氏へ、ジャーナリスト治部れんげ氏がインタビュー。シングルファザーの課題を考えます。

――　共働き家庭とひとり親家庭は、保育園や学童保育などで接点があります。両者が自然に関わっていくために必要な「心構え」があるとすれば、どのようなものでしょうか？
■ひとり親家庭の「気負いの大きさ」を知ってほしい
村上吉宣（以下、村上）　共働き夫婦もひとり親も、どちらも子育てしながら働く親であることに変わりはありません。一つ大きな違いは、ひとり親は「ひとりで立っている」ということ。だから、ものすごい「気負い」があります。

　シングルになった理由は人それぞれですが、例えば「離婚してはいけない」とか「人に相談なんてしてはいけない」という具合に、世間のルールで自分自身を縛っているひとり親はたくさんいます。

　共働き夫婦なら、どちらか片方が目いっぱい働き、もう片方が家庭を優先するなど、ブレーキとアクセルを二人で組み合わせて調整できます。でも、ひとり親は、常に目いっぱいアクセルを踏んでいる状態です。精神状態がかなり張り詰めている。

　経済面だけでなく、精神面でもこういう違いがあることを、知っておいていただいたうえで、自然に会話してもらえたらいいと思っています（図１）。

――　「気負い」の大きさが違うのですね。
村上　はい。昨年、東京都江東区で父子家庭の父親が、５歳の息子を殴って死なせてしまった事件がありました。これを聞いたとき、私は「人ごとではない」と感じたのです。

　このお父さんは、男手一つで育てているからこそ、育児に手を抜いてはいけないと、気負っていたのではないか。きちんとしなくては、と思い込み過ぎ、子どもの５年後、10年後を考え過ぎて過剰にしつけへと促された結果、オーバーヒートしてしまったのではないか、と思いました。

■ひとり親に関する調査や支援は、母子家庭を想定している
――　父子家庭の父親を追い込むものは、何なのでしょうか？
村上　大きな問題を２つ挙げると、ジェンダー規範の問題と、そして、ワークライフバランスを取ることです。

　その前に、ひとり親家庭の全体像についてお伝えしたいと思います。2011年度「全国母子家庭等調査」によると、母子家庭は123万8000世帯、父子家庭は22万3000世帯あります。「ひとり親世帯」の７世帯に１世帯は父子家庭ということになります。

　母子家庭の母親は８割が就労しており、これは海外と比べても高いのですが、父子家庭では９割が就労しています。母親自身の年間平均就労収入は181万円、父親は360万円です。

　数字だけを見ると、父子家庭は母子家庭より収入が高く、生活に問題は無いように思われるかもしれません。でも、実情は厳しいです。

　今、引用した調査は「母子家庭等」という名称です。この言葉に象徴されるように、ひとり親に関する調査も支援も母子家庭を想定して作られているのです。多くの場合、シングルファザーは「等」の部分に自分達が含まれることにすら気づきません。

　やや堅い表現でいうと、政策にジェンダーバイアスがあるため、当事者である父親を、受けられる支援から遠ざけてしまっているのです。

――　確かに言葉の問題は大きいです。出産前に受ける講習を「母親学級」から「両親学級」に名称変更する自治体が多い昨今ですから、「母子家庭等」の表現も考え直してほしいですね。
■親と一日に２時間以上一緒に過ごせている子どもは、父子家庭では65.5％
村上　もう一つの問題は「時間」です。2011年11月に独立行政法人労働政策研究・研修機構が発表した調査によると、平日、普段、睡眠時間を除いて、子どもが親と２時間以上一緒に過ごしているのは、共働き家庭で89.9％、母子家庭で81.9％ですが、父子家庭では65.5％にとどまります（図２）。

　父子家庭の父親は収入を維持しようとすると長時間労働になり、子どもと過ごす時間が極端に短くなってしまいます。私が聞き取り調査をしたある父親は、小学校１年生の子どもと暮らしていますが、帰宅は毎日夜10時を過ぎます。彼は、住宅ローンを返済するため、仕事を変えることができません。子どもは寂しくて、夜、友達の家を一軒ずつ回っている。近くに育児支援をしてくれる親族はいません。

　父子家庭は、究極のワークライフバランスを求められているのです。子どもと過ごす時間を増やすために、雇用が不安定で収入が激減するけれど、転職を選ぶ人もいます。一方、住宅ローンや教育費のことを考えて正社員で高い収入を維持しようとしたら、長時間労働するしかない。

　共働き夫婦なら、配偶者が仕事量を減らして調節できるかもしれませんが、ひとり親にそういう選択肢は無いのです。

――　そういう状況下で、父子家庭のお父さん達は何を求めているのでしょうか？
村上　実は「助けてほしい」という人はほとんどいません。ついこの間も、あるメディアから、かわいそうな事例を紹介してほしいと頼まれましたが、みんな、自分の力で頑張りたいと思っているから、そういうコメントが出てこない。

　シングルファザーが「助けて」というのは、本当に追い詰められて生きるか死ぬかの瀬戸際か、もしくは精神疾患を抱えているような場合です。最後の最後までＳＯＳを出さないし、出せない。「男なんだから」頑張らないと、という思いもあるでしょう。

　やはり、目指すところは「父親が子育てしながら働きやすい社会」です。なぜ、父子家庭になった途端にいろんなことが大変になるのか。考えてみると、夫婦二人でいるときから問題があったことが分かります。要するに、父親が子育てに参加したら働けないような社会の状態が問題なのです。

■ひとり親家庭が、経済支援を受けながらも自立していく過程を応援してほしい
――　こういうお話は、男性の心にも響くと思います。以前、国際協力ＮＧＯのオックスファム・ジャパンが開いた勉強会で「男性の皆さん、もし明日、奥さんが病気で倒れたら、子育てや介護をしながら今の仕事を続けられますか？」と村上さんが問いかけたことがありましたよね。すると会合終了後に男性の参加者が壇上の村上さんのところに飛んでいって話を聞いていた風景が心に残っています。
村上　そんなこともありましたね。本当はワークライフバランスって男性にとっても重要なのに、なかなか伝わらない。でも、「もし、奥さんがいなくなったら…」と具体的に想像してもらうと伝わるので、男性相手にはあのように話しています。

――　今日お話いただいた父子家庭の課題を発信するために、団体を作っていらっしゃいますね。
村上　2008年に任意団体として宮城県父子の会を設立しました。2009年にこれも任意団体で、全国父子家庭支援連絡会を作り、2010年にＮＰＯ法人化しています。

　これまで、父子家庭への支援拡充を求める意見書を作成し、厚生労働大臣や復興大臣、全国の都道府県議会に要望を提出してきました。おかげさまで、22の都道府県、104の市町村議会で採択されています。

　私達が要望してきたなかで、例えば、児童扶養手当は2010年８月から、遺族基礎年金は2014年４月から父子家庭にも支給されるようになりました。今後も「母子」に限ったいくつかの支援制度を「父子」にも拡充することを求めていきたいです。

――　その他に、働く親に伝えたいと思っていることはありますか。
村上　「福祉的就労」を認めてほしい、と思います。平たく言えば、生活保護や遺族年金など、公的支援を受けながら働くことが社会に受け入れてもらえるようになってほしいのです。

　多くの方のイメージでは、生活保護や遺族年金は「弱者支援」ですよね。でも、そういった経済支援を受けながら、生活を立て直し、傷ついた心を癒やして再び働けるようになり、最終的には再び納税者になって、支援なしでも自分と家族を支えられるようになる…、そんな再チャレンジを受け入れて応援してもらえたら、と思います。

取材後記
　「働く親の再チャレンジを支援することは、当たり前のこと」と私には感じられました。かつて、マネー雑誌の編集部では「年金をもらいながら働く」とか「年金受給できるギリギリラインまで仕事をして収入を最大化する」といったテーマを、当たり前のように扱っていたからです。村上さんが言う「福祉的就労」も、こういう枠組みで捉えれば、認められて当然。再チャレンジして再び納税者になる仕組み、そして子どもに負担が少ない仕組みづくりを、働く親が求めていく必要があると思いました。
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・「いじめ防げ」小中学生がサミット　全国から150人参加（1月24日）
　文部科学省は24日、会員制交流サイト（ＳＮＳ）などでのいじめ防止策を小中学生が話し合う「全国いじめ問題子供サミット」を同省で開催した。25都県と10政令市の小５～中３の約150人が参加。(1)傍観者を卒業する(2)コミュニケーションを大切にする(3)いじめが起きない環境をつくる――の３点をとりまとめた。
　学校ごとの取り組みも発表。無料通話アプリ「ＬＩＮＥ」などのＳＮＳを使う際のルールを生徒が自ら策定した鳥取県の中学や、いじめ防止のＣＭを作り、ケーブルテレビで地域に発信した愛媛県の中学などが紹介された。

　鳥取県米子市立福米中２年の三国花蓮さん（14）は「学校ごとや地域ごとの意見があって勉強になった。みんなで決めたとりまとめを、自分の学校のルールにもいかしたい」と話した。

　文科省は「今後も子供たちが中心になって、いじめについて考える機会を持ちたい」としている。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG24H61_U5A120C1000000/
・体罰で処分の教員、最多3953人　文科省の13年度公立校調査 （1月31日）
フォームの終わり

　2013年度に児童生徒への体罰で懲戒処分などを受けた公立学校の教員は、12年度より1700人増の3953人となり、過去最多を更新したことが30日、文部科学省のまとめで分かった。12年度から調査を始めた国立は５人、私立は217人で国公私立の合計は4175人。わいせつ行為による処分者も過去最多の205人に上った。

　大阪市立桜宮高校の男子生徒が体罰を苦に12年12月に自殺した問題を受けた緊急調査では、12年度に公立校で教員5415人が体罰をしていたことが判明。その処分が13年度にずれ込んだケースが多かったため、処分者数が２年連続で増えたが、文科省は「14年度以降は減少の方向に向かうのでは」とみている。

　13年度に公立校で体罰を理由にした処分の内訳は、停職32人、減給178人、戒告200人など。体罰を受けた児童生徒は計8880人に上り、中学生が最多の3973人、高校生2968人、小学生1892人など。

　体罰の内容は「素手で殴る」が最多の58％。場所は教室35％、運動場・体育館33％。全体のうち16％の650人が児童生徒に骨折や打撲、鼻血などの被害を与えていた。

　都道府県別では大阪の400人が最多で、大分374人、福岡240人と続いた。少なかったのは福井２人、愛媛３人など。文科省は、処分者数にばらつきがあるのは都道府県で体罰と認定する範囲に違いがあるのが一因とみている。

　わいせつ行為で処分された教員は、1977年度の調査開始以来初めて200人を超えた。全て男性教員で免職は117人。メールなどによる性的嫌がらせが増え、19人が処分された。

　鬱病などの精神疾患で13年度に休職した教員は5078人。12年度より118人増えて高止まりしている。一方、女性校長は全校長の14％に当たる4771人で過去最多だった。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG30H5Q_Q5A130C1CC1000/
＊共同通信

・中高生の７割強 ネットでトラブル　１４年本紙スマホ・携帯利用調査（1月9日）
　山陽新聞社と兵庫県立大が２０１４年５、６月、岡山県内の全小中高校を対象に行った「スマートフォン・携帯電話の利用に関するアンケート」で、インターネット上でのいじめ、写真の無断掲載といった何らかのトラブルが中学校、高校の７割強で発生していたことが分かった。小学校の２割弱でも確認されており、トラブルの低年齢化が懸念される。ネット上には会員やグループ内しか閲覧できない「非公開型サイト」が増加、表面化するのは氷山の一角とみられ、早急な対策が求められそうだ。
　■　　□　　■　　□　　■
　調査結果によると、ネットトラブルが「起きている」と回答したのは高校７８％、中学校７６％、小学校１６％。内容を複数回答で尋ねたところ「児童生徒への悪口、誹謗（ひぼう）中傷の書き込み」が最も多く、高校７２％、中学校６８％、小学校１５％だった。

　ＬＩＮＥ（ライン）など無料通信アプリに関するトラブルがあったのは高校７９％、中学校７７％、小学校１２％。具体的には特定の児童生徒をグループから排除したり、無断で撮影した写真を投稿したりするケースが目立った。

　対策として、情報モラル教育を授業で計画的に行っている学校は高校７２％、中学校７４％、小学校６９％に達する半面、教員向けの研修を実施しているのは小中高校とも４割以下にとどまった。中でも小学校では、教員研修を「特に行っていない」「問題が起こった際に随時実施」が合わせて６割を占め、対応が後手に回っていることがうかがえた。

　一方、スマホの急速な普及により、近い将来のトラブル増加が見込まれる小学校について、山陽新聞社と兵庫県立大は１４年１１月、岡山市の大規模校１０校の４～６年生に緊急アンケートを実施。ネット接続が可能な端末の所持率はスマホ１７％、「ガラケー」と呼ばれる従来型の携帯電話１３％、キッズ携帯電話２１％だったほか、ゲーム機によるネット利用は５１％に達しており、ネットの世界が児童の身近にある実態が浮かび上がった。

　緊急アンケート結果によると、ネット端末を１日２時間以上利用する児童は２３％で、スマホ所持者に限ると５０％にはね上がった。ネットトラブルは全１０校で１件以上確認され、スマホ所持者のうち「ゲームなどで課金した」は２６％、「知らない人とやりとりした」は２３％。スマホ所持者の半数は家庭内での利用ルールを設けていなかった。

　両アンケートを分析した兵庫県立大の竹内和雄准教授は「ネット接続が容易なスマホの登場で子どもとネットの距離は急速に縮まり、トラブルの低年齢化が進んでいるにもかかわらず大人は実態を知らないことが多い。子どもを中心に学校、保護者、地域が一つになって対処すべきだ」と指摘する。

■調査の方法

　スマホ・携帯の利用に関するアンケート　２０１４年５、６月、岡山県内の全小中高校６６６校に調査用紙を郵送。６２％に当たる４１６校（２３７小学校、１２１中学校、５８高校）から回答を得た。

　小学生への緊急アンケート　１４年１１月、岡山市内で児童数が多い小学校に調査を依頼し、協力を得られた１０校の４～６年生を対象に実施。スマホや携帯の所持率、ネットトラブルの有無などについて、ほぼ全員の４４３６人が答えた。

http://www.sanyonews.jp/article/118105
・親権訴訟で捜査情報開示　虐待救済に異例措置、仙台地検（1月18日）
　母親と同居中の男から虐待された小学生の親権をめぐる民事裁判で、仙台地検が家裁の求めに応じて関係者の供述調書やけがの状況を撮影した写真などの捜査情報を開示する異例の措置を取っていたことが、１８日、裁判関係者への取材で分かった。審理は短期間で終わり、家裁は母親の親権を停止して、離婚した実父に親権を移した。

　児童福祉の専門家によると、虐待から子どもを守るための親権停止の裁判は、親権者側が虐待を否定して時間がかかることが多く、解決まで通常半年以上かかる。家庭や親族間の問題を扱う家事審判で、捜査中の資料が開示されるのはまれだという。

http://www.47news.jp/CN/201501/CN2015011801001385.html
＊Wedge

・「子どもの貧困」を 社会的投資の観点から考える（1月18日）
　14年7月に厚生労働省が発表した「子どもの相対的貧困率」（12年のもの）によると、調査を開始した1985年以来最悪の16.3パーセントだった。つまり、貧困状況にある日本の子どもは6人に1人ということになる。ここ数年、ニュース番組や新聞などでも無戸籍など貧困につながる話題がのぼることがあっても、一向に改善されないのはどうしてなのか。

　『子どもの貧困を押しつける国・日本』の著者である千葉明徳短期大学教授で、「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク世話人の山野良一氏に、子どもたちの現状や貧困が及ぼす影響、そして改善するための方法などについて話を聞いた。

――08年の山野さんの前著『子どもの最貧国・日本』（光文社新書）が出た頃から、子どもの貧困について、ニュースなどでも目にするようになりました。反響が大きかったのではないですか?

山野：同じ年に『子どもの貧困ー日本の不公平を考える』（阿部彩著、岩波新書）も出て、今までみなさんも薄々気がついてはいたし、感じていたことを「子どもの貧困」という明確な概念にしたことで、火がついた感じはしましたね。

――しかし、子どもの相対的貧困率は調査開始以来、過去最悪。そして本書を読んでもっと驚いたのは、貧困ラインという基準から大きく下回る子どもたちの状況と貧困ギャップという指標です。

山野：元々、貧困ギャップについて日本は高いのではないかと指摘されていましたが、実際に私も今回計算してみて驚きました。貧困ギャップとは、貧困の深さを表す指標で、貧困率が高いと言っても、基準ぎりぎりの人が多いのと基準から大幅に下回る人が多い場合は違うはずです。具体的には貧困ライン未満の子どもたち、つまり貧困な子どもたち全体の所得の中央値が、貧困ラインの所得とどれほど離れているかを表します。

　まず、子どもの貧困率とは、貧困ライン未満で暮らしている子どもの割合を示したものです。この貧困ラインとは、その国に住むすべての人の所得を並べたときの中央値の50パーセントの額とユニセフやOECD、厚労省の算出方法では定められています。そうして計算すると、12年時点での日本の貧困ラインは122万円ですが、この数字は世帯の人数を調整した個人単位の額です。なので、これを世帯全体に計算し直すと、親子2人世帯で月額約14万円、親子4人世帯で月額約20万円ほどとなります。ただし、注意しなければいけないのは、この額ではすでに税金や社会保険料は差し引かれていますが、児童手当や児童扶養手当などは含まれていることです。

　日本の貧困ギャップは、ユニセフ・イノチェン研究所のレポートによれば、31.1パーセントで、レポートに登場する31カ国のうち下から6番目です。また、日本で貧困状況にある子どもたち、つまり貧困ライン未満で暮らす子どもの所得の中央値（個人額）は86万円程度で、これは親子2人で月に約10万円、親子4人の世帯で約14万円で、1カ月生活しなければいけないことを意味します。また、この数字は中央値ですから、貧困ライン未満の子どもたちの50パーセントにあたる160万人は、この額未満の所得の家庭で暮らしているということです。

――親子2人で月に10万円で生活ですか…。

山野：子育て家族の支出は、低所得になれば少し下がりますが、貧困ライン未満の場合でも平均で月額20万円くらいから下がりきれないのが現実です。そうすると、どう考えても所得より支出のほうが大きくなります。どうやって生活しているのかわからないので、そのあたりについては現在分析中です。

　ひとつの可能性は、借金をしているのではということですが、ただ、一般的に日本の子育て世帯は、平均すると借入と貯蓄額がほとんど同じなのも事実なんです。これは家を買うために、住宅ローンが影響しているからです。欧米だと公営住宅がわりと充実していますが、日本の住宅制度は見事に失敗しているからだと思うんですね。

――貧困が子どもたちへ及ぼす影響にはどんなことがあるのでしょうか?

山野：現在、注目を浴びているのは学力格差の問題です。これについては、様々な調査から明らかになっています。ただ、学力そのものだけでなく、日本の場合、大学の学費が欧米諸国に比べ高いこともあり、学歴にまで差が出てしまっているのが現状です。

　また、ぜんそくなどの環境が影響する病気の罹りやすさにも影響することが明らかになっています。ただ、学力の問題以前の部分も大きいと私は考えています。

――「学力の問題以前」とは、どういうことでしょうか?

山野：乳幼児で獲得しなければならない愛着であったり、他人を信頼できるかどうかという問題です。現在、幼児教育の世界では、詰め込み型の教育は子どもたちの学力とほとんど関係がないと言われています。それよりも、詰め込み型では形成されない応用力や思考力を育てるためには、他人とどれほど協力できるか、もっと言えば親や保育士などとどれだけ信頼関係を築けるかが重視されています。

　欧米では、3歳以降の就学前3年ぐらいの幼児教育や保育を受けるのは当たり前で、なおかつ無償またはそれに近い状態です。これは小学校への準備という要素が全くないわけではありませんが、北欧では子どもたちの自由さや、子どもらしくあることを家の中だけでは保証出来ない面もあるので、集団で子ども同士の協力関係や、保育士さんとの関係を築く教育が行われています。つまり、誰かと協力したり、誰かを信頼できるというのは、子どもたちの情緒的な安定につながるわけです。ただ、それをお金を持っている人しか受けられないのでは意味がありません。ですから、保育の普遍主義と言いますが、どんな子どもでも無償で受けられるようになっています。

――確かに勉強する前に、環境が安定していないとなかなか難しい面もありますね。

山野：そうですね。日本の低所得者の人たちは、ワーキングプアと呼ばれる人がほとんどです。欧米には、働いていなくて、福祉に頼って生活している人たちもいます。しかし、日本では、そういう人たちは少なく、ほとんどの人たちが働いているにもかかわらずワーキングプアになってしまう。制度として最低賃金がある国とない国がありますが、ある国の中で日本は最下位のスペインと大差ありません。そんなにひどい最低賃金ですが、先ほどの貧困ラインの所得額などから計算すると貧困な人は最賃ぎりぎりで働いているのがほとんどなのではないでしょうか。

　当然、子育て家族の場合、それだけでは生活できないので、他にも仕事を掛け持ちすることもあるでしょう。そうすると、労働時間が長いため、子どもと接する時間が短くなります。ひとり親や女性では平日でも見られることですが、男性の場合、平日に関しては低所得であろうがなかろうが、子どもと接する時間に差はありませんが、土日になるとハッキリと差が出てきます。こうして、親と子どもが接する時間が少ないために子どもたちの情緒の安定にも影響してしまっているのではないでしょうか。

　また、低所得の夫婦は、喧嘩やドメスティックバイオレンスなどが原因で離婚するケースももちろんありますが、経済的な困難さが離婚につながるケースが多いというのはいくつかの調査などでも見て取れます。そういった生活環境が落ち着かない中で、子どもたちの勉強に向かう姿勢に影響を与えるのではないかと考えられます。

――子どもたちの貧困対策として、09年8月の衆議院議員総選挙では民主党が子ども手当をマニフェストに掲げました。そして民主党が下野し、児童手当という名称に変わったわけですが、一向に相対的貧困率は減少しません。対策としてはどんな方法がありますか?

山野：子どもの相対的貧困率を減少させることを考えると、現金給付は非常に大きいと思います。民主党政権自体は、うまく行きませんでしたが「チルドレンファースト」（未来を担う子どもたちに「投資」すると同時に、子どもたちの人権を「守る」という2つの観点から政策を進めること）を掲げ、子ども手当を支給したことには意味があったと思います。貧困率を低く抑えることが出来ているほとんどの国では現金給付が充分に行われているんです。

　ただ、それに対し、自民党を中心にバラマキではないかと批判したわけですね。これはマスコミ受けも良く、多くの人たちもバラマキ政策だと思うようになってしまった。今では民主党ですらまともに児童手当の拡充を掲げることはできないのではないでしょうか。結果として、所得制限をせざるを得なくなりましたが、その額は1000万円弱と高く、ほとんど意味が無い所得制限だと思います。なぜなら、そんなに所得がある子育て世帯はそんなにないわけですし、所得制限で浮いた額より事務経費の方が高いかもしれませんから。結局、子どもたちを政争の具に使っただけなのではないでしょうか。

――他にはどんな方法がありますか?

山野：親の稼働所得を増やすか、給付付き税額控除という方法も考えられます。

　まず、親の所得を増やす方法は、間接的な方法ですし、アベノミクスが仮にうまく行き、低所得世帯の所得も増えれば貧困率はもちろん下がりますが、今のままでは豊かな人たちが豊かになるだけです。また、80年代のバブルの頃は、中間層近辺には恩恵がありましたが、貧困ライン以下の世帯にはほとんど恩恵がなかったのだと思います。

――給付付き税額控除とは?

山野：負の所得税と言わるもののひとつで、簡単に言えば、子どもを育てていれば、所得税額を一定額を減額（控除）するのですが、税額が0円になるような低所得家庭の場合、逆に控除額相当が給付されるというもので、現在、アメリカやイギリスなどで行われています。確かに、アメリカの貧困率は高いですし、現金給付も少ないのは事実です。しかし、給付付き税額控除を計算に入れれば、日本と同じくらいなのではないかと指摘する研究者もいます。これについては日本でも、マイナンバー制（16年1月に運用が始まる予定の全国民に番号を割り当て、社会保障や税の管理などに利用される仕組み）が導入されれば、実行しやすいと思います。また、現金給付がバラマキだからと批判する人にも、給付付き税額控除なら納得してもらえるかもしれません。

　ただ、今お話した方法は、相対的貧困率を減少させるという面で見た場合で、貧困の世代間連鎖を断ち切るという意味で考えると、国も注目しているのは教育です。

――先ほど、日本の大学の学費は高いという話が出ました。確かに、ヨーロッパなどでは学費が無償という国もありますね。

山野：ヨーロッパの場合、ほとんど私立大学はないので、どんなに高くても年間で1500ドル程度です。現金給付をバラマキだからと批判するならば、学費を安くするという現物給付という方法もあると思うのですが、残念ながら日本では両方とも低いわけですね。

――生活保護バッシングなどを見ていても、とにかく日本の社会は家族に頼れと。家族依存の問題については、山野さんも本書で指摘されていますね。

山野：少し前の私たちの認識では、子どものことは親がなんとかするものだ、それが先進国だという思い込みがあったのだと思いますね。しかし一方で、子どもの頃の貧困が影響し、将来的に働くことができなくなったり、喘息などの病気が治らないために治療費だけがかさむことを指摘する研究者もいます。子どもたちに平等な環境をつくらないと結局損をするのは誰なのかを考えて欲しい。子どもという将来のタックスペイヤーを増やさなければ、社会全体は豊かにはならないと思いますね。

――一時的に歳出が増えたとしても、長期的に見ればタックスペイヤーとして税金を払ってもらえると。

山野：それをヨーロッパの国々は認識しています。イギリスではブレア首相時代に貧困対策に力を入れました。若者の失業率が高く、それが地域の荒廃や犯罪の増加につながっていたためです。日本では、まだ犯罪の問題は目立ちませんが、将来的にそうした問題が起こらないとも限りません。そうなれば、費用はもっと掛かってしまうでしょう。

　普遍的に教育を受ける権利などを謳った「子どもの権利条約」を日本が批准して20年になりました。まだ、日本では理解不足なところもありますが、社会全体の不平等さが増す中では、ますます重要なものになるに違いありません。
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150118-00010000-wedge-soci
＊サンデー毎日

・SUNDAY LIBRARY:ＩＮＴＥＲＶＩＥＷ　東田直樹＜サンデー毎日 2014年1月25日号より＞

◆『跳びはねる思考』東田直樹・著（イースト・プレス／税抜き１３００円）

　息をするのと同じくらい、自然なこと。東田直樹さんは、文章を書くことについてそう書いている。しかし、ひとたび東田さんと会話をしようとすると、「自然なこと」にならない。この場合の「自然」とは、キャッチボールのように会話をする多数の側の言い分だ。そして東田さんに対し、「自閉症」というマーキングをして、得心したような気になる。詩集『ありがとうは僕の耳にこだまする』に「白い壁」という、強い印象を残す詩があり、「その壁がいつからあるのか　誰も知らなかった」の一行から始まる。作者に詩の解題を求めるのは野暮だが、この一編についてはどうしても聞きたかった。

「人の気持ちの奥に隠された差別や偏見です。おわり。ぼくは大衆というのは、気がついたときにはそうなっていたということが多いと思います。その現実は誰も知らないくせに、さも知っているかのように誰もがふるまいます。それは滑稽であり、危険なことです。おわり」

　質問に答える際は、アルファベットの文字が紙に配列された文字盤を使う。文字を指さす（ポインティング）ことで、伝えようとする言葉を見失わないようにするのだという。「おわり」の一言は、東田さんにとって、センテンスのピリオドのような役目を果たす。

　「白い壁」は障がい者と健常者、多数派と少数派など社会の中に、そして人の心の中にもあって、何かと何かを隔てているものなのだろう。しかもそれは「白い」のだ。注意を払われないまま、差別も偏見も、いつのまにか無自覚な日常になっている。

　人々は白い壁によって分割されながら、それと裏腹に曖昧に混同していることもある。東田さんは『跳びはねる思考』の中で、脳と心は別のものであることを鋭く指摘している。

「自閉症と関係あるかどうかわかりませんが、ぼくが自分の現状をコントロールできないことから、そう思うようになりました。おわり。脳と心が同じだと思っている人は、自分のことに満足している人だと思います。おわり。ぼくはいつも脳の命令に辟易しています。おわり」

　東田さんにとって言葉は、考える道具。ただ感情を吐露するのではなく、考える道具の上に自分の思いを乗せる高度な作業のために東田さんが選んだ形式が詩だった。

「詩は行間の中に作者の思いや考えを込めているものです。おわり。だからエッセーと詩は別のものです。おわり」

　特に好きな詩は、「みどりのそよ風」（作詞：清水かつら）。今でも小学校などで歌われることがあるだろうか（「こんな歌です」と、お隣に座っているお母様が歌ってくださった）。

　その歌を聴きながらこちらが笑っている時、東田さんは何を考え、どんな気持ちでいるのか。それはやはり、わからないことなのだ。

「自閉症で良かったと思えることもたくさんあります」。そう書かれている「たくさん」の中の一つを聞いて帰ろう。

「人と競争しないことです。おわり。それはある意味、落ちこぼれなのかもしれませんが、目標さえあれば、強く生きていけると思います。おわり」（構成・北條一浩）

−−−−−

ひがしだ・なおき　１９９２年、千葉県生まれ。会話のできない重度の自閉症でありながら、文字盤ポインティングやパソコンでコミュニケーションが可能。１３歳で執筆した『自閉症の僕が跳びはねる理由』は２０カ国以上で出版され、ベストセラーに

http://mainichi.jp/feature/news/20150113org00m010032000c.html
＊北海道新聞

・「彼女は被害者でもある」　南幌の刺殺事件、付添人弁護士ら指摘（1月21日）
　札幌家裁が医療少年院送致を決定した高校２年の少女（１７）の付添人弁護士らが２１日、札幌市内で報道各社の取材に応じ、家裁調査官が報告書で少女が祖母と母から「壮絶な虐待」を受けていたと表現したことを明らかにした。さらに少女が６歳ごろ、一時保護された岩見沢児童相談所（児相）の対応に関し「（虐待の）真実を究明し、もっと早く対応していれば事件は起きなかった」と指摘した。

　付添人弁護士によると、少女は祖母と母から１０年以上にわたり暴力や暴言などの虐待を繰り返し受けていた。家裁調査官が虐待の事実を指摘したほか、精神鑑定で心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）を発症していたと診断されていたことも明らかにした。動機については「姉が仕事の都合で家を出て行くことを知って絶望した。（虐待から）逃げるには殺すしかないと思った」と説明した。

　また付添人によると、少女が６歳ごろ、祖母から暴行を受け岩見沢児相に保護された際、母親が「（自分の）ストレスでやってしまった」と虚偽の説明をして家に連れ戻されたという。付添人は「この出来事が大人への不信感を生むきっかけとなった」とみており、少女が他に救済を求める思考力を失ったと指摘した。

　この日の少年審判でも、少女は裁判官から「どうすれば事件を防ぐことができたのか」と問われ「家を出れば良かった。でも、できないと思っていた」と答えたという。弁護士らは「彼女は加害者でもあり被害者。今回の事件は防げたはずだった」と悔しがった。＜どうしん電子版に全文掲載＞

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/587396.html
＊沖縄タイムス

・社説[教師のいじめ]人権意識が欠けている（1月23日）
　最も身近な教育者であり、学校で一番頼りになるはずの学級担任から、児童がいじめに遭った。深く傷ついた幼い心の内を思うと、やりきれなさと憤りがこみ上げてくる。
　本島中部の公立小学校に勤務する４０代の男性教諭が昨年４～１０月までの間、担任として受け持つ男子児童に対し、問題行為を繰り返していたことが分かった。
　クラスメートの前で「宇宙人」と呼んだり、ボールペンで顔に落書きをしたりするなどしていた。児童の保護者によると、体をつねるなどの行為も日常的にあったという。
　児童は、血が出るまで体をかきむしるなどの自傷行為や嘔吐（おうと）、発熱がみられるようになり、１１月から登校できない状態が続いている。
　問題発覚後、教諭は「軽率な行為だった。いたずらが過ぎた」と保護者と児童に謝罪した。自らの行為を「いたずら」と軽くとらえていたのであれば、人権意識の低さにあきれるばかりだ。教師としての資質が問われる。子どもの人権を踏みにじる「暴力」だと認識してもらいたい。
　保護者によると、児童は「学校が怖い、先生も怖い」と言い、現在も抑うつ症状があるという。児童の精神的なダメージが心配だ。専門家の助言を得て、周囲の大人が適切に対応する必要があるだろう。学校や教育行政も家族らと連携し、児童の心の回復に寄り添うよう配慮が求められる。
　学級担任によるいじめを目の当たりにした、他の子どもたちに対するケアも重要だ。
　　　　■　　　　■
　学校や地元教育委員会の対応にも疑問符が付く。
　いじめへの対処は、適切な初期対応こそが肝心だ。にもかかわらず、学校は、昨年１０月に保護者の訴えで事態を把握した後も対応が後手に回った。保護者から保健室登校の要望を受けたものの応じなかった。カウンセリングの希望も、他の対象者がいることを理由に「緊急性がない」として面談を断ることがあった。
　地元の教委も、報告を受けながら教諭本人への直接的な指導や聞き取りはしていない。教諭は児童が登校できなくなった直後から「心身のバランスを崩した」として休職しており、教委は「全関係者への確認はできていない。まだいじめとは断定できない」との認識だ。
　学校も教委も事態を軽視していた節がある。保護者の訴えを矮小（わいしょう）化したり、教師間でかばい合うなどの学校特有の体質が、児童を不登校にまで追い込んだのではないか。
　　　　■　　　　■
　教師によるいじめは論外であり、いじめへの加担・容認も当然許されない。教育以前の問題である。
　教師が軽い気持ちで発した言葉や行為が子どもの心を傷つけたり、恐怖感を与えたりする場合があることも自覚してほしい。受け止め方には個人差がある。信頼する相手であればなお、ダメージが大きい。それこそ「悪意がなかった」では済まされない。
　教える側であっても、対等な人格として子どもと向き合う。こうした人権感覚を大事にしてもらいたい。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150123-00000007-okinawat-oki

